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議案第１号 平成 27 年度登米市一般会計補正予算（第７号） 

議案第２号 平成 27 年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

議案第３号 平成 27 年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

議案第４号 平成 27 年度登米市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

議案第５号 平成 27 年度登米市土地取得特別会計補正予算（第３号） 

議案第６号 平成 27 年度登米市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第７号 平成 27 年度登米市宅地造成事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第８号 平成 27 年度登米市水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第９号 平成 27 年度登米市病院事業会計補正予算（第６号） 

議案第 10 号 平成 27 年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第４号） 

 

本案は、議案第１号平成 27 年度登米市一般会計補正予算（第７号）から議案第 10

号平成 27 年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第４号）までについて、各

種会計予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額からそれぞれ 15 億 9,695 万円を減

額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 457 億 6,417 万円とするものであります。 

その主な内容として、歳出では、情報システムセキュリティ強靭化事業１億

3,608 万円、農地中間管理事業 8,064 万円、農作物等豪雨災害対策事業 1,581 万

円などを増額する一方、一般廃棄物第二最終処分場整備事業 8 億 8,880 万円、一

般廃棄物第二処理施設整備事業３億 9,333 万円、強い農業づくり事業１億 9,825

万円などを減額、加えて人事院勧告等に基づき人件費を補正しております。 

歳入では、個人市民税の増などから市税を２億 5,799 万円増額する一方、循環

型社会形成推進交付金などの国庫支出金４億 5,804 万円、強い農業づくり交付金

などの県支出金２億 2,672 万円、市債３億 5,900 万円などを減額、加えて前年度

繰越金９億 551 万円などを増額して計上しております。 

また、継続費補正として変更４件、繰越明許費補正として追加６件、債務負担

行為補正として追加 73 件、地方債補正として追加３件、廃止１件、変更 14 件を

計上しております。 

特別会計については、国民健康保険特別会計の歳出で共同事業拠出金４億

9,952 万円などの減額と債務負担行為補正として追加１件を、後期高齢者医療特
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別会計の歳出で後期高齢者医療広域連合納付金 543 万円などの増額と債務負担行

為１件を、介護保険特別会計の歳出で保険給付費 7,116 万円などの減額と債務負

担行為補正として追加１件を、土地取得特別会計の歳出で土地開発基金への繰出

金３億６万円などを計上しております。 

下水道事業特別会計では、歳出で下水道施設整備事業２億 995 万円などの減額

と繰越明許費２件、債務負担行為補正として追加２件、地方債補正として変更１

件を、宅地造成事業特別会計の歳出で、企業用地造成事業 2,281 万円の減額と継

続費補正として変更１件、繰越明許費１件、債務負担行為１件を計上しておりま

す。 

企業会計については、水道事業会計で、人事院勧告に基づく人件費の補正に加

え、配給水施設整備事業２億 7,734 万円などの減額と債務負担行為補正として追

加３件、企業債補正として変更４件を、病院事業会計では、人事院勧告に基づく

人件費の補正に加え、医業収益３億 7,114 万円などの減額と債務負担行為補正と

して追加１件、たな卸資産購入限度額の減額を、老人保健施設事業会計では、人

事院勧告に基づく人件費の補正に加え、事業収益 1,876 万円などの減額と債務負

担行為補正として追加１件、たな卸資産購入限度額の減額を計上しております。 

 

 

議案第 11 号 平成 28 年度登米市一般会計予算 

議案第 12 号 平成 28 年度登米市国民健康保険特別会計予算 

議案第 13 号 平成 28 年度登米市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 14 号 平成 28 年度登米市介護保険特別会計予算 

議案第 15 号 平成 28 年度登米市土地取得特別会計予算 

議案第 16 号 平成 28 年度登米市下水道事業特別会計予算 

議案第 17 号 平成 28 年度登米市宅地造成事業特別会計予算 

議案第 18 号 平成 28 年度登米市水道事業会計予算 

議案第 19 号 平成 28 年度登米市病院事業会計予算 

議案第 20 号 平成 28 年度登米市老人保健施設事業会計予算 

 

（別冊） 
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議案第 21 号 登米市中田子育て支援センター条例を廃止する条例について 

 

本案は、中田児童館の増築により、子育て支援センター事業を中田児童館内に

おいて実施するため、本条例を廃止するものであります。 

 

 

議案第 22 号 登米市行政不服審査会条例の制定について 

 

本案は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）が平成 28 年４月１日に施行

されることに伴い、同法第 81 条第１項の規定に基づき設置する登米市行政不服審

査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものであり

ます。 

 

 

議案第 23 号 登米市登米っ子誕生祝金条例の制定について 

 

本案は、少子化対策として出生率の向上を目指し、多子出産の奨励を目的とし

た第３子以降の子の出産に対する祝金について必要な事項を定めるため、条例を

制定するものであります。 

 

 

議案第 24 号 
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制

定について 

 

本案は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）が平成 28 年４月１日に施行

されることに伴い、関係条例の整備等を行うため、条例を制定するものでありま

す。                       （新旧対照表８ページ） 

 

 

議案第 25 号 登米市東和多目的集会施設条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、東和馬の足集会所を主として利用している関係自治会に対して無償譲

渡を推進するため、本条例の一部を改正するものであります。 

（新旧対照表 20 ページ） 
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議案第 26 号 
登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例について 

 

本案は、平成 27 年８月６日付けの人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給

与改定に合わせて特別職の国家公務員の給与が改定されることを踏まえ、所要の

改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

                      （新旧対照表 23 ページ） 

 

 

議案第 27 号 
登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

本案は、平成 27 年８月６日付けの人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給

与改定に合わせて特別職の国家公務員の給与が改定されることを踏まえ、所要の

改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

                      （新旧対照表 25 ページ） 

 

 

議案第 28 号 
登米市職員の給与に関する条例及び登米市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、平成 27 年８月６日付けの人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給

与改定に伴い、本市の一般職の職員の給与について、国家公務員の給与改定の内

容に準じて所要の改正を行うため、関係条例の一部を改正するものであります。 

                     （新旧対照表 27 ページ） 

 

 

議案第 29 号 登米市海洋センター条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、登米市海洋センターについて、地方自治法第 244 条の２第３項の規定

に基づいた、指定管理者による管理を行うことができるよう、本条例の一部を改

正するものであります。              （新旧対照表 53 ページ） 
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議案第 30 号 登米市保健福祉施設条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、保健福祉施設について、老朽化施設の廃止及び民間活力の導入を推進

するため、本条例の一部を改正するものであります。 （新旧対照表 55 ページ） 

 

 

議案第 31 号 
登米市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例

について 

 

本案は、子ども医療費助成事業、母子・父子家庭医療費助成事業及び心身障害

者医療費助成事業に係る登録申請者の負担軽減及び事務の効率化を図るため、本

条例の一部を改正するものであります。       （新旧対照表 57 ページ） 

 

 

議案第 32 号 登米市都市公園条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、迫梅ノ木公園の改修による駐車場整備に伴い、有料施設であるゲート

ボール場を廃止するため、本条例の一部を改正するものであります。 

      （新旧対照表 63 ページ） 

 

 

議案第 33 号 登米市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、大泉地区農業集落排水事業により整備した排水処理施設を、平成 28 年

４月１日から供用開始するため、本条例の一部を改正するものであります。 

（新旧対照表 64 ページ） 

 

 

議案第 34 号 登米市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、登米市災害公営住宅整備事業により第２期分の災害公営住宅 24 戸及び

共同施設について平成 28 年度に供用開始するため、本条例の一部を改正するもの

であります。                   （新旧対照表 65 ページ） 

 

 



- 6 - 

 

議案第 35 号 登米市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱い

に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（平成 27 年

11 月 13 日総務省令第 93 号）が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正する

ものであります。                 （新旧対照表 66 ページ） 

 

 

議案第 36 号 登米市体育施設条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、登米市サイクルセンターを廃止し、登米市体育施設の利用区分、施設

使用料及び冷暖房料を改正するため、本条例の一部を改正するものであります。   

                      （新旧対照表 89 ページ） 

 

 

議案第 37 号 登米市過疎地域自立促進計画の策定について 

 

本案は、現行の登米市過疎地域自立促進計画が平成 27 年度をもって終了するた

め、平成 28 年度から平成 32 年度までを計画期間として新たに策定することにつ

いて、過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）第６条第１項の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 38 号 
平成 27 年度登米市病院事業会計資本剰余金（他会計負担金等）の

処分について 

 

本案は、他会計負担金等をもって貸し付けた奨学金に係る償還免除引当金の計

上により発生する損失について、他会計負担金等を源泉とする資本剰余金をもっ

て補塡するため、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第３項の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 
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議案第 39 号 
平成 27 年度登米市病院事業会計資本剰余金（受贈財産評価額）の

処分について 

 

本案は、一般会計から所管換えを受けた土地の返還により発生する損失につい

て、受贈財産評価額を源泉とする資本剰余金をもって補塡するため、地方公営企

業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第３項の規定により、議会の議決を求め

るものであります。  
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意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対
し
、
開
示
決
定
を

し
た

旨
及

び
そ
の

理
由

並
び
に

開
示

を
実

施
す

る
日

を
書

面
に

よ
り

通
知

し
な

け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
15
条
～
第
17
条
 
（
略
）
 

第
３
章
 
審
査
請
求
等
 

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
）
 

第
14
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
第

三
者

が
当

該
行

政
文
書
の

開
示

に
反

対
の

意
思

を
表
示

し
た

意
見

書
を

提
出

し
た

場
合
に
お
い
て
、
開
示
決
定
を
す
る
と
き
は
、
開
示
決
定
の
日
と
開
示
を
実
施
す
る

日
と
の
間
に
少
な
く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
実
施
機
関
は
、
開
示
決
定
後
直
ち
に
、
当
該
意
見
書
（
第
18
条
及
び
第
19
条
に

お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対
し
、
開
示
決
定
を

し
た

旨
及

び
そ

の
理
由
並

び
に

開
示

を
実

施
す

る
日
を

書
面

に
よ

り
通

知
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
15
条
～
第
17
条
 
（
略
）
 

第
３
章
 
不
服
申
立
て
等
 

（
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
 

第
18

条
 

開
示

決
定
等

又
は
開

示
請

求
に

係
る

不
作

為
に

係
る

審
査

請
求

に
つ

い
て

は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26
年
法
律
第
68
号
）
第
９
条
第
１
項
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。
 

 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）
 

第
19
条
 
実
施
機
関
は
、
開
示
決
定
等
又
は
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
審
査

請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
）
 

第
18
条
 
実
施
機
関
は
、
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37
年
法
律

第
1
6
0
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
不

服
申
立
て
が

あ
っ
た
場
合
は

、
次
の
各
号

の
い
ず
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 な
く
登
米
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
し
、
当
該
審
査
請
求
に
つ

い
て
の
裁
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 (1
) 

審
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
場
合
 

(2
)
 
裁
決
で
、
審
査
請
求
の
全
部
を
認
容
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
行
政
文
書

の
全
部
を
開
示
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
（
当
該
行
政
文
書
の
開
示
に
つ
い
て
反
対

意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
 

  ２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
９
条
第
３
項
に
お
い
て
読
み

替
え

て
適

用
す

る
同
法
第

29
条
第

２
項
の
弁

明
書

の
写

し
を

添
え

て
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
、

諮
問
を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

(1
)
 
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
第
13
条
第
４
項
に
規
定
す
る

参
加
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 

(2
)
 
開
示
請
求
者
（
開
示
請
求
者
が
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
 

(3
)
 
当
該
審

査
請
求
に
係
る
行
政
文
書
の
開
示
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し

た
第
三
者
（
当
該
第
三
者
が
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
 

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
登
米
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審

査
会
に
諮
問
し
、
当
該
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
決
又
は
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(1
) 

不
服
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
。
 

(2
)
 
裁
決
又
は
決
定
で
、
不
服
申
立
て
に

係
る
開
示
決
定
等
（
開
示
請

求
に
係
る

行
政
文
書
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
20
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
、
当
該
不
服
申
立
て
に
係
る
行
政

文
書
の
全
部
を
開
示
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
開
示
決
定
等
に
つ

い
て
反
対
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
き
を
除
く
。
 

  

（
諮
問
を
し
た
旨
の
通
知
）
 

第
19
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
（
第
25
条
に
お
い
て
「
諮
問
実

施
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
、
諮
問
を
し
た
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

不
服
申
立
人
及
び
参
加
人
 

 

(2
)
 
開
示
請
求
者
（
開
示
請
求
者
が
不
服
申
立
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
 

(3
)
 
当
該
不
服
申
立
て
に
係
る
開
示
決
定

等
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を

提
出
し
た

第
三
者
（
当
該
第
三
者
が
不
服
申
立
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
 

（
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
棄
却
す
る
場
合
等
に
お
け
る
手
続
）
 

第
20
条
 
第
14
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

(1
)
 
開
示
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
却
下
し
、
又
は
棄
却
す
る

裁
決
  
  

(2
)
 
審
査
請

求
に
係
る
開
示
決
定
等
（
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
の
全
部
を
開

示
す
る
旨
の
決
定
を
除
く
。
）
を
変
更
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を

開
示
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
行
政
文
書
の
開
示
に
反
対

の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
 

第
21
条
～
第
26
条
 
（
略
）
 

（
第
三
者
か
ら
の
不
服
申
立
て
を
棄
却
す
る
場
合
等
に
お
け
る
手
続
）
 

第
20
条
 
第
14
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
又
は

決
定
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

(1
)
 
開
示
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の

不
服
申
立
て
を
却
下
し
、
又

は
棄
却
す

る
裁
決
又
は
決
定
 

(2
)
 
不
服
申
立
て
に
係
る
開
示
決
定
等
を

変
更
し
、
当
該
開
示
決
定
等

に
係
る
行

政
文
書
を
開
示
す
る
旨
の
裁
決
又
は
決
定
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
行
政

文
書
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
 

 第
21
条
～
第
26
条
 
（
略
）
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 第
３
条
関
係
（
登
米
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
）

 
改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

目
次
 

第
１
章
～
第
４
章
 
（
略
）
 

第
５
章
 
審
査
請
求
（
第
32
条
の
２
・
第
33
条
）
 

第
６
章
・
第
７
章
 
（
略
）
 

附
則
 

第
１
条
～
第
32
条
 
（
略
）
 

第
５
章
 
審
査
請
求
 

目
次
 

第
１
章
～
第
４
章
 
（
略
）
 

第
５
章
 
不
服
申
立
て
（
第
33
条
）
 
 
 
 
 
 

第
６
章
・
第
７
章
 
（
略
）
 

附
則
 

第
１
条
～
第
32
条
 
（
略
）
 

第
５
章
 
不
服
申
立
て
 

（
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
 

第
32
条
の
２
 
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
決
定
等
又
は
開
示
請
求
、
訂

正
請
求
若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26
年
法
律
第
68
号
）
第
９
条
第
１
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。
 

 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）
 

第
33
条
 
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
又
は
利
用
停
止
決
定
等
又
は
開
示
請
求
、
訂
正

請
求

若
し

く
は

利
用

停
止
請
求

に
係
る

不
作

為
に

つ
い

て
審

査
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る

 裁
決
を
す
べ
き
実
施
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
審
査
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(1
) 

審
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
場
合
 

(
2
) 

裁
決
で
、
審
査
請
求
の
全
部
を
認
容
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
（
当
該
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ

い
て
反
対
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
 

  (
3
) 

裁
決
で
、
審
査
請
求
の
全
部
を
認
容
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
の
訂
正
を
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）
 

第
33
条
 
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
又
は
利
用
停
止
決
定
等
に
つ
い
て
行
政
不
服
審

査
法
（
昭
和

37
年
法
律

第
16
0
号
）
に
よ
る
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決
を
す
べ
き
実
施
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
を
除
き

、
速
や

か
に

審
査

会
に
諮
問

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

(1
) 

不
服
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
。
 

(
2
) 

決
定
又
は
裁
決
で
、
不
服
申
立
て
に
係
る
開
示
決
定
等
（
開
示
請
求
に
係
る

自
己
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
３
項
第

２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
、
当
該
不
服
申
立
て
に
係

る
自
己
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
開
示
決
定

等
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
 

(
3
) 

決
定
又
は
裁
決
で
、
不
服
申
立
て
に
係
る
訂
正
決
定
等
（
訂
正
請
求
の
全
部

を
容
認
し
て
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
、

当
該

不
服

申
立

て
に
係
る

訂
正
請

求
の
全
部

を
容
認
し

て
訂
正

す
る
こ
と

と
す
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 (4
)
 
裁
決
で
、
審
査
請
求
の
全
部
を
認
容
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人

情
報
の
利
用
停
止
を
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
 

  ２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
９
条
第
３
項
に
お
い
て
読
み

替
え

て
適

用
す

る
同

法
第

29
条

第
２
項

の
弁

明
書

の
写

し
を

添
え

て
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

 
３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮

問
を
し
た
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
(1
)
 
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
第
13
条
第
４
項
に
規
定
す
る

参
加
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

 
(2
)
 
開
示
請
求
者
、
訂
正
請
求
者
又
は
利
用
停
止
請
求
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
審
査

請
求
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

 
(3
)
 
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提

出
し

た
第
三
者

（
当
該
第

三
者
が

審
査
請

求
人

又
は

参
加

人
で

あ
る

場
合

を
除

く
。
）

 
４
 
第
21
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
(1
)
 
開
示
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
却
下
し
、
又
は
棄
却
す
る

裁
決

 
(2
)
 
審
査
請
求
に
係
る
開
示
決
定
等
（
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部

を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
除
く
。
）
を
変
更
し
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
自
己
情

報
を
開
示
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
自
己
情
報
の
開
示
に

反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
 

第
34
条
～
第
42
条
 
（
略
）
 

る
と
き
。
 

(4
)
 
決
定
又
は
裁
決
で
、
不
服
申
立
て
に
係
る
利
用
停
止
決
定
等
（
利
用
停
止
請

求
の
全
部
を
容
認
し
て
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
し
、

又
は
変
更
し
、
当
該
不
服
申
立
て
に
係
る
利
用
停
止
請
求
の
全
部
を
容
認
し
て
利

用
停
止
を
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
。
 

   

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮
問

を
し
た
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

不
服
申
立
人
及
び
参
加
人
 

 (2
)
 
開
示
請
求
者
、
訂
正
請
求
者
又
は
利
用
停
止
請
求
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
不
服

申
立
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
 

(3
)
 
当
該
不
服
申
立
て
に
係
る
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し
た

第
三
者
（
当
該
第
三
者
が
不
服
申
立
人
又
は
参
加
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
 

 

３
 
第
21
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
決
定
又
は
裁
決

を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

(1
)
 
開
示
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
不
服
申
立
て
を
却
下
し
、
又
は
棄
却
す

る
決
定
又
は
裁
決
 

(2
)
 
不
服
申
立
て
に
係
る
開
示
決
定
等
を
変
更
し
、
当
該
開
示
決
定
等
に
係
る
自

己
情
報
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
又
は
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
自
己

情
報
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
 

 第
34
条
～
第
42
条
 
（
略
）
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 第
４
条
関
係
（
登
米
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
登
米
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
17
年
登
米
市
条
例
第
17
号
。
以
下
「
情
報
公

開
条
例
」
と
い
う
。
）
第
19
条
第
１
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
  
並
び
に
登
米
市
個

人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
17
年
登
米
市
条
例
第
18
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」

と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
第
８
号
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の
取
得
、
第
10
条
第

２
項

第
６

号
の
規
定
に

よ
る
個

人
情
報
の

目
的

外
利

用
等

及
び

第
33
条

第
１

項
に

規
定
す
る
審
査
請
求
  
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た
め
登
米
市
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
 

第
２
条
～
第
６
条
 
（
略
）
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
登
米
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
17
年
登
米
市
条
例
第
17
号
。
以
下
「
情
報
公

開
条
例
」
と
い
う
。
）
第
18
条
  
  
  
に
規
定
す
る
不
服
申
立
て
並
び
に
登
米
市
個

人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
17
年
登
米
市
条
例
第
18
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」

と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
第
８
号
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の
取
得
、
第
10
条
第

２
項

第
６

号
の

規
定
に

よ
る
個

人
情
報
の

目
的
外
利

用
等
及
び

第
33
条
第

１
項
に

規
定
す
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た
め
登
米
市
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
 

第
２
条
～
第
６
条
 
（
略
）
 

（
調
査
権
限
等
）
 

第
７
条
 
審
査
会
は
、
調
査
審
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査

請
求
人
、
実
施
機
関
の
職
員
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
て
出
席
を
求
め
、
そ
の
説
明
若

し
く
は
意
見
を
聴
き
、
又
は
行
政
文
書
若
し
く
は
自
己
情
報
の
提
示
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
審
査
会
に
対
し
、
そ
の
提
示
さ
れ
た

行
政
文
書
又
は
自
己
情
報
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

６
 
第
１
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
は
、
審
査
請
求
  
に
係
る
事

件
に
関
し
審
査
請
求
人
、
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26
年
法
律
第
68
号
）

第
13
条
第
４
項
に
規
定
す
る
参
加
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
実
施
機
関
（
以

下
「
審
査
請
求
人
等
」
と
い
う
。
）
に
意
見
書
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
、

適
当
と
認
め
る
者
に
そ
の
知
っ
て
い
る
事
実
を
陳
述
さ
せ
る
こ
と
、
又
は
鑑
定
を
求

め
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
調
査
権
限
等
）
 

第
７
条
 
審
査
会
は
、
調
査
審
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
不
服

申
立
人
、
実
施
機
関
の
職
員
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
て
出
席
を
求
め
、
そ
の
説
明
若

し
く
は
意
見
を
聴
き
、
又
は
行
政
文
書
若
し
く
は
自
己
情
報
の
提
示
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
審
査
会
に
対
し
、
そ
の
提
示
さ
れ
た

行
政
文
書
又
は
自
己
情
報
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

６
 
第
１
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
は
、
不
服
申
立
て
に
係
る
事

件
に
関
し
不
服
申
立
人
、
参
加
人
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 又

は
実
施
機
関
（
以

下
「
不
服
申
立
人
等
」
と
い
う
。
）
に
意
見
書
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
、

適
当
と
認
め
る
者
に
そ
の
知
っ
て
い
る
事
実
を
陳
述
さ
せ
る
こ
と
、
又
は
鑑
定
を
求

め
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
意
見
の
陳
述
）
 

第
８
条
 
審
査
会
は
、
審
査
請
求
人
等
か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
審
査
請

求
人
等
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審

査
会
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
意
見
の
陳
述
）
 

第
８
条
 
審
査
会
は
、
不
服
申
立
人
等
か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
不
服
申

立
人
等
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審

査
会
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２
 
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
は
、
審
査
会
の
許
可

を
得
て
補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
不
服
申
立
人
又
は
参
加
人
は
、
審
査
会
の
許
可

を
得
て
補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
意
見
書
等
の
提
出
）
 

第
９
条
 
審
査
請
求
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
審
査
会
が
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定

め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
意
見
書
等
の
提
出
）
 

第
９
条
 
不
服
申
立
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
審
査
会
が
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定

め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
提
出
資
料
の
写
し
の
送
付
等
）
 

第
10
条
 
審
査
会
は
、
第
７
条
第
５
項
若
し
く
は
第
６
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
意

見
書
又
は
資
料
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
意
見
書
又
は
資
料
の
写
し
（
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録

に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）
を
当
該
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
し
た
審

査
請
求
人
等
以
外
の
審
査
請
求
人
等
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
者

の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
審
査
請
求
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
審
査
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
又
は
資
料
の

閲
覧
（
電
磁
的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
記
録
さ
れ
た
事
項
を
審
査
会
が
定
め
る
方
法
に

よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

審
査
会
は
、
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
正
当

な
理
由
が
あ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
閲
覧
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

３
 
審
査
会
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧

を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
送
付
又
は
閲
覧
に
係
る
意
見
書
又
は
資
料
を
提

出
し
た
審
査
請
求
人
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審
査
会
が
、

そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

４
 
審
査
会
は
、
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
、
日
時
、
場
所
及
び
方
法
を

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
11
条
 
（
略
）
 

（
答
申
書
の
送
付
）
 

（
提
出
資
料
の
閲
覧
等
）
 

第
10
条
 
不
服
申
立
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
審
査
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
又
は
資

料
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
審
査
会
は
、
第
三
者

の
利

益
を

害
す

る
お
そ

れ
が
あ

る
と
認
め

る
と
き
そ

の
他
正
当

な
理
由
が

あ
る
と

き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
閲
覧
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
 
審
査
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
、
日
時
、
場
所
及
び
方
法
を
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

              第
11
条
 
（
略
）
 

（
答
申
書
の
送
付
）
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第
12
条
 
審
査
会
は
、
諮
問
に
対
す
る
答
申
を
し
た
と
き
は
、
答
申
書
の
写
し
を
審
査

請
求
人
及
び
参
加
人
に
送
付
す
る
。
 

第
13
条
・
第
14
条
 
（
略
）
 

第
12
条
 
審
査
会
は
、
諮
問
に
対
す
る
答
申
を
し
た
と
き
は
、
答
申
書
の
写
し
を
不
服

申
立
人
及
び
参
加
人
に
送
付
す
る
。
 

第
13
条
・
第
14
条
 
（
略
）
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 第
５
条
関
係
（
登
米
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
３
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
３
条
 
（
略
）
 

（
審
査
の
申
出
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
審
査
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

審
査
申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
 

(2
) 

審
査
の
申
出
に
係
る
処
分
の
内
容
 

(3
) 

（
略
）
 

(4
) 

（
略
）
 

(5
) 

（
略
）
 

３
 
審
査
申
出
人
が
、
法
人
そ
の
他
の
社
団
若
し
く
は
財
団
で
あ
る
と
き
、
総
代
を
互

選
し
た
と
き
、
又
は
代
理
人
に
よ
っ
て
審
査
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
審
査
申
出
書

に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
、
総
代

又
は

代
理

人
の

氏
名

及
び
住
所

又
は

居
所

を
記

載
し

、
行

政
不

服
審

査
法

施
行

令

（
平
成

27
年
政
令
第
39
1
号
）
第
３

条
第
１
項
に
規
定
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
・
５
 
（
略
）
 

６
 
審
査
申
出
人
は
、
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
、
総
代
又
は
代
理
人
が
そ
の
資
格
を

失
っ
た
と
き
は
、
書
面
で
そ
の
旨
を
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
条
 
（
略
）
 

（
審
査
の
申
出
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
審
査
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

審
査
申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
  
  
  
  
 

 

(2
) 

（
略
）
 

(3
) 

（
略
）
 

(4
) 

（
略
）
 

３
 
審
査
申
出
人
が
、
法
人
そ
の
他
の
社
団
若
し
く
は
財
団
で
あ
る
と
き
、
総
代
を
互

選
し
た
と
き
、
又
は
代
理
人
に
よ
っ
て
審
査
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
審
査
申
出
書

に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
、
総
代

又
は
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
 
 
 

 
 を

記
載
し
、
行
政
不
服

審
査
法
（
昭
和

37
年
法
律
第

16
0号

）
第

13
条
第
１

項
 
に
規
定
す
る

書
面
を
添

付
し
な
け
れ
ば

な

ら
な
い
。
 

４
・
５
 
（
略
）
 

  第
５
条
 
（
略
）
 

（
書
面
審
理
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
（
平
成
14
年
法
律
第
15
1号

）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
弁
明
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
に
従
っ
て
弁
明
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
書
面
審
理
）
 

第
６
条
 
（
略
）
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３
 
委
員
会
は
、
弁
明
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
審
査
申
出
人
に
対
し

そ
の

副
本

及
び
必

要
と
認

め
る

資
料
の

概
要

を
記

載
し

た
文

書
を

送
付

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 

４
 
（
略
）
 

５
 
委
員
会
は
、
審
査
申
出
人
か
ら
反
論
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
市
長

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
条
～
第
10
条
 
（
略
）
 

２
 
委
員
会
は
、
弁
明
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
審
査
申
出
人
に
対
し

そ
の

副
本

及
び

必
要
と
認

め
る

資
料
の

概
要
を

記
載
し

た
文

書
を
送

付
し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審
査
の
申
出
の
全
部
を
容
認
す
べ
き
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

３
 
（
略
）
 

  第
７
条
～
第
10
条
 
（
略
）
 

（
決
定
書
の
作
成
）
 

第
11
条
 
委
員
会
は
、
審
査
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
、
委
員
会
が
記
名
押
印
し
た
決
定
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

主
文
 

(2
) 

事
案
の
概
要
 

(3
) 

審
査
申
出
人
及
び
市
長
の
主
張
の
要
旨
 

(4
) 

理
由
 

２
 
（
略
）
 

第
12
条
～
第
14
条
 
（
略
）
 

（
決
定
書
の
作
成
）
 

第
11
条
 
委
員
会
は
、
審
査
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 決

定
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    ２
 
（
略
）
 

第
12
条
～
第
14
条
 
（
略
）
 

 

- 17 - 



 

 第
６
条
関
係
（
登
米
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
18
条
の
２
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
18
条
の
２
 
（
略
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
19
条
・
第
19
条
の
２
 
（
略
）
 

第
19
条
の
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26
年
法
律
第
68
号
）

第
18
条
第
１
項
本
文
に
規
定
す
る
期
間
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該
一
時
差

止
処
分
後
の
事
情
の
変
化
を
理
由
に
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
し
た
者
に
対
し
、
そ

の
取
消
し
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
～
８
 
（
略
）
 

第
20
条
～
第
24
条
 
（
略
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
19
条
・
第
19
条
の
２
 
（
略
）
 

第
19
条
の
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37
年
法
律
第
16
0号

）

第
14
条
又
は
第
45
条
に
規
定
す
る
期
間
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該
一
時
差

止
処
分
後
の
事
情
の
変
化
を
理
由
に
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
し
た
者
に
対
し
、
そ

の
取
消
し
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
～
８
 
（
略
）
 

第
20
条
～
第
24
条
 
（
略
）
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 第
７
条
関
係
（
登
米
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
18
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
18
条
 
（
略
）
 

（
災
害
等
に
よ
る
期
限
の
延
長
）
 

第
18

条
の

２
 

市
長
は

、
広
範

囲
に

わ
た
る

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ

り
、
法
又
は
こ
の
条
例
に
定
め
る
申
告
、
申
請
、
請
求
そ
の
他
書
類
の
提
出
（
審
査

請
求
  
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
納
付
若
し
く
は
納
入
（
以
下
こ
の
条
中
「
申

告
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
期
限
ま
で
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
地
域
、
期
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
指
定
し
て
当
該
期
限

を
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

第
18
条
の
３
～
第
15
6条

 
（
略
）
 

（
災
害
等
に
よ
る
期
限
の
延
長
）
 

第
18

条
の

２
 

市
長

は
、
広
範

囲
に

わ
た
る

災
害
そ

の
他
や

む
を

得
な
い

理
由
に

よ

り
、
法
又
は
こ
の
条
例
に
定
め
る
申
告
、
申
請
、
請
求
そ
の
他
書
類
の
提
出
（
不
服

申
立
て
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
納
付
若
し
く
は
納
入
（
以
下
こ
の
条
中
「
申

告
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
期
限
ま
で
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
地
域
、
期
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
指
定
し
て
当
該
期
限

を
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

第
18
条
の
３
～
第
15
6条

 
（
略
）
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議
案
第

25
号
関
係
 

登
米
市
東
和
多
目
的
集
会
施
設
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

 
 
 
登
米
市
東
和
大
沢
・
吉
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
条
例
 

登
米
市
東
和
多
目
的
集
会
施
設
条
例
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
農
林
業
の
振
興
、
地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
及
び
福
祉
の
増
進
並
び

に
文
化
的
資
質
の
向
上
の
た
め
、
登
米
市
東
和
大
沢
・
吉
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
（
以
下
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
農
林
業
の
振
興
、
地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
及
び
福
祉
の
増
進
並
び

に
文
化
的
資
質
の
向
上
の
た
め
、
登
米
市
東
和
多
目
的
集
会
施
設
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
以
下
「
多
目
的
集
会
施
設
  
  
  
  
  
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

 
（
名
称
及
び
位
置
）
 

第
２
条
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
  
  
  
の
と
お
り
と
す

る
。
 

名
称
 

位
置
 

登
米
市
東
和
大
沢
・
吉
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
 

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
新
大
沢
96
番

地
１
 

 

（
名
称
及
び
位
置
）
 

第
２
条
 
多
目
的
集
会
施
設
  
  
 
 の

名
称
及
び
位
置
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す

る
。
 

（
開
館
時
間
）
 

第
３
条
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
開
館
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で

と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

（
開
館
時
間
）
 

第
３
条
 
多
目
的
集
会
施
設
  
  
 
 の

開
館
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で

と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

（
利
用
の
許
可
）
 

第
４
条
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

許
可

を
受

け
た

事
項

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
場

合

も
、
同
様
と
す
る
。
 

（
利
用
の
許
可
）
 

第
４
条
 
多
目
的
集
会
施
設
  
  
 
 を

利
用
す
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

許
可

を
受

け
た

事
項

を
変
更

し
よ

う
と

す
る

場
合

も
、
同
様
と
す
る
。
 

（
使
用
料
）
 

第
５
条
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
は
、
別
表
  
  
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
既
に
徴
収
し
た
使
用
料
は
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
の
責
め
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
他
正
当
な
理
由

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

（
使
用
料
）
 

第
５
条
 
多
目
的
集
会
施
設
  
  
 
 の

使
用
料
は
、
別
表
第
２
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
既
に
徴
収
し
た
使
用
料
は
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
の
責
め
に
よ
り
多
目
的
集

会
施
設
  
  
  
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
他
正
当
な
理
由

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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第
６
条
 
（
略
）

 
第
６
条
 
（
略
）

 
（
指
定
管
理
者
の
管
理
）
 

第
７

条
 
市

長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
地

方
自

治
法

（
昭

和
22
年

法
律

第
67

号
）
第
24
4条

の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と

い
う
。
）
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 

前
項

の
規
定
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
の

管
理

を
指

定
管

理
者

に
行

わ

せ
る
場
合
は
、
第
３
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
て
、
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 
第
４
条
及
び
第
６
条
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
４
条
及
び
第
６
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理

者
」
と
、
第
６
条
中
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。
 

第
８
条
 
（
略
）

 

（
指
定
管
理
者
の
管
理
）
 

第
７

条
 
市

長
は

、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67

号
）
第
24
4条

の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と

い
う
。
）
に
多
目
的
集
会
施
設
  
  
  
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前

項
の

規
定

に
よ
り
多
目
的
集
会
施
設
 
 
 
 
 
 
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ

せ
る
場
合
は
、
第
３
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
て
、
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 
第
４
条
及
び
第
６
条
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
多
目
的
集
会
施
設
  

 

  
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
４
条
及
び
第
６
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理

者
」
と
、
第
６
条
中
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。
 

第
８
条
 
（
略
）
 

（
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
）
 

第
９
条
 
指
定
管
理
者
は
、
法
令
、
条
例
、
条
例
に
基
づ
く
規
則
そ
の
他
市
長
が
定
め

る
と

こ
ろ

に
従
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

の
管

理
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

（
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
）
 

第
９
条
 
指
定
管
理
者
は
、
法
令
、
条
例
、
条
例
に
基
づ
く
規
則
そ
の
他
市
長
が
定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、
多
目
的
集
会
施
設

 
 
 
 
 
 
の
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
（
利
用
料
金
）
 

第
10
条

 
第

７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管

理
者

に
管

理
を

行
わ

せ
る

場
合

に

お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
は
、
利
用
料
金
を
当
該
指
定
管

理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
利
用
料
金
は
、
別
表
  
  
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
あ

ら
か
じ
め
市
長
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

４
 
既
に
徴
収
し
た
利
用
料
金
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
の
責
め
に

よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の

他
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

（
利
用
料
金
）
 

第
10
条

 
第

７
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に

お
い
て
、
多
目
的
集
会
施
設
  
  
  
を
利
用
す
る
者
は
、
利
用
料
金
を
当
該
指
定
管

理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
利
用
料
金
は
、
別
表
第
２
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
あ

ら
か
じ
め
市
長
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

４
 
既
に
徴
収
し
た
利
用
料
金
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
の
責
め
に

よ
り
多
目
的
集
会
施
設
  
  
 
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の

他
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
（
損
害
賠
償
義
務
）
 

（
損
害
賠
償
義
務
）
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第
11
条
 
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
を
破
損

し
、
又
は
滅
失
し
た
と
き
は
、
利
用
者
の
責
任
に
お
い
て
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
11
条
 
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
多
目
的
集
会
施
設
等
  
  
 
 
 
 
 
 
 を

破
損

し
、
又
は
滅
失
し
た
と
き
は
、
利
用
者
の
責
任
に
お
い
て
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
委
任
）
 

第
12
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

（
委
任
）
 

第
12
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
多
目
的
集
会
施
設
  
  
  
の
管
理
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

 
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

名
称
 

位
置
 

東
和
馬
の
足
集
会
所
 

登
米
市
東
和
町
米
川
字
馬
ノ
足
40
番
地

１
 

東
和
大
沢
・
吉
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
 

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
新
大
沢
96
番
地

１
 

 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

利
用
区
分
 

使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）
 

多
目
的
ホ
ー
ル
 

40
0円

 

会
議
室
１
 

20
0円

 

会
議
室
２
 

20
0円

 

調
理
室
 

20
0円

 
 

別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）
 

利
用
区
分
 

利
用
面
積
 

使
用
料
（
１
時

間
当
た
り
）
 

冷
房
料
（
１
時

間
当
た
り
）
 

会
議
室
・
多
目
的

ホ
ー
ル
 

93
m２

未
満
 

20
0円

 
10
0円

 

93
m２

以
上
13
0m

２
未
満
 

30
0円

 
―
 

13
0m

２
以
上
16
7m

２
未
満
 

40
0円

 
―
 

16
7m

２
以
上
20
4m

２
未
満
 

50
0円

 
―
 

調
理
室
 

 
20
0円

 
―
 

 

備
考
 

１
 
利
用
時
間
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
１
時
間
と
し
て
計
算

す
る
。
 

２
 
市
外
の
者
が
利
用
す
る
場
合
は
、
使
用
料
を
1.
5倍

し
た
額
と
す
る
。
 

３
 
営
利
を
目
的
に
利
用
す
る
場
合
は
、
使
用
料
を
10
倍
し
た
額
と
す
る
。
 

備
考
 

 
１
 
利
用
時
間
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
１
時
間
と
し
て
計
算

す
る
。
 

 
２
 
市
外
の
者
が
利
用
す
る
場
合
は
、
使
用
料
を
1.
5倍

し
た
額
と
す
る
。
 

 
３
 
営
利
を
目
的
に
利
用
す
る
場
合
は
、
使
用
料
を
10
倍
し
た
額
と
す
る
。
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議
案
第

26
号
関
係
 

登
米
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

第
１
条
関
係
（
登
米
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

 

（
期
末
手
当
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額

は
、
議
員
報
酬
月
額
に
そ
の
額
に

10
0分

の
15
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と

し
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
乗
ず
る
割
合
は
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0

分
の
14
0、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
17
5と

す
る
。
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額

は
、
議
員
報
酬
月
額
に
そ
の
額
に

10
0分

の
15
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と

し
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
乗
ず
る
割
合
は
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0

分
の
14
0、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
15
5と

す
る
。
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 第
２
条
関
係
（
登
米
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

 

（
期
末
手
当
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額

は
、
議
員
報
酬
月
額
に
そ
の
額
に

10
0分

の
15
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と

し
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
乗
ず
る
割
合
は
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0

分
の
15
0、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
16
5と

す
る
。
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額

は
、
議
員
報
酬
月
額
に
そ
の
額
に

10
0分

の
15
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と

し
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
乗
ず
る
割
合
は
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0

分
の
14
0、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
17
5と

す
る
。
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議
案
第

27
号
関
係
 

登
米
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

第
１
条
関
係
（
登
米
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第
３
条
 
（
略
）
 

（
手
当
等
の
額
等
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額

は
、
給
料
月
額
に
そ
の
額
の
10
0分

の
15
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、

期
末
手
当
基
礎
額
に
乗
ず
る
割
合
は
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
14
0、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
17
5と

す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

第
５
条
～
第
７
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
３
条
 
（
略
）
 

（
手
当
等
の
額
等
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額

は
、
給
料
月
額
に
そ
の
額
の
10
0分

の
15
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、

期
末
手
当
基
礎
額
に
乗
ず
る
割
合
は
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
14
0、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
15
5と

す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

第
５
条
～
第
７
条
 
（
略
）
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 第
２
条
関
係
（
登
米
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第
３
条
 
（
略
）
 

（
手
当
等
の
額
等
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額

は
、
給
料
月
額
に
そ
の
額
の
10
0分

の
15
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、

期
末
手
当
基
礎
額
に
乗
ず
る
割
合
は
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
15
0、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
16
5と

す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

第
５
条
～
第
７
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
３
条
 
（
略
）
 

（
手
当
等
の
額
等
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
末
手
当
基
礎
額

は
、
給
料
月
額
に
そ
の
額
の
10
0分

の
15
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、

期
末
手
当
基
礎
額
に
乗
ず
る
割
合
は
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
14
0、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
17
5と

す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

第
５
条
～
第
７
条
 
（
略
）
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議
案
第

28
号
関
係
 

登
米
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
登
米
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

第
１
条
関
係
（
登
米
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
19
条
の
３
 
（
略
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

(1
)
 

前
項
の
職

員
の
う
ち
再
任

用
職
員
以

外
の
職
員

 
当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基

礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
16
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け

る
べ

き
扶

養
手

当
の

月
額

及
び

こ
れ

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算
し
た
額

に
、
６

月
に
支
給

す
る
場
合
に
お
い
て
は

10
0
分

の
75
、

12
月
に
支

給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
85
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(2
)
 
前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
 
当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額

に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
35
、

12
月
に
支
給
す
る
場
合

に
お
い
て
は
10
0分

の
40
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
（
略
）
 

第
20
条
の
２
～
第
24
条
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
18
 
（
略
）
 

19
 
附
則
第

16
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第

20
条
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
額

は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら
、
同
号

に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第

16
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る

も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は

10
0
分
の

1.
12
5、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は

10
0
分
の

1.
27
5
を
乗
じ
て
得
た
額

（
最
低
号
俸
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
に
、
６
月
に
 

第
１
条
～
第
19
条
の
３
 
（
略
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

(1
)
 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任

用
職
員
以

外
の
職
員

 
当
該

職
員
の
勤

勉
手
当
基

礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
16
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け

る
べ

き
扶

養
手

当
の

月
額

及
び

こ
れ

に
対

す
る

地
域
手

当
の

月
額

の
合

計
額

を

加
算
し
た
額
に
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
0分

の
75
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(2
)
 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任

用
職
員
 

当
該
再
任

用
職
員

の
勤
勉
手

当
基
礎
額

に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
0分

の
35
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
（
略
）
 

第
20
条
の
２
～
第
24
条
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
18
 
（
略
）
 

19
 

附
則

第
16

項
の

規
定
が
適

用
さ

れ
る

間
、
第

20
条

第
２

項
第

１
号

に
定
め

る
額

は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら
、
同
号

に
掲

げ
る

職
員

で
附

則
第

16
項

の
規

定
に
よ

り
給

与
が

減
ぜ

ら
れ

て
支
給

さ
れ

る

も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
10
0分

の
1.
12
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

乗
じ
て

得
た

額

（
最
低
号
俸
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
に
、
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支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
75
、
12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0

分
の
85
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
 

20
～
22
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
 

職
員

の
区

分
 

 
職
務

の
級
 

１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

７
級
 

号
俸
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員
 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

１
 

14
0,
10
0 

19
0,
20
0 

22
6,
40
0 

25
9,
90
0 

28
6,
20
0 

31
7,
00
0 

36
1,
30
0 

２
 

14
1,
20
0 

19
2,
00
0 

22
8,
00
0 

26
1,
90
0 

28
8,
40
0 

31
9,
20
0 

36
3,
90
0 

３
 

14
2,
40
0 

19
3,
80
0 

22
9,
50
0 

26
3,
70
0 

29
0,
70
0 

32
1,
50
0 

36
6,
40
0 

４
 

14
3,
50
0 
 
19
5,
60
0 
 
23
1,
10
0 
 
26
5,
80
0 
 
29
2,
90
0 
 
32
3,
70
0 
 
36
9,
00
0 

５
 

14
4,
60
0 
 
19
7,
20
0 
 
23
2,
60
0 
 
26
7,
70
0 
 
29
4,
90
0 
 
32
6,
00
0 
 
37
1,
10
0 
 

６
 

14
5,
70
0 
 
19
9,
00
0 
 
23
4,
30
0 
 
26
9,
60
0 
 
29
7,
20
0 
 
32
8,
00
0 
 
37
3,
60
0 
 

７
 

14
6,
80
0 
 
20
0,
80
0 
 
23
5,
80
0 
 
27
1,
60
0 
 
29
9,
50
0 
 
33
0,
20
0 
 
37
5,
90
0 
 

８
 

14
7,
90
0 
 
20
2,
60
0 
 
23
7,
40
0 
 
27
3,
70
0 
 
30
1,
80
0 
 
33
2,
40
0 
 
37
8,
40
0 
 

９
 

14
9,
00
0 
 
20
4,
30
0 
 
23
8,
90
0 
 
27
5,
80
0 
 
30
3,
90
0 
 
33
4,
50
0 
 
38
0,
90
0 
 

10
 

15
0,
40
0 
 
20
6,
10
0 
 
24
0,
40
0 
 
27
7,
80
0 
 
30
6,
20
0 
 
33
6,
70
0 
 
38
3,
60
0 
 

11
 

15
1,
70
0 
 
20
7,
90
0 
 
24
2,
00
0 
 
27
9,
90
0 
 
30
8,
40
0 
 
33
8,
80
0 
 
38
6,
20
0 
 

12
 

15
3,
00
0 
 
20
9,
70
0 
 
24
3,
50
0 
 
28
2,
00
0 
 
31
0,
70
0 
 
34
1,
00
0 
 
38
8,
90
0 
 

13
 

15
4,
30
0 
 
21
1,
10
0 
 
24
5,
00
0 
 
28
4,
00
0 
 
31
2,
90
0 
 
34
3,
00
0 
 
39
1,
30
0 
 

14
 

15
5,
80
0 
 
21
2,
90
0 
 
24
6,
50
0 
 
28
6,
10
0 
 
31
5,
00
0 
 
34
5,
00
0 
 
39
3,
60
0 
 

15
 

15
7,
30
0 
 
21
4,
60
0 
 
24
7,
90
0 
 
28
8,
10
0 
 
31
7,
20
0 
 
34
7,
10
0 
 
39
5,
80
0 
 

16
 

15
8,
90
0 
 
21
6,
40
0 
 
24
9,
30
0 
 
29
0,
20
0 
 
31
9,
30
0 
 
34
9,
10
0 
 
39
8,
20
0 
 

17
 

16
0,
20
0 
 
21
8,
10
0 
 
25
0,
80
0 
 
29
2,
20
0 
 
32
1,
40
0 
 
35
1,
00
0 
 
40
0,
00
0 
 

18
 

16
1,
70
0 
 
21
9,
80
0 
 
25
2,
60
0 
 
29
4,
20
0 
 
32
3,
40
0 
 
35
3,
00
0 
 
40
2,
00
0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
0分

の
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
 

20
～
22
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
 

職
員

の
区

分
 

 
職
務

の
級
 

１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

７
級
 

号
俸
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

給
料

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員
 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

１
 

13
7,
60
0 
 
18
7,
70
0 
 
22
3,
90
0 
 
25
8,
30
0 
 
28
5,
00
0 
 
31
5,
80
0 
 
36
0,
10
0 
 

２
 

13
8,
70
0 
 
18
9,
50
0 
 
22
5,
50
0 
 
26
0,
40
0 
 
28
7,
20
0 
 
31
8,
00
0 
 
36
2,
70
0 
 

３
 

13
9,
90
0 
 
19
1,
30
0 
 
22
7,
10
0 
 
26
2,
30
0 
 
28
9,
50
0 
 
32
0,
30
0 
 
36
5,
20
0 
 

４
 

14
1,
00
0 
 
19
3,
10
0 
 
22
8,
70
0 
 
26
4,
40
0 
 
29
1,
70
0 
 
32
2,
50
0 
 
36
7,
80
0 
 

５
 

14
2,
10
0 
 
19
4,
70
0 
 
23
0,
30
0 
 
26
6,
30
0 
 
29
3,
70
0 
 
32
4,
80
0 
 
36
9,
90
0 
 

６
 

14
3,
20
0 
 
19
6,
50
0 
 
23
2,
00
0 
 
26
8,
30
0 
 
29
6,
00
0 
 
32
6,
80
0 
 
37
2,
40
0 
 

７
 

14
4,
30
0 
 
19
8,
30
0 
 
23
3,
60
0 
 
27
0,
40
0 
 
29
8,
30
0 
 
32
9,
00
0 
 
37
4,
80
0 
 

８
 

14
5,
40
0 
 
20
0,
10
0 
 
23
5,
20
0 
 
27
2,
50
0 
 
30
0,
60
0 
 
33
1,
20
0 
 
37
7,
30
0 
 

９
 

14
6,
50
0 
 
20
1,
80
0 
 
23
6,
80
0 
 
27
4,
60
0 
 
30
2,
70
0 
 
33
3,
30
0 
 
37
9,
80
0 
 

10
 

14
7,
90
0 
 
20
3,
60
0 
 
23
8,
40
0 
 
27
6,
60
0 
 
30
5,
00
0 
 
33
5,
50
0 
 
38
2,
50
0 
 

11
 

14
9,
20
0 
 
20
5,
40
0 
 
24
0,
00
0 
 
27
8,
70
0 
 
30
7,
20
0 
 
33
7,
60
0 
 
38
5,
10
0 
 

12
 

15
0,
50
0 
 
20
7,
20
0 
 
24
1,
60
0 
 
28
0,
80
0 
 
30
9,
50
0 
 
33
9,
80
0 
 
38
7,
80
0 
 

13
 

15
1,
80
0 
 
20
8,
60
0 
 
24
3,
20
0 
 
28
2,
80
0 
 
31
1,
70
0 
 
34
1,
80
0 
 
39
0,
20
0 
 

14
 

15
3,
30
0 
 
21
0,
40
0 
 
24
4,
70
0 
 
28
4,
90
0 
 
31
3,
80
0 
 
34
3,
80
0 
 
39
2,
50
0 
 

15
 

15
4,
80
0 
 
21
2,
10
0 
 
24
6,
20
0 
 
28
6,
90
0 
 
31
6,
00
0 
 
34
5,
90
0 
 
39
4,
70
0 
 

16
 

15
6,
40
0 
 
21
3,
90
0 
 
24
7,
70
0 
 
28
9,
00
0 
 
31
8,
10
0 
 
34
7,
90
0 
 
39
7,
10
0 
 

17
 

15
7,
70
0 
 
21
5,
60
0 
 
24
9,
20
0 
 
29
1,
00
0 
 
32
0,
20
0 
 
34
9,
80
0 
 
39
8,
90
0 
 

18
 

15
9,
20
0 
 
21
7,
30
0 
 
25
1,
10
0 
 
29
3,
00
0 
 
32
2,
20
0 
 
35
1,
80
0 
 
40
0,
90
0 
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19
 

16
3,
20
0 

22
1,
40
0 

25
4,
30
0 

29
6,
30
0 

32
5,
50
0 

35
4,
80
0 

40
3,
90
0 

20
 

16
4,
70
0 

22
3,
00
0 

25
6,
10
0 

29
8,
30
0 

32
7,
50
0 

35
6,
70
0 

40
5,
70
0 

21
 

16
6,
10
0 

22
4,
50
0 

25
7,
80
0 

30
0,
40
0 

32
9,
50
0 

35
8,
70
0 

40
7,
60
0 

22
 

16
8,
80
0 

22
6,
20
0 

25
9,
60
0 

30
2,
50
0 

33
1,
60
0 

36
0,
60
0 

40
9,
40
0 

23
 

17
1,
40
0 

22
7,
80
0 

26
1,
40
0 

30
4,
50
0 

33
3,
60
0 

36
2,
60
0 

41
1,
20
0 

24
 

17
4,
00
0 

22
9,
40
0 

26
3,
10
0 

30
6,
60
0 

33
5,
70
0 

36
4,
50
0 

41
3,
10
0 

25
 

17
6,
70
0 

23
0,
80
0 

26
5,
10
0 

30
8,
40
0 

33
7,
30
0 

36
6,
50
0 

41
4,
90
0 

26
 

17
8,
40
0 

23
2,
30
0 

26
7,
00
0 

31
0,
50
0 

33
9,
20
0 

36
8,
40
0 

41
6,
40
0 

27
 

18
0,
10
0 

23
3,
80
0 

26
8,
80
0 

31
2,
60
0 

34
1,
10
0 

37
0,
40
0 

41
7,
90
0 

28
 

18
1,
80
0 

23
5,
10
0 

27
0,
70
0 

31
4,
60
0 

34
3,
00
0 

37
2,
40
0 

41
9,
50
0 

29
 

18
3,
30
0 

23
6,
40
0 

27
2,
40
0 

31
6,
60
0 

34
4,
70
0 

37
3,
90
0 

42
1,
10
0 

30
 

18
5,
10
0 

23
7,
60
0 

27
4,
30
0 

31
8,
60
0 

34
6,
60
0 

37
5,
70
0 

42
2,
40
0 

31
 

18
6,
90
0 

23
8,
70
0 

27
6,
20
0 

32
0,
70
0 

34
8,
50
0 

37
7,
50
0 

42
3,
70
0 

32
 

18
8,
60
0 

23
9,
90
0 

27
8,
00
0 

32
2,
80
0 

35
0,
30
0 

37
9,
10
0 

42
4,
90
0 

33
 

19
0,
20
0 

24
1,
20
0 

27
9,
70
0 

32
4,
30
0 

35
2,
20
0 

38
0,
90
0 

42
6,
10
0 

34
 

19
1,
70
0 

24
2,
50
0 

28
1,
60
0 

32
6,
30
0 

35
4,
00
0 

38
2,
30
0 

42
7,
40
0 

35
 

19
3,
20
0 

24
3,
70
0 

28
3,
40
0 

32
8,
20
0 

35
5,
80
0 

38
3,
80
0 

42
8,
70
0 

36
 

19
4,
70
0 

24
5,
00
0 

28
5,
30
0 

33
0,
30
0 

35
7,
50
0 

38
5,
40
0 

42
9,
90
0 

37
 

19
6,
00
0 

24
6,
00
0 

28
7,
00
0 

33
2,
20
0 

35
8,
90
0 

38
6,
80
0 

43
1,
10
0 

38
 

19
7,
30
0 

24
7,
40
0 

28
8,
70
0 

33
4,
10
0 

36
0,
20
0 

38
8,
00
0 

43
1,
90
0 

39
 

19
8,
60
0 

24
8,
90
0 

29
0,
50
0 

33
6,
10
0 

36
1,
60
0 

38
9,
20
0 

43
2,
70
0 

40
 

19
9,
90
0 

25
0,
40
0 

29
2,
30
0 

33
8,
00
0 

36
3,
00
0 

39
0,
30
0 

43
3,
50
0 

41
 

20
1,
20
0 

25
1,
80
0 

29
4,
00
0 

33
9,
90
0 

36
4,
30
0 

39
1,
40
0 

43
4,
10
0 

42
 

20
2,
50
0 

25
3,
20
0 

29
5,
70
0 

34
1,
80
0 

36
5,
20
0 

39
2,
60
0 

43
4,
80
0 

43
 

20
3,
80
0 

25
4,
60
0 

29
7,
40
0 

34
3,
60
0 

36
6,
30
0 

39
3,
80
0 

43
5,
50
0 

44
 

20
5,
10
0 

25
6,
00
0 

29
9,
00
0 

34
5,
50
0 

36
7,
40
0 

39
4,
90
0 

43
6,
20
0 

45
 

20
6,
30
0 

25
7,
20
0 

30
0,
70
0 

34
7,
00
0 

36
8,
20
0 

39
5,
60
0 

43
7,
00
0 

46
 

20
7,
60
0 

25
8,
50
0 

30
2,
40
0 

34
8,
40
0 

36
9,
10
0 

39
6,
30
0 

43
7,
80
0 

47
 

20
8,
90
0 

25
9,
90
0 

30
4,
00
0 

34
9,
90
0 

37
0,
00
0 

39
7,
00
0 

43
8,
20
0 

 

 
 

19
 

16
0,
70
0 
 
21
9,
00
0 
 
25
2,
90
0 
 
29
5,
10
0 
 
32
4,
30
0 
 
35
3,
70
0 
 
40
2,
80
0 
 

20
 

16
2,
20
0 
 
22
0,
60
0 
 
25
4,
70
0 
 
29
7,
10
0 
 
32
6,
30
0 
 
35
5,
60
0 
 
40
4,
60
0 
 

21
 

16
3,
60
0 
 
22
2,
20
0 
 
25
6,
40
0 
 
29
9,
20
0 
 
32
8,
30
0 
 
35
7,
60
0 
 
40
6,
50
0 
 

22
 

16
6,
30
0 
 
22
3,
90
0 
 
25
8,
30
0 
 
30
1,
30
0 
 
33
0,
40
0 
 
35
9,
50
0 
 
40
8,
30
0 
 

23
 

16
8,
90
0 
 
22
5,
60
0 
 
26
0,
20
0 
 
30
3,
30
0 
 
33
2,
40
0 
 
36
1,
50
0 
 
41
0,
10
0 
 

24
 

17
1,
50
0 
 
22
7,
20
0 
 
26
1,
90
0 
 
30
5,
40
0 
 
33
4,
50
0 
 
36
3,
40
0 
 
41
2,
00
0 
 

25
 

17
4,
20
0 
 
22
8,
70
0 
 
26
3,
90
0 
 
30
7,
20
0 
 
33
6,
10
0 
 
36
5,
40
0 
 
41
3,
80
0 
 

26
 

17
5,
90
0 
 
23
0,
30
0 
 
26
5,
80
0 
 
30
9,
30
0 
 
33
8,
00
0 
 
36
7,
30
0 
 
41
5,
30
0 
 

27
 

17
7,
60
0 
 
23
1,
80
0 
 
26
7,
60
0 
 
31
1,
40
0 
 
34
0,
00
0 
 
36
9,
30
0 
 
41
6,
80
0 
 

28
 

17
9,
30
0 
 
23
3,
20
0 
 
26
9,
50
0 
 
31
3,
40
0 
 
34
1,
90
0 
 
37
1,
30
0 
 
41
8,
40
0 
 

29
 

18
0,
80
0 
 
23
4,
60
0 
 
27
1,
20
0 
 
31
5,
40
0 
 
34
3,
60
0 
 
37
2,
80
0 
 
42
0,
00
0 
 

30
 

18
2,
60
0 
 
23
5,
80
0 
 
27
3,
10
0 
 
31
7,
40
0 
 
34
5,
50
0 
 
37
4,
60
0 
 
42
1,
30
0 
 

31
 

18
4,
40
0 
 
23
7,
00
0 
 
27
5,
00
0 
 
31
9,
50
0 
 
34
7,
40
0 
 
37
6,
40
0 
 
42
2,
60
0 
 

32
 

18
6,
10
0 
 
23
8,
30
0 
 
27
6,
80
0 
 
32
1,
60
0 
 
34
9,
20
0 
 
37
8,
00
0 
 
42
3,
80
0 
 

33
 

18
7,
70
0 
 
23
9,
60
0 
 
27
8,
50
0 
 
32
3,
10
0 
 
35
1,
10
0 
 
37
9,
80
0 
 
42
5,
00
0 
 

34
 

18
9,
20
0 
 
24
1,
00
0 
 
28
0,
40
0 
 
32
5,
10
0 
 
35
2,
90
0 
 
38
1,
20
0 
 
42
6,
30
0 
 

35
 

19
0,
70
0 
 
24
2,
30
0 
 
28
2,
20
0 
 
32
7,
10
0 
 
35
4,
70
0 
 
38
2,
70
0 
 
42
7,
60
0 
 

36
 

19
2,
20
0 
 
24
3,
60
0 
 
28
4,
10
0 
 
32
9,
20
0 
 
35
6,
40
0 
 
38
4,
30
0 
 
42
8,
80
0 
 

37
 

19
3,
50
0 
 
24
4,
60
0 
 
28
5,
80
0 
 
33
1,
10
0 
 
35
7,
80
0 
 
38
5,
70
0 
 
43
0,
00
0 
 

38
 

19
4,
80
0 
 
24
6,
10
0 
 
28
7,
50
0 
 
33
3,
00
0 
 
35
9,
10
0 
 
38
6,
90
0 
 
43
0,
80
0 
 

39
 

19
6,
10
0 
 
24
7,
70
0 
 
28
9,
30
0 
 
33
5,
00
0 
 
36
0,
50
0 
 
38
8,
10
0 
 
43
1,
60
0 
 

40
 

19
7,
40
0 
 
24
9,
20
0 
 
29
1,
10
0 
 
33
6,
90
0 
 
36
1,
90
0 
 
38
9,
20
0 
 
43
2,
40
0 
 

41
 

19
8,
70
0 
 
25
0,
60
0 
 
29
2,
80
0 
 
33
8,
80
0 
 
36
3,
20
0 
 
39
0,
30
0 
 
43
3,
00
0 
 

42
 

20
0,
00
0 
 
25
2,
00
0 
 
29
4,
50
0 
 
34
0,
70
0 
 
36
4,
10
0 
 
39
1,
50
0 
 
43
3,
70
0 
 

43
 

20
1,
30
0 
 
25
3,
40
0 
 
29
6,
20
0 
 
34
2,
50
0 
 
36
5,
20
0 
 
39
2,
70
0 
 
43
4,
40
0 
 

44
 

20
2,
60
0 
 
25
4,
80
0 
 
29
7,
80
0 
 
34
4,
40
0 
 
36
6,
30
0 
 
39
3,
80
0 
 
43
5,
10
0 
 

45
 

20
3,
80
0 
 
25
6,
00
0 
 
29
9,
50
0 
 
34
5,
90
0 
 
36
7,
10
0 
 
39
4,
50
0 
 
43
5,
90
0 
 

46
 

20
5,
10
0 
 
25
7,
30
0 
 
30
1,
20
0 
 
34
7,
30
0 
 
36
8,
00
0 
 
39
5,
20
0 
 
43
6,
70
0 
 

47
 

20
6,
40
0 
 
25
8,
70
0 
 
30
2,
80
0 
 
34
8,
80
0 
 
36
8,
90
0 
 
39
5,
90
0 
 
43
7,
10
0 
 

 

- 29 - 



 
 

48
 

21
0,
20
0 

26
1,
30
0 

30
5,
70
0 

35
1,
40
0 

37
0,
90
0 

39
7,
70
0 

43
8,
90
0 

 
49
 

21
1,
30
0 

26
2,
60
0 

30
6,
90
0 

35
3,
00
0 

37
1,
80
0 

39
8,
30
0 

43
9,
40
0 

 
50
 

21
2,
40
0 

26
3,
70
0 

30
8,
40
0 

35
3,
80
0 

37
2,
60
0 

39
8,
90
0 

43
9,
80
0 

 
51
 

21
3,
40
0 

26
5,
00
0 

30
9,
90
0 

35
5,
00
0 

37
3,
40
0 

39
9,
40
0 

44
0,
20
0 

 
52
 

21
4,
50
0 

26
6,
30
0 

31
1,
50
0 

35
6,
00
0 

37
4,
20
0 

39
9,
80
0 

44
0,
60
0 

 
53
 

21
5,
60
0 

26
7,
40
0 

31
3,
10
0 

35
6,
90
0 

37
4,
90
0 

40
0,
20
0 

44
1,
00
0 

 
54
 

21
6,
60
0 

26
8,
50
0 

31
4,
70
0 

35
8,
00
0 

37
5,
60
0 

40
0,
50
0 

44
1,
40
0 

 
55
 

21
7,
50
0 

26
9,
80
0 

31
6,
30
0 

35
8,
90
0 

37
6,
30
0 

40
0,
80
0 

44
1,
80
0 

 
56
 

21
8,
50
0 

27
1,
10
0 

31
7,
80
0 

36
0,
00
0 

37
7,
00
0 

40
1,
10
0 

44
2,
10
0 

 
57
 

21
9,
20
0 

27
2,
20
0 

31
9,
30
0 

36
0,
90
0 

37
7,
50
0 

40
1,
40
0 

44
2,
40
0 

 
58
 

22
0,
10
0 

27
3,
20
0 

32
0,
50
0 

36
1,
60
0 

37
8,
10
0 

40
1,
70
0 

44
2,
80
0 

 
59
 

22
1,
00
0 

27
4,
30
0 

32
1,
70
0 

36
2,
30
0 

37
8,
70
0 

40
2,
00
0 

44
3,
10
0 

 
60
 

22
1,
90
0 

27
5,
40
0 

32
2,
90
0 

36
3,
00
0 

37
9,
40
0 

40
2,
30
0 

44
3,
40
0 

 
61
 

22
2,
60
0 

27
6,
60
0 

32
3,
60
0 

36
3,
40
0 

37
9,
80
0 

40
2,
60
0 

44
3,
70
0 

 
62
 

22
3,
60
0 

27
7,
60
0 

32
4,
50
0 

36
4,
00
0 

38
0,
50
0 

40
2,
90
0 

 

 
63
 

22
4,
50
0 

27
8,
50
0 

32
5,
30
0 

36
4,
70
0 

38
1,
10
0 

40
3,
20
0 

 

 
64
 

22
5,
40
0 

27
9,
50
0 

32
6,
10
0 

36
5,
40
0 

38
1,
70
0 

40
3,
50
0 

 

 
65
 

22
6,
10
0 

28
0,
30
0 

32
7,
00
0 

36
5,
70
0 

38
2,
10
0 

40
3,
80
0 

 

 
66
 

22
7,
00
0 

28
1,
20
0 

32
7,
40
0 

36
6,
40
0 

38
2,
70
0 

40
4,
10
0 

 

 
67
 

22
7,
90
0 

28
1,
90
0 

32
8,
10
0 

36
7,
10
0 

38
3,
30
0 

40
4,
40
0 

 

 
68
 

22
9,
00
0 

28
2,
80
0 

32
8,
90
0 

36
7,
80
0 

38
3,
90
0 

40
4,
70
0 

 

 
69
 

22
9,
80
0 

28
3,
80
0 

32
9,
70
0 

36
8,
10
0 

38
4,
30
0 

40
4,
90
0 

 

 
70
 

23
0,
50
0 

28
4,
60
0 

33
0,
40
0 

36
8,
70
0 

38
4,
80
0 

40
5,
20
0 

 

 
71
 

23
1,
20
0 

28
5,
40
0 

33
1,
10
0 

36
9,
40
0 

38
5,
30
0 

40
5,
50
0 

 

 
72
 

23
2,
00
0 

28
6,
20
0 

33
1,
80
0 

37
0,
00
0 

38
5,
90
0 

40
5,
80
0 

 

 
73
 

23
2,
80
0 

28
7,
00
0 

33
2,
30
0 

37
0,
30
0 

38
6,
20
0 

40
6,
00
0 

 

 
74
 

23
3,
50
0 

28
7,
50
0 

33
2,
90
0 

37
0,
90
0 

38
6,
60
0 

40
6,
30
0 

 

 
75
 

23
4,
20
0 

28
7,
90
0 

33
3,
40
0 

37
1,
60
0 

38
7,
00
0 

40
6,
60
0 

 

 
76
 

23
4,
90
0 

28
8,
40
0 

33
4,
00
0 

37
2,
20
0 

38
7,
40
0 

40
6,
80
0 

 
 

 
 

48
 

20
7,
70
0 
 
26
0,
10
0 
 
30
4,
50
0 
 
35
0,
30
0 
 
36
9,
80
0 
 
39
6,
60
0 
 
43
7,
80
0 
 

 
49
 

20
8,
80
0 
 
26
1,
40
0 
 
30
5,
70
0 
 
35
1,
90
0 
 
37
0,
70
0 
 
39
7,
20
0 
 
43
8,
30
0 
 

 
50
 

20
9,
90
0 
 
26
2,
50
0 
 
30
7,
20
0 
 
35
2,
70
0 
 
37
1,
50
0 
 
39
7,
80
0 
 
43
8,
70
0 
 

 
51
 

21
1,
00
0 
 
26
3,
80
0 
 
30
8,
80
0 
 
35
3,
90
0 
 
37
2,
30
0 
 
39
8,
30
0 
 
43
9,
10
0 
 

 
52
 

21
2,
10
0 
 
26
5,
10
0 
 
31
0,
40
0 
 
35
4,
90
0 
 
37
3,
10
0 
 
39
8,
70
0 
 
43
9,
50
0 
 

 
53
 

21
3,
30
0 
 
26
6,
20
0 
 
31
2,
00
0 
 
35
5,
80
0 
 
37
3,
80
0 
 
39
9,
10
0 
 
43
9,
90
0 
 

 
54
 

21
4,
30
0 
 
26
7,
30
0 
 
31
3,
60
0 
 
35
6,
90
0 
 
37
4,
50
0 
 
39
9,
40
0 
 
44
0,
30
0 
 

 
55
 

21
5,
30
0 
 
26
8,
60
0 
 
31
5,
20
0 
 
35
7,
80
0 
 
37
5,
20
0 
 
39
9,
70
0 
 
44
0,
70
0 
 

 
56
 

21
6,
30
0 
 
26
9,
90
0 
 
31
6,
70
0 
 
35
8,
90
0 
 
37
5,
90
0 
 
40
0,
00
0 
 
44
1,
00
0 
 

 
57
 

21
7,
10
0 
 
27
1,
00
0 
 
31
8,
20
0 
 
35
9,
80
0 
 
37
6,
40
0 
 
40
0,
30
0 
 
44
1,
30
0 
 

 
58
 

21
8,
10
0 
 
27
2,
00
0 
 
31
9,
40
0 
 
36
0,
50
0 
 
37
7,
00
0 
 
40
0,
60
0 
 
44
1,
70
0 
 

 
59
 

21
9,
00
0 
 
27
3,
10
0 
 
32
0,
60
0 
 
36
1,
20
0 
 
37
7,
60
0 
 
40
0,
90
0 
 
44
2,
00
0 
 

 
60
 

22
0,
00
0 
 
27
4,
20
0 
 
32
1,
80
0 
 
36
1,
90
0 
 
37
8,
30
0 
 
40
1,
20
0 
 
44
2,
30
0 
 

 
61
 

22
0,
80
0 
 
27
5,
40
0 
 
32
2,
50
0 
 
36
2,
30
0 
 
37
8,
70
0 
 
40
1,
50
0 
 
44
2,
60
0 
 

 
62
 

22
1,
80
0 
 
27
6,
40
0 
 
32
3,
40
0 
 
36
2,
90
0 
 
37
9,
40
0 
 
40
1,
80
0 
 
 

 
63
 

22
2,
80
0 
 
27
7,
30
0 
 
32
4,
20
0 
 
36
3,
60
0 
 
38
0,
00
0 
 
40
2,
10
0 
 
 

 
64
 

22
3,
80
0 
 
27
8,
30
0 
 
32
5,
00
0 
 
36
4,
30
0 
 
38
0,
60
0 
 
40
2,
40
0 
 
 

 
65
 

22
4,
50
0 
 
27
9,
10
0 
 
32
5,
90
0 
 
36
4,
60
0 
 
38
1,
00
0 
 
40
2,
70
0 
 
 

 
66
 

22
5,
50
0 
 
28
0,
00
0 
 
32
6,
30
0 
 
36
5,
30
0 
 
38
1,
60
0 
 
40
3,
00
0 
 
 

 
67
 

22
6,
50
0 
 
28
0,
80
0 
 
32
7,
00
0 
 
36
6,
00
0 
 
38
2,
20
0 
 
40
3,
30
0 
 
 

 
68
 

22
7,
60
0 
 
28
1,
70
0 
 
32
7,
80
0 
 
36
6,
70
0 
 
38
2,
80
0 
 
40
3,
60
0 
 
 

 
69
 

22
8,
40
0 
 
28
2,
70
0 
 
32
8,
60
0 
 
36
7,
00
0 
 
38
3,
20
0 
 
40
3,
80
0 
 
 

 
70
 

22
9,
20
0 
 
28
3,
50
0 
 
32
9,
30
0 
 
36
7,
60
0 
 
38
3,
70
0 
 
40
4,
10
0 
 
 

 
71
 

23
0,
00
0 
 
28
4,
30
0 
 
33
0,
00
0 
 
36
8,
30
0 
 
38
4,
20
0 
 
40
4,
40
0 
 

 

 
72
 

23
0,
80
0 
 
28
5,
10
0 
 
33
0,
70
0 
 
36
8,
90
0 
 
38
4,
80
0 
 
40
4,
70
0 
 

 

 
73
 

23
1,
60
0 
 
28
5,
90
0 
 
33
1,
20
0 
 
36
9,
20
0 
 
38
5,
10
0 
 
40
4,
90
0 
 

 

 
74
 

23
2,
30
0 
 
28
6,
40
0 
 
33
1,
80
0 
 
36
9,
80
0 
 
38
5,
50
0 
 
40
5,
20
0 
 

 

 
75
 

23
3,
00
0 
 
28
6,
80
0 
 
33
2,
30
0 
 
37
0,
50
0 
 
38
5,
90
0 
 
40
5,
50
0 
 

 

 
76
 

23
3,
70
0 
 
28
7,
30
0 
 
33
2,
90
0 
 
37
1,
10
0 
 
38
6,
30
0 
 
40
5,
70
0 
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77
 

23
4,
40
0 
 
28
7,
40
0 
 
33
3,
20
0 
 
37
1,
50
0 
 
38
6,
60
0 
 
40
5,
90
0 
 

 

 
78
 

23
5,
20
0 
 
28
7,
80
0 
 
33
3,
70
0 
 
37
2,
00
0 
 
38
6,
90
0 
 
40
6,
20
0 

 

 
79
 

23
6,
00
0 
 
28
8,
00
0 
 
33
4,
10
0 
 
37
2,
60
0 
 
38
7,
20
0 
 
40
6,
50
0 

 

 
80
 

23
6,
80
0 
 
28
8,
40
0 
 
33
4,
60
0 
 
37
3,
10
0 
 
38
7,
50
0 
 
40
6,
70
0 

 

 
81
 

23
7,
50
0 
 
28
8,
60
0 
 
33
5,
00
0 
 
37
3,
60
0 
 
38
7,
70
0 
 
40
6,
90
0 

 

 
82
 

23
8,
20
0 
 
28
8,
80
0 
 
33
5,
50
0 
 
37
4,
20
0 
 
38
8,
00
0 
 
40
7,
20
0 

 

 
83
 

23
8,
90
0 
 
28
9,
20
0 
 
33
6,
00
0 
 
37
4,
70
0 
 
38
8,
30
0 
 
40
7,
50
0 

 

 
84
 

23
9,
60
0 
 
28
9,
50
0 
 
33
6,
50
0 
 
37
5,
00
0 
 
38
8,
50
0 
 
40
7,
70
0 

 

 
85
 

24
0,
30
0 
 
28
9,
80
0 
 
33
6,
80
0 
 
37
5,
40
0 
 
38
8,
70
0 
 
40
7,
90
0 

 

 
86
 

24
1,
00
0 
 
29
0,
10
0 
 
33
7,
20
0 
 
37
5,
90
0 
 
38
9,
00
0 

 
 

 
87
 

24
1,
70
0 
 
29
0,
40
0 
 
33
7,
70
0 
 
37
6,
30
0 
 
38
9,
30
0 

 
 

 
88
 

24
2,
40
0 
 
29
0,
80
0 
 
33
8,
10
0 
 
37
6,
70
0 
 
38
9,
50
0 

 
 

 
89
 

24
3,
10
0 
 
29
1,
10
0 
 
33
8,
40
0 
 
37
7,
10
0 
 
38
9,
70
0 

 
 

 
90
 

24
3,
60
0 
 
29
1,
50
0 
 
33
8,
80
0 
 
37
7,
60
0 
 
39
0,
00
0 

 
 

 
91
 

24
4,
10
0 
 
29
1,
80
0 
 
33
9,
30
0 
 
37
8,
00
0 
 
39
0,
30
0 

 
 

 
92
 

24
4,
60
0 
 
29
2,
20
0 
 
33
9,
70
0 
 
37
8,
40
0 
 
39
0,
50
0 

 
 

 
93
 

24
4,
90
0 
 
29
2,
30
0 
 
33
9,
90
0 
 
37
8,
70
0 
 
39
0,
70
0 

 
 

 
94
 

 
29
2,
50
0 
 
34
0,
30
0 
 
 

 
 

 

 
95
 

 
29
2,
90
0 
 
34
0,
80
0 
 
 

 
 

 

 
96
 

 
29
3,
30
0 
 
34
1,
20
0 
 
 

 
 

 

 
97
 

 
29
3,
50
0 
 
34
1,
30
0 
 

 
 

 
 

 
98
 

 
29
3,
80
0 
 
34
1,
80
0 
 

 
 

 
 

 
99
 

 
29
4,
20
0 
 
34
2,
20
0 
 

 
 

 
 

 
10
0 

 
29
4,
60
0 
 
34
2,
50
0 
 

 
 

 
 

 
10
1 

 
29
4,
80
0 
 
34
2,
80
0 
 

 
 

 
 

 
10
2 

 
29
5,
10
0 
 
34
3,
20
0 
 

 
 

 
 

 
10
3 

 
29
5,
50
0 
 
34
3,
60
0 
 

 
 

 
 

 
10
4 

 
29
5,
80
0 
 
34
4,
00
0 
 

 
 

 
 

 
10
5 

 
29
6,
00
0 
 
34
4,
50
0 
 

 
 

 
 

 

 
77
 

23
5,
60
0 

28
8,
50
0 

33
4,
30
0 

37
2,
60
0 

38
7,
70
0 

40
7,
00
0 

 

 
78
 

23
6,
40
0 

28
8,
90
0 

33
4,
80
0 

37
3,
10
0 

38
8,
00
0 

40
7,
30
0 

 

 
79
 

23
7,
20
0 

28
9,
10
0 

33
5,
20
0 

37
3,
70
0 

38
8,
30
0 

40
7,
60
0 

 

 
80
 

23
8,
00
0 
 
28
9,
50
0 

33
5,
70
0 

37
4,
20
0 

38
8,
60
0 

40
7,
80
0 

 

 
81
 

23
8,
70
0 

28
9,
70
0 

33
6,
10
0 

37
4,
70
0 

38
8,
80
0 

40
8,
00
0 

 

 
82
 

23
9,
40
0 

28
9,
90
0 

33
6,
60
0 

37
5,
30
0 

38
9,
10
0 

40
8,
30
0 

 

 
83
 

24
0,
10
0 

29
0,
30
0 

33
7,
10
0 

37
5,
80
0 

38
9,
40
0 

40
8,
60
0 

 

 
84
 

24
0,
80
0 

29
0,
60
0 

33
7,
60
0 

37
6,
10
0 

38
9,
60
0 

40
8,
80
0 

 

 
85
 

24
1,
50
0 

29
0,
90
0 

33
7,
90
0 

37
6,
50
0 

38
9,
80
0 

40
9,
00
0 

 

 
86
 

24
2,
20
0 

29
1,
20
0 

33
8,
30
0 

37
7,
00
0 

39
0,
10
0 

 
 

 
87
 

24
2,
90
0 

29
1,
50
0 

33
8,
80
0 

37
7,
40
0 

39
0,
40
0 

 
 

 
88
 

24
3,
60
0 

29
1,
90
0 

33
9,
20
0 

37
7,
80
0 

39
0,
60
0 

 
 

 
89
 

24
4,
30
0 

29
2,
20
0 

33
9,
50
0 

37
8,
20
0 

39
0,
80
0 

 
 

 
90
 

24
4,
80
0 

29
2,
60
0 

33
9,
90
0 

37
8,
70
0 

39
1,
10
0 

 
 

 
91
 

24
5,
30
0 

29
2,
90
0 

34
0,
40
0 

37
9,
10
0 

39
1,
40
0 

 
 

 
92
 

24
5,
80
0 

29
3,
30
0 

34
0,
80
0 

37
9,
50
0 

39
1,
60
0 

 
 

 
93
 

24
6,
10
0 

29
3,
40
0 

34
1,
00
0 

37
9,
80
0 

39
1,
80
0 

 
 

 
94
 

 
29
3,
60
0 

34
1,
40
0 

 
 

 
 
 

 
95
 

 
29
4,
00
0 

34
1,
90
0 

 
 

 
 
 

 
96
 

 
29
4,
40
0 

34
2,
30
0 

 
 

 
 
 

 
97
 

 
29
4,
60
0 

34
2,
40
0 

 
 

 
 
 

 
98
 

 
29
4,
90
0 

34
2,
90
0 

 
 

 
 
 

 
99
 

 
29
5,
30
0 

34
3,
30
0 

 
 

 
 
 

 
10
0 

 
29
5,
70
0 

34
3,
60
0 

 
 

 
 
 

 
10
1 

 
29
5,
90
0 

34
3,
90
0 

 
 

 
 
 

 
10
2 

 
29
6,
20
0 

34
4,
30
0 

 
 

 
 
 

 
10
3 

 
29
6,
60
0 

34
4,
70
0 

 
 

 
 

 
10
4 

 
29
6,
90
0 

34
5,
10
0 

 
 

 
 

 
10
5 

 
29
7,
10
0 

34
5,
60
0 
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10
6 

 
29
7,
40
0 

34
6,
00
0 

 
 

 
 

 
10
7 

 
29
7,
80
0 

34
6,
40
0 

 
 

 
 

 
10
8 

 
29
8,
10
0 

34
6,
80
0 

 
 

 
 

 
10
9 

 
29
8,
30
0 

34
7,
30
0 

 
 

 
 

 
11
0 

 
29
8,
70
0 

34
7,
70
0 

 
 

 
 

 
11
1 

 
29
9,
10
0 

34
8,
00
0 

 
 

 
 

 
11
2 

 
29
9,
40
0 

34
8,
30
0 

 
 

 
 

 
11
3 

 
29
9,
50
0 

34
8,
80
0 

 
 

 
 

 
11
4 

 
29
9,
80
0 

 
 

 
 

 

 
11
5 

 
30
0,
10
0 

 
 

 
 

 

 
11
6 

 
30
0,
50
0 

 
 

 
 

 

 
11
7 

 
30
0,
70
0 

 
 

 
 

 

 
11
8 

 
30
0,
90
0 

 
 

 
 

 

 
11
9 

 
30
1,
20
0 

 
 

 
 

 

 
12
0 

 
30
1,
50
0 

 
 

 
 

 
 

 

 
12
1 

 
30
1,
90
0 

 
 

 
 

 
 

 

 
12
2 

 
30
2,
10
0 

 
 

 
 

 

 
12
3 

 
30
2,
40
0 

 
 

 
 

 

 
12
4 

 
30
2,
70
0 

 
 

 
 

 

 
12
5 

 
30
3,
00
0 

 
 

 
 

 

再
任

用
職

員
 

 
18
6,
50
0 

21
4,
00
0 

25
4,
00
0 

27
3,
40
0 

28
8,
50
0 

31
3,
90
0 

35
5,
60
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。

 

 
 

10
6 

 
29
6,
30
0 
 
34
4,
90
0 
 

 
 

 
 

 
10
7 

 
29
6,
70
0 
 
34
5,
30
0 
 

 
 

 
 

 
10
8 

 
29
7,
00
0 
 
34
5,
70
0 
 

 
 

 
 

 
10
9 

 
29
7,
20
0 
 
34
6,
20
0 
 

 
 

 
 

 
11
0 

 
29
7,
60
0 
 
34
6,
60
0 
 

 
 

 
 

 
11
1 

 
29
8,
00
0 
 
34
6,
90
0 
 

 
 

 
 

 
11
2 

 
29
8,
30
0 
 
34
7,
20
0 
 

 
 

 
 

 
11
3 

 
29
8,
40
0 
 
34
7,
70
0 
 

 
 

 
 

 
11
4 

 
29
8,
70
0 
 
 

 
 

 
 

 
11
5 

 
29
9,
00
0 
 
 

 
 

 
 

 
11
6 

 
29
9,
40
0 
 
 

 
 

 
 

 
11
7 

 
29
9,
60
0 
 
 

 
 

 
 

 
11
8 

 
29
9,
80
0 
 
 

 
 

 
 

 
11
9 

 
30
0,
10
0 
 
 

 
 

 
 

 
12
0 

 
30
0,
40
0 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12
1 

 
30
0,
80
0 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12
2 

 
30
1,
00
0 
 

 
 

 
 

 

 
12
3 

 
30
1,
30
0 
 

 
 

 
 

 

 
12
4 

 
30
1,
60
0 
 

 
 

 
 

 

 
12
5 

 
30
1,
90
0 
 

 
 

 
 

 

再
任

用
職

員
 

 
18
5,
40
0 

21
2,
90
0 

25
2,
90
0 

27
2,
30
0 

28
7,
40
0 

31
2,
80
0 

35
4,
50
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。

 
別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）
 

消
防
職
給
料
表
 

職
員

の
区

分
 

 
職

務

の
級

 
１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

７
級

 

号
俸

 
給
料
 

給
料
 

給
料
 

給
料
 

給
料
 

給
料
 

給
料
 

 

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）
 

消
防
職
給
料
表
 

職
員

の
区

分
 

 
職

務

の
級

 
１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

７
級

 

号
俸

 
給
料
 

給
料
 

給
料
 

給
料
 

給
料
 

給
料
 

給
料
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月
額
 

月
額
 

月
額
 

月
額
 

月
額
 

月
額
 

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員
 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

１
 

14
0,
10
0 

19
0,
20
0 

22
6,
40
0 

25
9,
90
0 

28
6,
20
0 

31
7,
00
0 

36
1,
30
0 

２
 

14
1,
20
0 

19
2,
00
0 

22
8,
00
0 

26
1,
90
0 

28
8,
40
0 

31
9,
20
0 

36
3,
90
0 

３
 

14
2,
40
0 

19
3,
80
0 

22
9,
50
0 

26
3,
70
0 

29
0,
70
0 

32
1,
50
0 

36
6,
40
0 

４
 

14
3,
50
0 
 
19
5,
60
0 
 
23
1,
10
0 
 
26
5,
80
0 
 
29
2,
90
0 
 
32
3,
70
0 
 
36
9,
00
0 

５
 

14
4,
60
0 
 
19
7,
20
0 
 
23
2,
60
0 
 
26
7,
70
0 
 
29
4,
90
0 
 
32
6,
00
0 
 
37
1,
10
0 
 

６
 

14
5,
70
0 
 
19
9,
00
0 
 
23
4,
30
0 
 
26
9,
60
0 
 
29
7,
20
0 
 
32
8,
00
0 
 
37
3,
60
0 
 

７
 

14
6,
80
0 
 
20
0,
80
0 
 
23
5,
80
0 
 
27
1,
60
0 
 
29
9,
50
0 
 
33
0,
20
0 
 
37
5,
90
0 
 

８
 

14
7,
90
0 
 
20
2,
60
0 
 
23
7,
40
0 
 
27
3,
70
0 
 
30
1,
80
0 
 
33
2,
40
0 
 
37
8,
40
0 
 

９
 

14
9,
00
0 
 
20
4,
30
0 
 
23
8,
90
0 
 
27
5,
80
0 
 
30
3,
90
0 
 
33
4,
50
0 
 
38
0,
90
0 
 

10
 

15
0,
40
0 
 
20
6,
10
0 
 
24
0,
40
0 
 
27
7,
80
0 
 
30
6,
20
0 
 
33
6,
70
0 
 
38
3,
60
0 
 

11
 

15
1,
70
0 
 
20
7,
90
0 
 
24
2,
00
0 
 
27
9,
90
0 
 
30
8,
40
0 
 
33
8,
80
0 
 
38
6,
20
0 
 

12
 

15
3,
00
0 
 
20
9,
70
0 
 
24
3,
50
0 
 
28
2,
00
0 
 
31
0,
70
0 
 
34
1,
00
0 
 
38
8,
90
0 
 

13
 

15
4,
30
0 
 
21
1,
10
0 
 
24
5,
00
0 
 
28
4,
00
0 
 
31
2,
90
0 
 
34
3,
00
0 
 
39
1,
30
0 
 

14
 

15
5,
80
0 
 
21
2,
90
0 
 
24
6,
50
0 
 
28
6,
10
0 
 
31
5,
00
0 
 
34
5,
00
0 
 
39
3,
60
0 
 

15
 

15
7,
30
0 
 
21
4,
60
0 
 
24
7,
90
0 
 
28
8,
10
0 
 
31
7,
20
0 
 
34
7,
10
0 
 
39
5,
80
0 
 

16
 

15
8,
90
0 
 
21
6,
40
0 
 
24
9,
30
0 
 
29
0,
20
0 
 
31
9,
30
0 
 
34
9,
10
0 
 
39
8,
20
0 
 

17
 

16
0,
20
0 
 
21
8,
10
0 
 
25
0,
80
0 
 
29
2,
20
0 
 
32
1,
40
0 
 
35
1,
00
0 
 
40
0,
00
0 
 

18
 

16
1,
70
0 
 
21
9,
80
0 
 
25
2,
60
0 
 
29
4,
20
0 
 
32
3,
40
0 
 
35
3,
00
0 
 
40
2,
00
0 
 

19
 

16
3,
20
0 

22
1,
40
0 

25
4,
30
0 

29
6,
30
0 

32
5,
50
0 

35
4,
80
0 

40
3,
90
0 

20
 

16
4,
70
0 

22
3,
00
0 

25
6,
10
0 

29
8,
30
0 

32
7,
50
0 

35
6,
70
0 

40
5,
70
0 

21
 

16
6,
10
0 

22
4,
50
0 

25
7,
80
0 

30
0,
40
0 

32
9,
50
0 

35
8,
70
0 

40
7,
60
0 

22
 

16
8,
80
0 

22
6,
20
0 

25
9,
60
0 

30
2,
50
0 

33
1,
60
0 

36
0,
60
0 

40
9,
40
0 

23
 

17
1,
40
0 

22
7,
80
0 

26
1,
40
0 

30
4,
50
0 

33
3,
60
0 

36
2,
60
0 

41
1,
20
0 

24
 

17
4,
00
0 

22
9,
40
0 

26
3,
10
0 

30
6,
60
0 

33
5,
70
0 

36
4,
50
0 

41
3,
10
0 

25
 

17
6,
70
0 

23
0,
80
0 

26
5,
10
0 

30
8,
40
0 

33
7,
30
0 

36
6,
50
0 

41
4,
90
0 

26
 

17
8,
40
0 

23
2,
30
0 

26
7,
00
0 

31
0,
50
0 

33
9,
20
0 

36
8,
40
0 

41
6,
40
0 

 

 
 

 
月
額
 

月
額
 

月
額
 

月
額
 

月
額
 

月
額
 

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員
 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

１
 

13
7,
60
0 
 
18
7,
70
0 
 
22
3,
90
0 
 
25
8,
30
0 
 
28
5,
00
0 
 
31
5,
80
0 
 
36
0,
10
0 
 

２
 

13
8,
70
0 
 
18
9,
50
0 
 
22
5,
50
0 
 
26
0,
40
0 
 
28
7,
20
0 
 
31
8,
00
0 
 
36
2,
70
0 
 

３
 

13
9,
90
0 
 
19
1,
30
0 
 
22
7,
10
0 
 
26
2,
30
0 
 
28
9,
50
0 
 
32
0,
30
0 
 
36
5,
20
0 
 

４
 

14
1,
00
0 
 
19
3,
10
0 
 
22
8,
70
0 
 
26
4,
40
0 
 
29
1,
70
0 
 
32
2,
50
0 
 
36
7,
80
0 
 

５
 

14
2,
10
0 
 
19
4,
70
0 
 
23
0,
30
0 
 
26
6,
30
0 
 
29
3,
70
0 
 
32
4,
80
0 
 
36
9,
90
0 
 

６
 

14
3,
20
0 
 
19
6,
50
0 
 
23
2,
00
0 
 
26
8,
30
0 
 
29
6,
00
0 
 
32
6,
80
0 
 
37
2,
40
0 
 

７
 

14
4,
30
0 
 
19
8,
30
0 
 
23
3,
60
0 
 
27
0,
40
0 
 
29
8,
30
0 
 
32
9,
00
0 
 
37
4,
80
0 
 

８
 

14
5,
40
0 
 
20
0,
10
0 
 
23
5,
20
0 
 
27
2,
50
0 
 
30
0,
60
0 
 
33
1,
20
0 
 
37
7,
30
0 
 

９
 

14
6,
50
0 
 
20
1,
80
0 
 
23
6,
80
0 
 
27
4,
60
0 
 
30
2,
70
0 
 
33
3,
30
0 
 
37
9,
80
0 
 

10
 

14
7,
90
0 
 
20
3,
60
0 
 
23
8,
40
0 
 
27
6,
60
0 
 
30
5,
00
0 
 
33
5,
50
0 
 
38
2,
50
0 
 

11
 

14
9,
20
0 
 
20
5,
40
0 
 
24
0,
00
0 
 
27
8,
70
0 
 
30
7,
20
0 
 
33
7,
60
0 
 
38
5,
10
0 
 

12
 

15
0,
50
0 
 
20
7,
20
0 
 
24
1,
60
0 
 
28
0,
80
0 
 
30
9,
50
0 
 
33
9,
80
0 
 
38
7,
80
0 
 

13
 

15
1,
80
0 
 
20
8,
60
0 
 
24
3,
20
0 
 
28
2,
80
0 
 
31
1,
70
0 
 
34
1,
80
0 
 
39
0,
20
0 
 

14
 

15
3,
30
0 
 
21
0,
40
0 
 
24
4,
70
0 
 
28
4,
90
0 
 
31
3,
80
0 
 
34
3,
80
0 
 
39
2,
50
0 
 

15
 

15
4,
80
0 
 
21
2,
10
0 
 
24
6,
20
0 
 
28
6,
90
0 
 
31
6,
00
0 
 
34
5,
90
0 
 
39
4,
70
0 
 

16
 

15
6,
40
0 
 
21
3,
90
0 
 
24
7,
70
0 
 
28
9,
00
0 
 
31
8,
10
0 
 
34
7,
90
0 
 
39
7,
10
0 
 

17
 

15
7,
70
0 
 
21
5,
60
0 
 
24
9,
20
0 
 
29
1,
00
0 
 
32
0,
20
0 
 
34
9,
80
0 
 
39
8,
90
0 
 

18
 

15
9,
20
0 
 
21
7,
30
0 
 
25
1,
10
0 
 
29
3,
00
0 
 
32
2,
20
0 
 
35
1,
80
0 
 
40
0,
90
0 
 

19
 

16
0,
70
0 
 
21
9,
00
0 
 
25
2,
90
0 
 
29
5,
10
0 
 
32
4,
30
0 
 
35
3,
70
0 
 
40
2,
80
0 
 

20
 

16
2,
20
0 
 
22
0,
60
0 
 
25
4,
70
0 
 
29
7,
10
0 
 
32
6,
30
0 
 
35
5,
60
0 
 
40
4,
60
0 
 

21
 

16
3,
60
0 
 
22
2,
20
0 
 
25
6,
40
0 
 
29
9,
20
0 
 
32
8,
30
0 
 
35
7,
60
0 
 
40
6,
50
0 
 

22
 

16
6,
30
0 
 
22
3,
90
0 
 
25
8,
30
0 
 
30
1,
30
0 
 
33
0,
40
0 
 
35
9,
50
0 
 
40
8,
30
0 
 

23
 

16
8,
90
0 
 
22
5,
60
0 
 
26
0,
20
0 
 
30
3,
30
0 
 
33
2,
40
0 
 
36
1,
50
0 
 
41
0,
10
0 
 

24
 

17
1,
50
0 
 
22
7,
20
0 
 
26
1,
90
0 
 
30
5,
40
0 
 
33
4,
50
0 
 
36
3,
40
0 
 
41
2,
00
0 
 

25
 

17
4,
20
0 
 
22
8,
70
0 
 
26
3,
90
0 
 
30
7,
20
0 
 
33
6,
10
0 
 
36
5,
40
0 
 
41
3,
80
0 
 

26
 

17
5,
90
0 
 
23
0,
30
0 
 
26
5,
80
0 
 
30
9,
30
0 
 
33
8,
00
0 
 
36
7,
30
0 
 
41
5,
30
0 
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27
 

18
0,
10
0 

23
3,
80
0 

26
8,
80
0 

31
2,
60
0 

34
1,
10
0 

37
0,
40
0 

41
7,
90
0 

28
 

18
1,
80
0 

23
5,
10
0 

27
0,
70
0 

31
4,
60
0 

34
3,
00
0 

37
2,
40
0 

41
9,
50
0 

29
 

18
3,
30
0 

23
6,
40
0 

27
2,
40
0 

31
6,
60
0 

34
4,
70
0 

37
3,
90
0 

42
1,
10
0 

30
 

18
5,
10
0 

23
7,
60
0 

27
4,
30
0 

31
8,
60
0 

34
6,
60
0 

37
5,
70
0 

42
2,
40
0 

31
 

18
6,
90
0 

23
8,
70
0 

27
6,
20
0 

32
0,
70
0 

34
8,
50
0 

37
7,
50
0 

42
3,
70
0 

32
 

18
8,
60
0 

23
9,
90
0 

27
8,
00
0 

32
2,
80
0 

35
0,
30
0 

37
9,
10
0 

42
4,
90
0 

33
 

19
0,
20
0 

24
1,
20
0 

27
9,
70
0 

32
4,
30
0 

35
2,
20
0 

38
0,
90
0 

42
6,
10
0 

34
 

19
1,
70
0 

24
2,
50
0 

28
1,
60
0 

32
6,
30
0 

35
4,
00
0 

38
2,
30
0 

42
7,
40
0 

35
 

19
3,
20
0 

24
3,
70
0 

28
3,
40
0 

32
8,
20
0 

35
5,
80
0 

38
3,
80
0 

42
8,
70
0 

36
 

19
4,
70
0 

24
5,
00
0 

28
5,
30
0 

33
0,
30
0 

35
7,
50
0 

38
5,
40
0 

42
9,
90
0 

37
 

19
6,
00
0 

24
6,
00
0 

28
7,
00
0 

33
2,
20
0 

35
8,
90
0 

38
6,
80
0 

43
1,
10
0 

38
 

19
7,
30
0 

24
7,
40
0 

28
8,
70
0 

33
4,
10
0 

36
0,
20
0 

38
8,
00
0 

43
1,
90
0 

39
 

19
8,
60
0 

24
8,
90
0 

29
0,
50
0 

33
6,
10
0 

36
1,
60
0 

38
9,
20
0 

43
2,
70
0 

40
 

19
9,
90
0 

25
0,
40
0 

29
2,
30
0 

33
8,
00
0 

36
3,
00
0 

39
0,
30
0 

43
3,
50
0 

41
 

20
1,
20
0 

25
1,
80
0 

29
4,
00
0 

33
9,
90
0 

36
4,
30
0 

39
1,
40
0 

43
4,
10
0 

42
 

20
2,
50
0 

25
3,
20
0 

29
5,
70
0 

34
1,
80
0 

36
5,
20
0 

39
2,
60
0 

43
4,
80
0 

43
 

20
3,
80
0 

25
4,
60
0 

29
7,
40
0 

34
3,
60
0 

36
6,
30
0 

39
3,
80
0 

43
5,
50
0 

44
 

20
5,
10
0 

25
6,
00
0 

29
9,
00
0 

34
5,
50
0 

36
7,
40
0 

39
4,
90
0 

43
6,
20
0 

45
 

20
6,
30
0 

25
7,
20
0 

30
0,
70
0 

34
7,
00
0 

36
8,
20
0 

39
5,
60
0 

43
7,
00
0 

46
 

20
7,
60
0 

25
8,
50
0 

30
2,
40
0 

34
8,
40
0 

36
9,
10
0 

39
6,
30
0 

43
7,
80
0 

47
 

20
8,
90
0 

25
9,
90
0 

30
4,
00
0 

34
9,
90
0 

37
0,
00
0 

39
7,
00
0 

43
8,
20
0 

48
 

21
0,
20
0 

26
1,
30
0 

30
5,
70
0 

35
1,
40
0 

37
0,
90
0 

39
7,
70
0 

43
8,
90
0 

49
 

21
1,
30
0 

26
2,
60
0 

30
6,
90
0 

35
3,
00
0 

37
1,
80
0 

39
8,
30
0 

43
9,
40
0 

50
 

21
2,
40
0 

26
3,
70
0 

30
8,
40
0 

35
3,
80
0 

37
2,
60
0 

39
8,
90
0 

43
9,
80
0 

51
 

21
3,
40
0 

26
5,
00
0 

30
9,
90
0 

35
5,
00
0 

37
3,
40
0 

39
9,
40
0 

44
0,
20
0 

52
 

21
4,
50
0 

26
6,
30
0 

31
1,
50
0 

35
6,
00
0 

37
4,
20
0 

39
9,
80
0 

44
0,
60
0 

53
 

21
5,
60
0 

26
7,
40
0 

31
3,
10
0 

35
6,
90
0 

37
4,
90
0 

40
0,
20
0 

44
1,
00
0 

54
 

21
6,
60
0 

26
8,
50
0 

31
4,
70
0 

35
8,
00
0 

37
5,
60
0 

40
0,
50
0 

44
1,
40
0 

55
 

21
7,
50
0 

26
9,
80
0 

31
6,
30
0 

35
8,
90
0 

37
6,
30
0 

40
0,
80
0 

44
1,
80
0 

 

 
 

27
 

17
7,
60
0 
 
23
1,
80
0 
 
26
7,
60
0 
 
31
1,
40
0 
 
34
0,
00
0 
 
36
9,
30
0 
 
41
6,
80
0 
 

28
 

17
9,
30
0 
 
23
3,
20
0 
 
26
9,
50
0 
 
31
3,
40
0 
 
34
1,
90
0 
 
37
1,
30
0 
 
41
8,
40
0 
 

29
 

18
0,
80
0 
 
23
4,
60
0 
 
27
1,
20
0 
 
31
5,
40
0 
 
34
3,
60
0 
 
37
2,
80
0 
 
42
0,
00
0 
 

30
 

18
2,
60
0 
 
23
5,
80
0 
 
27
3,
10
0 
 
31
7,
40
0 
 
34
5,
50
0 
 
37
4,
60
0 
 
42
1,
30
0 
 

31
 

18
4,
40
0 
 
23
7,
00
0 
 
27
5,
00
0 
 
31
9,
50
0 
 
34
7,
40
0 
 
37
6,
40
0 
 
42
2,
60
0 
 

32
 

18
6,
10
0 
 
23
8,
30
0 
 
27
6,
80
0 
 
32
1,
60
0 
 
34
9,
20
0 
 
37
8,
00
0 
 
42
3,
80
0 
 

33
 

18
7,
70
0 
 
23
9,
60
0 
 
27
8,
50
0 
 
32
3,
10
0 
 
35
1,
10
0 
 
37
9,
80
0 
 
42
5,
00
0 
 

34
 

18
9,
20
0 
 
24
1,
00
0 
 
28
0,
40
0 
 
32
5,
10
0 
 
35
2,
90
0 
 
38
1,
20
0 
 
42
6,
30
0 
 

35
 

19
0,
70
0 
 
24
2,
30
0 
 
28
2,
20
0 
 
32
7,
10
0 
 
35
4,
70
0 
 
38
2,
70
0 
 
42
7,
60
0 
 

36
 

19
2,
20
0 
 
24
3,
60
0 
 
28
4,
10
0 
 
32
9,
20
0 
 
35
6,
40
0 
 
38
4,
30
0 
 
42
8,
80
0 
 

37
 

19
3,
50
0 
 
24
4,
60
0 
 
28
5,
80
0 
 
33
1,
10
0 
 
35
7,
80
0 
 
38
5,
70
0 
 
43
0,
00
0 
 

38
 

19
4,
80
0 
 
24
6,
10
0 
 
28
7,
50
0 
 
33
3,
00
0 
 
35
9,
10
0 
 
38
6,
90
0 
 
43
0,
80
0 
 

39
 

19
6,
10
0 
 
24
7,
70
0 
 
28
9,
30
0 
 
33
5,
00
0 
 
36
0,
50
0 
 
38
8,
10
0 
 
43
1,
60
0 
 

40
 

19
7,
40
0 
 
24
9,
20
0 
 
29
1,
10
0 
 
33
6,
90
0 
 
36
1,
90
0 
 
38
9,
20
0 
 
43
2,
40
0 
 

41
 

19
8,
70
0 
 
25
0,
60
0 
 
29
2,
80
0 
 
33
8,
80
0 
 
36
3,
20
0 
 
39
0,
30
0 
 
43
3,
00
0 
 

42
 

20
0,
00
0 
 
25
2,
00
0 
 
29
4,
50
0 
 
34
0,
70
0 
 
36
4,
10
0 
 
39
1,
50
0 
 
43
3,
70
0 
 

43
 

20
1,
30
0 
 
25
3,
40
0 
 
29
6,
20
0 
 
34
2,
50
0 
 
36
5,
20
0 
 
39
2,
70
0 
 
43
4,
40
0 
 

44
 

20
2,
60
0 
 
25
4,
80
0 
 
29
7,
80
0 
 
34
4,
40
0 
 
36
6,
30
0 
 
39
3,
80
0 
 
43
5,
10
0 
 

45
 

20
3,
80
0 
 
25
6,
00
0 
 
29
9,
50
0 
 
34
5,
90
0 
 
36
7,
10
0 
 
39
4,
50
0 
 
43
5,
90
0 
 

46
 

20
5,
10
0 
 
25
7,
30
0 
 
30
1,
20
0 
 
34
7,
30
0 
 
36
8,
00
0 
 
39
5,
20
0 
 
43
6,
70
0 
 

47
 

20
6,
40
0 
 
25
8,
70
0 
 
30
2,
80
0 
 
34
8,
80
0 
 
36
8,
90
0 
 
39
5,
90
0 
 
43
7,
10
0 
 

48
 

20
7,
70
0 
 
26
0,
10
0 
 
30
4,
50
0 
 
35
0,
30
0 
 
36
9,
80
0 
 
39
6,
60
0 
 
43
7,
80
0 
 

49
 

20
8,
80
0 
 
26
1,
40
0 
 
30
5,
70
0 
 
35
1,
90
0 
 
37
0,
70
0 
 
39
7,
20
0 
 
43
8,
30
0 
 

50
 

20
9,
90
0 
 
26
2,
50
0 
 
30
7,
20
0 
 
35
2,
70
0 
 
37
1,
50
0 
 
39
7,
80
0 
 
43
8,
70
0 
 

51
 

21
1,
00
0 
 
26
3,
80
0 
 
30
8,
80
0 
 
35
3,
90
0 
 
37
2,
30
0 
 
39
8,
30
0 
 
43
9,
10
0 
 

52
 

21
2,
10
0 
 
26
5,
10
0 
 
31
0,
40
0 
 
35
4,
90
0 
 
37
3,
10
0 
 
39
8,
70
0 
 
43
9,
50
0 
 

53
 

21
3,
30
0 
 
26
6,
20
0 
 
31
2,
00
0 
 
35
5,
80
0 
 
37
3,
80
0 
 
39
9,
10
0 
 
43
9,
90
0 
 

54
 

21
4,
30
0 
 
26
7,
30
0 
 
31
3,
60
0 
 
35
6,
90
0 
 
37
4,
50
0 
 
39
9,
40
0 
 
44
0,
30
0 
 

55
 

21
5,
30
0 
 
26
8,
60
0 
 
31
5,
20
0 
 
35
7,
80
0 
 
37
5,
20
0 
 
39
9,
70
0 
 
44
0,
70
0 
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56
 

21
8,
50
0 

27
1,
10
0 

31
7,
80
0 

36
0,
00
0 

37
7,
00
0 

40
1,
10
0 

44
2,
10
0 

57
 

21
9,
20
0 

27
2,
20
0 

31
9,
30
0 

36
0,
90
0 

37
7,
50
0 

40
1,
40
0 

44
2,
40
0 

58
 

22
0,
10
0 

27
3,
20
0 

32
0,
50
0 

36
1,
60
0 

37
8,
10
0 

40
1,
70
0 

44
2,
80
0 

59
 

22
1,
00
0 

27
4,
30
0 

32
1,
70
0 

36
2,
30
0 

37
8,
70
0 

40
2,
00
0 

44
3,
10
0 

60
 

22
1,
90
0 

27
5,
40
0 

32
2,
90
0 

36
3,
00
0 

37
9,
40
0 

40
2,
30
0 

44
3,
40
0 

61
 

22
2,
60
0 

27
6,
60
0 

32
3,
60
0 

36
3,
40
0 

37
9,
80
0 

40
2,
60
0 

44
3,
70
0 

62
 

22
3,
60
0 

27
7,
60
0 

32
4,
50
0 

36
4,
00
0 

38
0,
50
0 

40
2,
90
0 

 

63
 

22
4,
50
0 

27
8,
50
0 

32
5,
30
0 

36
4,
70
0 

38
1,
10
0 

40
3,
20
0 

 

64
 

22
5,
40
0 

27
9,
50
0 

32
6,
10
0 

36
5,
40
0 

38
1,
70
0 

40
3,
50
0 

 

65
 

22
6,
10
0 

28
0,
30
0 

32
7,
00
0 

36
5,
70
0 

38
2,
10
0 

40
3,
80
0 

 

66
 

22
7,
00
0 

28
1,
20
0 

32
7,
40
0 

36
6,
40
0 

38
2,
70
0 

40
4,
10
0 

 

67
 

22
7,
90
0 

28
1,
90
0 

32
8,
10
0 

36
7,
10
0 

38
3,
30
0 

40
4,
40
0 

 

68
 

22
9,
00
0 

28
2,
80
0 

32
8,
90
0 

36
7,
80
0 

38
3,
90
0 

40
4,
70
0 

 

69
 

22
9,
80
0 

28
3,
80
0 

32
9,
70
0 

36
8,
10
0 

38
4,
30
0 

40
4,
90
0 

 

70
 

23
0,
50
0 

28
4,
60
0 

33
0,
40
0 

36
8,
70
0 

38
4,
80
0 

40
5,
20
0 

 

71
 

23
1,
20
0 

28
5,
40
0 

33
1,
10
0 

36
9,
40
0 

38
5,
30
0 

40
5,
50
0 

 

72
 

23
2,
00
0 

28
6,
20
0 

33
1,
80
0 

37
0,
00
0 

38
5,
90
0 

40
5,
80
0 

 

73
 

23
2,
80
0 

28
7,
00
0 

33
2,
30
0 

37
0,
30
0 

38
6,
20
0 

40
6,
00
0 

 

74
 

23
3,
50
0 

28
7,
50
0 

33
2,
90
0 

37
0,
90
0 

38
6,
60
0 

40
6,
30
0 

 

75
 

23
4,
20
0 

28
7,
90
0 

33
3,
40
0 

37
1,
60
0 

38
7,
00
0 

40
6,
60
0 

 

76
 

23
4,
90
0 

28
8,
40
0 

33
4,
00
0 

37
2,
20
0 

38
7,
40
0 

40
6,
80
0 

 

77
 

23
5,
60
0 

28
8,
50
0 

33
4,
30
0 

37
2,
60
0 

38
7,
70
0 

40
7,
00
0 

 

78
 

23
6,
40
0 

28
8,
90
0 

33
4,
80
0 

37
3,
10
0 

38
8,
00
0 

40
7,
30
0 

 

79
 

23
7,
20
0 

28
9,
10
0 

33
5,
20
0 

37
3,
70
0 

38
8,
30
0 

40
7,
60
0 

 

80
 

23
8,
00
0 
 
28
9,
50
0 

33
5,
70
0 

37
4,
20
0 

38
8,
60
0 

40
7,
80
0 

 

81
 

23
8,
70
0 

28
9,
70
0 

33
6,
10
0 

37
4,
70
0 

38
8,
80
0 

40
8,
00
0 

 

82
 

23
9,
40
0 

28
9,
90
0 

33
6,
60
0 

37
5,
30
0 

38
9,
10
0 

40
8,
30
0 

 

83
 

24
0,
10
0 

29
0,
30
0 

33
7,
10
0 

37
5,
80
0 

38
9,
40
0 

40
8,
60
0 

 

84
 

24
0,
80
0 

29
0,
60
0 

33
7,
60
0 

37
6,
10
0 

38
9,
60
0 

40
8,
80
0 

 
 

 
 

56
 

21
6,
30
0 
 
26
9,
90
0 
 
31
6,
70
0 
 
35
8,
90
0 
 
37
5,
90
0 
 
40
0,
00
0 
 
44
1,
00
0 
 

57
 

21
7,
10
0 
 
27
1,
00
0 
 
31
8,
20
0 
 
35
9,
80
0 
 
37
6,
40
0 
 
40
0,
30
0 
 
44
1,
30
0 
 

58
 

21
8,
10
0 
 
27
2,
00
0 
 
31
9,
40
0 
 
36
0,
50
0 
 
37
7,
00
0 
 
40
0,
60
0 
 
44
1,
70
0 
 

59
 

21
9,
00
0 
 
27
3,
10
0 
 
32
0,
60
0 
 
36
1,
20
0 
 
37
7,
60
0 
 
40
0,
90
0 
 
44
2,
00
0 
 

60
 

22
0,
00
0 
 
27
4,
20
0 
 
32
1,
80
0 
 
36
1,
90
0 
 
37
8,
30
0 
 
40
1,
20
0 
 
44
2,
30
0 
 

61
 

22
0,
80
0 
 
27
5,
40
0 
 
32
2,
50
0 
 
36
2,
30
0 
 
37
8,
70
0 
 
40
1,
50
0 
 
44
2,
60
0 
 

62
 

22
1,
80
0 
 
27
6,
40
0 
 
32
3,
40
0 
 
36
2,
90
0 
 
37
9,
40
0 
 
40
1,
80
0 
 
 

63
 

22
2,
80
0 
 
27
7,
30
0 
 
32
4,
20
0 
 
36
3,
60
0 
 
38
0,
00
0 
 
40
2,
10
0 
 
 

64
 

22
3,
80
0 
 
27
8,
30
0 
 
32
5,
00
0 
 
36
4,
30
0 
 
38
0,
60
0 
 
40
2,
40
0 
 
 

65
 

22
4,
50
0 
 
27
9,
10
0 
 
32
5,
90
0 
 
36
4,
60
0 
 
38
1,
00
0 
 
40
2,
70
0 
 
 

66
 

22
5,
50
0 
 
28
0,
00
0 
 
32
6,
30
0 
 
36
5,
30
0 
 
38
1,
60
0 
 
40
3,
00
0 
 
 

67
 

22
6,
50
0 
 
28
0,
80
0 
 
32
7,
00
0 
 
36
6,
00
0 
 
38
2,
20
0 
 
40
3,
30
0 
 
 

68
 

22
7,
60
0 
 
28
1,
70
0 
 
32
7,
80
0 
 
36
6,
70
0 
 
38
2,
80
0 
 
40
3,
60
0 
 
 

69
 

22
8,
40
0 
 
28
2,
70
0 
 
32
8,
60
0 
 
36
7,
00
0 
 
38
3,
20
0 
 
40
3,
80
0 
 
 

70
 

22
9,
20
0 
 
28
3,
50
0 
 
32
9,
30
0 
 
36
7,
60
0 
 
38
3,
70
0 
 
40
4,
10
0 
 
 

71
 

23
0,
00
0 
 
28
4,
30
0 
 
33
0,
00
0 
 
36
8,
30
0 
 
38
4,
20
0 
 
40
4,
40
0 
 
 

72
 

23
0,
80
0 
 
28
5,
10
0 
 
33
0,
70
0 
 
36
8,
90
0 
 
38
4,
80
0 
 
40
4,
70
0 
 

 

73
 

23
1,
60
0 
 
28
5,
90
0 
 
33
1,
20
0 
 
36
9,
20
0 
 
38
5,
10
0 
 
40
4,
90
0 
 

 

74
 

23
2,
30
0 
 
28
6,
40
0 
 
33
1,
80
0 
 
36
9,
80
0 
 
38
5,
50
0 
 
40
5,
20
0 
 

 

75
 

23
3,
00
0 
 
28
6,
80
0 
 
33
2,
30
0 
 
37
0,
50
0 
 
38
5,
90
0 
 
40
5,
50
0 
 

 

76
 

23
3,
70
0 
 
28
7,
30
0 
 
33
2,
90
0 
 
37
1,
10
0 
 
38
6,
30
0 
 
40
5,
70
0 
 

 

77
 

23
4,
40
0 
 
28
7,
40
0 
 
33
3,
20
0 
 
37
1,
50
0 
 
38
6,
60
0 
 
40
5,
90
0 
 

 

78
 

23
5,
20
0 
 
28
7,
80
0 
 
33
3,
70
0 
 
37
2,
00
0 
 
38
6,
90
0 
 
40
6,
20
0 

 

79
 

23
6,
00
0 
 
28
8,
00
0 
 
33
4,
10
0 
 
37
2,
60
0 
 
38
7,
20
0 
 
40
6,
50
0 

 

80
 

23
6,
80
0 
 
28
8,
40
0 
 
33
4,
60
0 
 
37
3,
10
0 
 
38
7,
50
0 
 
40
6,
70
0 

 

81
 

23
7,
50
0 
 
28
8,
60
0 
 
33
5,
00
0 
 
37
3,
60
0 
 
38
7,
70
0 
 
40
6,
90
0 

 

82
 

23
8,
20
0 
 
28
8,
80
0 
 
33
5,
50
0 
 
37
4,
20
0 
 
38
8,
00
0 
 
40
7,
20
0 

 

83
 

23
8,
90
0 
 
28
9,
20
0 
 
33
6,
00
0 
 
37
4,
70
0 
 
38
8,
30
0 
 
40
7,
50
0 

 

84
 

23
9,
60
0 
 
28
9,
50
0 
 
33
6,
50
0 
 
37
5,
00
0 
 
38
8,
50
0 
 
40
7,
70
0 
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85
 

24
1,
50
0 

29
0,
90
0 

33
7,
90
0 

37
6,
50
0 

38
9,
80
0 

40
9,
00
0 

 

86
 

24
2,
20
0 

29
1,
20
0 

33
8,
30
0 

37
7,
00
0 

39
0,
10
0 

 
 

87
 

24
2,
90
0 

29
1,
50
0 

33
8,
80
0 

37
7,
40
0 

39
0,
40
0 

 
 

88
 

24
3,
60
0 

29
1,
90
0 

33
9,
20
0 

37
7,
80
0 

39
0,
60
0 

 
 

89
 

24
4,
30
0 

29
2,
20
0 

33
9,
50
0 

37
8,
20
0 

39
0,
80
0 

 
 

90
 

24
4,
80
0 

29
2,
60
0 

33
9,
90
0 

37
8,
70
0 

39
1,
10
0 

 
 

91
 

24
5,
30
0 

29
2,
90
0 

34
0,
40
0 

37
9,
10
0 

39
1,
40
0 

 
 

92
 

24
5,
80
0 

29
3,
30
0 

34
0,
80
0 

37
9,
50
0 

39
1,
60
0 

 
 

93
 

24
6,
10
0 

29
3,
40
0 

34
1,
00
0 

37
9,
80
0 

39
1,
80
0 

 
 

94
 

 
29
3,
60
0 

34
1,
40
0 

 
 

 
 

95
 

 
29
4,
00
0 

34
1,
90
0 

 
 

 
 

96
 

 
29
4,
40
0 

34
2,
30
0 

 
 

 
 

97
 

 
29
4,
60
0 

34
2,
40
0 

 
 

 
 

98
 

 
29
4,
90
0 

34
2,
90
0 

 
 

 
 

99
 

 
29
5,
30
0 

34
3,
30
0 

 
 

 
 

10
0 

 
29
5,
70
0 

34
3,
60
0 

 
 

 
 

10
1 

 
29
5,
90
0 

34
3,
90
0 

 
 

 
 

10
2 

 
29
6,
20
0 

34
4,
30
0 

 
 

 
 

10
3 

 
29
6,
60
0 

34
4,
70
0 

 
 

 
 

10
4 

 
29
6,
90
0 

34
5,
10
0 

 
 

 
 

10
5 

 
29
7,
10
0 

34
5,
60
0 

 
 

 
 

10
6 

 
29
7,
40
0 

34
6,
00
0 

 
 

 
 

10
7 

 
29
7,
80
0 

34
6,
40
0 

 
 

 
 

10
8 

 
 2
98
,1
00
 

34
6,
80
0 

 
 

 
 

10
9 

 
 2
98
,3
00
 

34
7,
30
0 

 
 

 
 

11
0 

 
 2
98
,7
00
 

34
7,
70
0 

 
 

 
 

11
1 

 
 2
99
,1
00
 

34
8,
00
0 

 
 

 
 

11
2 

 
 2
99
,4
00
 

34
8,
30
0 

 
 

 
 

11
3 

 
 2
99
,5
00
 

34
8,
80
0 

 
 

 
 

 

 
 

85
 

24
0,
30
0 
 
28
9,
80
0 
 
33
6,
80
0 
 
37
5,
40
0 
 
38
8,
70
0 
 
40
7,
90
0 

 

86
 

24
1,
00
0 
 
29
0,
10
0 
 
33
7,
20
0 
 
37
5,
90
0 
 
38
9,
00
0 

 
 

87
 

24
1,
70
0 
 
29
0,
40
0 
 
33
7,
70
0 
 
37
6,
30
0 
 
38
9,
30
0 

 
 

88
 

24
2,
40
0 
 
29
0,
80
0 
 
33
8,
10
0 
 
37
6,
70
0 
 
38
9,
50
0 

 
 

89
 

24
3,
10
0 
 
29
1,
10
0 
 
33
8,
40
0 
 
37
7,
10
0 
 
38
9,
70
0 

 
 
 

90
 

24
3,
60
0 
 
29
1,
50
0 
 
33
8,
80
0 
 
37
7,
60
0 
 
39
0,
00
0 

 
 
 

91
 

24
4,
10
0 
 
29
1,
80
0 
 
33
9,
30
0 
 
37
8,
00
0 
 
39
0,
30
0 

 
 
 

92
 

24
4,
60
0 
 
29
2,
20
0 
 
33
9,
70
0 
 
37
8,
40
0 
 
39
0,
50
0 

 
 
 

93
 

24
4,
90
0 
 
29
2,
30
0 
 
33
9,
90
0 
 
37
8,
70
0 
 
39
0,
70
0 

 
 
 

94
 

 
29
2,
50
0 
 
34
0,
30
0 
 
 

 
 

 
 

95
 

 
29
2,
90
0 
 
34
0,
80
0 
 
 

 
 

 
 

96
 

 
29
3,
30
0 
 
34
1,
20
0 
 
 

 
 

 
 

97
 

 
29
3,
50
0 
 
34
1,
30
0 
 
 

 
 

 
 

98
 

 
29
3,
80
0 
 
34
1,
80
0 
 
 

 
 

 
 

99
 

 
29
4,
20
0 
 
34
2,
20
0 
 
 

 
 

 
 

10
0 

 
29
4,
60
0 
 
34
2,
50
0 
 

 
 

 
 
 

10
1 

 
29
4,
80
0 
 
34
2,
80
0 
 

 
 

 
 
 

10
2 

 
29
5,
10
0 
 
34
3,
20
0 
 

 
 

 
 
 

10
3 

 
29
5,
50
0 
 
34
3,
60
0 
 

 
 

 
 
 

10
4 

 
29
5,
80
0 
 
34
4,
00
0 
 

 
 

 
 
 

10
5 

 
29
6,
00
0 
 
34
4,
50
0 
 

 
 

 
 
 

10
6 

 
 2
96
,3
00
  

34
4,
90
0 
 

 
 

 
 
 

10
7 

 
 2
96
,7
00
  

34
5,
30
0 
 

 
 

 
 
 

10
8 

 
 2
97
,0
00
  

34
5,
70
0 
 

 
 

 
 
 

10
9 

 
 2
97
,2
00
  

34
6,
20
0 
 

 
 

 
 
 

11
0 

 
 2
97
,6
00
  

34
6,
60
0 
 

 
 

 
 
 

11
1 

 
 2
98
,0
00
  

34
6,
90
0 
 

 
 

 
 

11
2 

 
 2
98
,3
00
  

34
7,
20
0 
 

 
 

 
 

11
3 

 
 2
98
,4
00
  

34
7,
70
0 
 

 
 

 
 

 

- 36 - 



 
 

11
4 

 
29
9,
80
0 

 
 

 
 

 

11
5 

 
30
0,
10
0 

 
 

 
 

 

11
6 

 
30
0,
50
0 

 
 

 
 

 

11
7 

 
30
0,
70
0 

 
 

 
 

 

11
8 

 
30
0,
90
0 

 
 

 
 

 

11
9 

 
30
1,
20
0 

 
 

 
 

 

12
0 

 
30
1,
50
0 

 
 

 
 

 
 

 

12
1 

 
30
1,
90
0 

 
 

 
 

 
 

 

12
2 

 
30
2,
10
0 

 
 

 
 

 

12
3 

 
30
2,
40
0 

 
 

 
 

 

12
4 

 
30
2,
70
0 

 
 

 
 

 

12
5 

 
30
3,
00
0 

 
 

 
 

 

再
任

用
職

員
 

 
18
6,
50
0 

21
4,
00
0 

25
4,
00
0 

27
3,
40
0 

28
8,
50
0 

31
3,
90
0 

35
5,
60
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
消
防
本
部
及
び
消
防
署
に
勤
務
す
る
消
防
吏
員
に
適
用
す
る
。
 

別
表
第
３
（
第
４
条
関
係
）
 

ア
 
医
療
職
給
料
表
(1
) 

職
員

の
区

分
 

 
職
務

の
級

 
１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級

 

号
俸
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

１
 

24
3,
30
0 

32
8,
60
0 

39
4,
30
0 

47
0,
10
0 

60
0,
30
0 

２
 

24
5,
80
0 

33
1,
60
0 

39
7,
20
0 

47
2,
40
0 

60
4,
90
0 

３
 

24
8,
30
0 

33
4,
50
0 

40
0,
10
0 

47
4,
60
0 

60
9,
50
0 

４
 

25
0,
80
0 

33
7,
60
0 

40
3,
00
0 

47
6,
90
0 

61
4,
10
0 

５
 

25
3,
10
0 

34
0,
30
0 

40
5,
70
0 

47
9,
20
0 

61
8,
50
0 

６
 

25
6,
90
0 

34
3,
60
0 

40
8,
40
0 

48
1,
40
0 

62
3,
10
0 

 

 
 

11
4 

 
29
8,
70
0 
 

 
 

 
 

 

11
5 

 
 2
99
,0
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
6 

 
 2
99
,4
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
7 

 
 2
99
,6
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
8 

 
 2
99
,8
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
9 

 
 3
00
,1
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
0 

 
 3
00
,4
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
1 

 
 3
00
,8
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
2 

 
 3
01
,0
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
3 

 
 3
01
,3
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
4 

 
 3
01
,6
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
5 

 
 3
01
,9
00
  

 
 

 
 

 

再
任

用
職

員
 

 
18
5,
40
0 

21
2,
90
0 

25
2,
90
0 

27
2,
30
0 

28
7,
40
0 

31
2,
80
0 

35
4,
50
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
消
防
本
部
及
び
消
防
署
に
勤
務
す
る
消
防
吏
員
に
適
用
す
る
。
 

別
表
第
３
（
第
４
条
関
係
）
 

ア
 
医
療
職
給
料
表
(1
) 

職
員

の
区

分
 

 
職
務

の
級

 
１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級

 
５
級

 

号
俸
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

１
 

24
0,
10
0 

32
5,
70
0 

39
2,
60
0 

46
8,
60
0 

59
9,
00
0 

２
 

24
2,
60
0 

32
8,
80
0 

39
5,
50
0 

47
0,
90
0 

60
3,
60
0 

３
 

24
5,
10
0 

33
1,
90
0 

39
8,
40
0 

47
3,
20
0 

60
8,
20
0 

４
 

24
7,
60
0 

33
5,
00
0 

40
1,
30
0 

47
5,
50
0 

61
2,
80
0 

５
 

24
9,
90
0 

33
7,
80
0 

40
4,
00
0 

47
7,
80
0 

61
7,
20
0 

６
 

25
3,
70
0 

34
1,
10
0 

40
6,
80
0 

48
0,
00
0 

62
1,
80
0 

 

- 37 - 



 
  

７
 

26
0,
70
0 

34
6,
80
0 

41
1,
20
0 

48
3,
60
0 

62
7,
70
0 

８
 

26
4,
50
0 

34
9,
90
0 

41
4,
00
0 

48
5,
80
0 

63
2,
30
0 

９
 

26
8,
10
0 

35
2,
90
0 

41
6,
60
0 

48
7,
80
0 

63
6,
70
0 

10
 

27
2,
10
0 

35
5,
90
0 

41
9,
30
0 

48
9,
90
0 

64
1,
20
0 

11
 

27
6,
10
0 

35
9,
00
0 

42
2,
00
0 

49
2,
00
0 

64
5,
70
0 

12
 

28
0,
10
0 

36
2,
20
0 

42
4,
70
0 

49
4,
10
0 

65
0,
20
0 

13
 

28
3,
90
0 

36
5,
30
0 

42
7,
20
0 

49
6,
20
0 

65
4,
60
0 

14
 

28
7,
90
0 

36
8,
90
0 

42
9,
70
0 

49
8,
30
0 

65
9,
10
0 

15
 

29
1,
80
0 

37
2,
30
0 

43
2,
10
0 

50
0,
40
0 

66
3,
60
0 

16
 

29
5,
70
0 

37
6,
00
0 

43
4,
60
0 

50
2,
50
0 

66
7,
90
0 

17
 

29
9,
50
0 

37
9,
60
0 

43
6,
80
0 

50
4,
60
0 

67
2,
30
0 

18
 

30
3,
10
0 

38
2,
30
0 

43
9,
20
0 

50
6,
60
0 

67
6,
80
0 

19
 

30
6,
60
0 

38
5,
10
0 

44
1,
60
0 

50
8,
60
0 

68
1,
30
0 

20
 

31
0,
20
0 

38
7,
90
0 

44
4,
00
0 

51
0,
60
0 

68
5,
80
0 

21
 

31
3,
80
0 

39
0,
80
0 

44
6,
00
0 

51
2,
40
0 

69
0,
10
0 

22
 

31
7,
50
0 

39
3,
40
0 

44
8,
40
0 

51
4,
20
0 

69
4,
70
0 

23
 

32
1,
00
0 

39
6,
00
0 

45
0,
80
0 

51
6,
10
0 

69
9,
30
0 

24
 

32
4,
70
0 

39
8,
60
0 

45
3,
10
0 

51
8,
00
0 

70
3,
90
0 

25
 

32
8,
20
0 

40
0,
90
0 

45
5,
30
0 

51
9,
70
0 

70
8,
60
0 

26
 

33
1,
00
0 

40
3,
20
0 

45
7,
60
0 

52
1,
50
0 

71
3,
00
0 

27
 

33
3,
70
0 

40
5,
50
0 

45
9,
80
0 

52
3,
30
0 

71
7,
40
0 

28
 

33
6,
30
0 

40
7,
80
0 

46
2,
10
0 

52
5,
10
0 

72
1,
80
0 

29
 

33
9,
10
0 

41
0,
20
0 

46
4,
30
0 

52
7,
00
0 

72
6,
00
0 

30
 

34
1,
40
0 

41
2,
30
0 

46
6,
60
0 

52
8,
80
0 

73
0,
50
0 

31
 

34
3,
60
0 

41
4,
30
0 

46
8,
90
0 

53
0,
60
0 

73
5,
00
0 

32
 

34
6,
00
0 

41
6,
40
0 

47
1,
10
0 

53
2,
40
0 

73
9,
50
0 

33
 

34
8,
40
0 

41
8,
50
0 

47
3,
10
0 

53
4,
00
0 

74
4,
10
0 

34
 

35
0,
80
0 

42
0,
50
0 

47
5,
20
0 

53
5,
80
0 

74
8,
50
0 

35
 

35
3,
10
0 

42
2,
50
0 

47
7,
30
0 

53
7,
50
0 

75
2,
90
0 

 

 
  

７
 

25
7,
50
0 

34
4,
40
0 

40
9,
60
0 

48
2,
20
0 

62
6,
40
0 

８
 

26
1,
30
0 

34
7,
70
0 

41
2,
40
0 

48
4,
40
0 

63
1,
00
0 

９
 

26
4,
90
0 

35
0,
70
0 

41
5,
00
0 

48
6,
50
0 

63
5,
40
0 

10
 

26
8,
90
0 

35
3,
90
0 

41
7,
70
0 

48
8,
60
0 

63
9,
90
0 

11
 

27
2,
90
0 

35
7,
10
0 

42
0,
40
0 

49
0,
70
0 

64
4,
40
0 

12
 

27
6,
90
0 

36
0,
30
0 

42
3,
10
0 

49
2,
80
0 

64
8,
90
0 

13
 

28
0,
70
0 

36
3,
40
0 

42
5,
60
0 

49
4,
90
0 

65
3,
30
0 

14
 

28
4,
70
0 

36
7,
10
0 

42
8,
10
0 

49
7,
00
0 

65
7,
80
0 

15
 

28
8,
70
0 

37
0,
70
0 

43
0,
50
0 

49
9,
10
0 

66
2,
30
0 

16
 

29
2,
70
0 

37
4,
40
0 

43
3,
00
0 

50
1,
20
0 

66
6,
60
0 

17
 

29
6,
50
0 

37
8,
00
0 

43
5,
20
0 

50
3,
30
0 

67
1,
00
0 

18
 

30
0,
10
0 

38
0,
70
0 

43
7,
60
0 

50
5,
30
0 

67
5,
50
0 

19
 

30
3,
70
0 

38
3,
50
0 

44
0,
00
0 

50
7,
30
0 

68
0,
00
0 

20
 

30
7,
30
0 

38
6,
30
0 

44
2,
40
0 

50
9,
30
0 

68
4,
50
0 

21
 

31
1,
00
0 

38
9,
20
0 

44
4,
50
0 

51
1,
10
0 

68
8,
80
0 

22
 

31
4,
80
0 

39
1,
80
0 

44
6,
90
0 

51
2,
90
0 

69
3,
40
0 

23
 

31
8,
50
0 

39
4,
40
0 

44
9,
30
0 

51
4,
80
0 

69
8,
00
0 

24
 

32
2,
20
0 

39
7,
00
0 

45
1,
60
0 

51
6,
70
0 

70
2,
60
0 

25
 

32
5,
80
0 

39
9,
40
0 

45
3,
80
0 

51
8,
40
0 

70
7,
30
0 

26
 

32
8,
60
0 

40
1,
70
0 

45
6,
10
0 

52
0,
20
0 

71
1,
70
0 

27
 

33
1,
40
0 

40
4,
00
0 

45
8,
40
0 

52
2,
00
0 

71
6,
10
0 

28
 

33
4,
20
0 

40
6,
30
0 

46
0,
70
0 

52
3,
80
0 

72
0,
50
0 

29
 

33
7,
00
0 

40
8,
70
0 

46
2,
90
0 

52
5,
70
0 

72
4,
70
0 

30
 

33
9,
40
0 

41
0,
80
0 

46
5,
20
0 

52
7,
50
0 

72
9,
20
0 

31
 

34
1,
80
0 

41
2,
80
0 

46
7,
50
0 

52
9,
30
0 

73
3,
70
0 

32
 

34
4,
20
0 

41
4,
90
0 

46
9,
80
0 

53
1,
10
0 

73
8,
20
0 

33
 

34
6,
60
0 

41
7,
00
0 

47
1,
80
0 

53
2,
70
0 

74
2,
80
0 

34
 

34
9,
10
0 

41
9,
00
0 

47
3,
90
0 

53
4,
50
0 

74
7,
20
0 

35
 

35
1,
50
0 

42
1,
00
0 

47
6,
00
0 

53
6,
20
0 

75
1,
60
0 

 

- 38 - 



 
  

36
 

35
5,
60
0 

42
4,
50
0 

47
9,
40
0 

53
9,
30
0 

75
7,
30
0 

37
 

35
8,
00
0 

42
6,
60
0 

48
1,
50
0 

54
0,
90
0 

76
1,
80
0 

38
 

36
0,
40
0 

42
8,
60
0 

48
3,
30
0 

54
2,
50
0 

76
5,
40
0 

39
 

36
2,
80
0 

43
0,
60
0 

48
5,
10
0 

54
3,
90
0 

76
9,
00
0 

40
 

36
5,
20
0 

43
2,
60
0 

48
6,
90
0 

54
5,
50
0 

77
2,
60
0 

41
 

36
7,
50
0 

43
4,
60
0 

48
8,
60
0 

54
7,
00
0 

77
6,
00
0 

42
 

36
8,
90
0 

43
6,
40
0 

49
0,
40
0 

54
8,
40
0 

77
9,
80
0 

43
 

37
0,
40
0 

43
8,
10
0 

49
2,
20
0 

54
9,
80
0 

78
3,
60
0 

44
 

37
1,
90
0 

43
9,
90
0 

49
4,
00
0 

55
1,
10
0 

78
7,
40
0 

45
 

37
3,
40
0 

44
1,
80
0 

49
5,
60
0 

55
2,
30
0 

79
1,
00
0 

46
 

37
4,
80
0 

44
3,
60
0 

49
7,
30
0 

55
3,
30
0 

79
4,
40
0 

47
 

37
6,
30
0 

44
5,
40
0 

49
9,
10
0 

55
4,
30
0 

79
7,
80
0 

48
 

37
7,
80
0 

44
7,
10
0 

50
0,
90
0 

55
5,
30
0 

80
1,
20
0 

49
 

37
9,
10
0 

44
8,
90
0 

50
2,
50
0 

55
6,
30
0 

80
4,
70
0 

50
 

38
0,
10
0 

45
0,
60
0 

50
3,
80
0 

55
7,
20
0 

80
8,
20
0 

51
 

38
1,
10
0 

45
2,
40
0 

50
5,
10
0 

55
8,
10
0 

81
1,
70
0 

52
 

38
2,
10
0 

45
4,
20
0 

50
6,
40
0 

55
9,
00
0 

81
5,
20
0 

53
 

38
3,
10
0 

45
6,
10
0 

50
7,
70
0 

55
9,
80
0 

81
8,
80
0 

54
 

38
4,
00
0 

45
7,
30
0 

50
9,
00
0 

56
0,
70
0 

82
2,
00
0 

55
 

38
4,
90
0 

45
8,
50
0 

51
0,
30
0 

56
1,
60
0 

82
5,
20
0 

56
 

38
5,
80
0 

45
9,
70
0 

51
1,
60
0 

56
2,
50
0 

82
8,
40
0 

57
 

38
6,
80
0 

46
0,
90
0 

51
2,
60
0 

56
3,
40
0 

83
1,
60
0 

58
 

38
7,
70
0 

46
1,
90
0 

51
3,
40
0 

56
4,
30
0 

83
4,
90
0 

59
 

38
8,
50
0 

46
2,
90
0 

51
4,
20
0 

56
5,
20
0 

83
8,
20
0 

60
 

38
9,
30
0 

46
3,
90
0 

51
5,
00
0 

56
5,
90
0 

84
1,
50
0 

61
 

39
0,
10
0 

46
4,
70
0 

51
5,
90
0 

56
6,
80
0 

84
4,
90
0 

62
 

39
0,
60
0 

46
5,
40
0 

51
6,
70
0 

56
7,
70
0 

84
8,
20
0 

63
 

39
1,
00
0 

46
6,
10
0 

51
7,
60
0 

56
8,
60
0 

85
1,
50
0 

64
 

39
1,
50
0 

46
6,
80
0 

51
8,
40
0 

56
9,
50
0 

85
4,
80
0 

 

 
  

36
 

35
4,
00
0 

42
3,
00
0 

47
8,
10
0 

53
8,
00
0 

75
6,
00
0 

37
 

35
6,
40
0 

42
5,
10
0 

48
0,
20
0 

53
9,
60
0 

76
0,
50
0 

38
 

35
8,
80
0 

42
7,
10
0 

48
2,
00
0 

54
1,
20
0 

76
4,
10
0 

39
 

36
1,
20
0 

42
9,
10
0 

48
3,
80
0 

54
2,
60
0 

76
7,
70
0 

40
 

36
3,
60
0 

43
1,
10
0 

48
5,
60
0 

54
4,
20
0 

77
1,
30
0 

41
 

36
5,
90
0 

43
3,
10
0 

48
7,
30
0 

54
5,
70
0 

77
4,
70
0 

42
 

36
7,
40
0 

43
4,
90
0 

48
9,
10
0 

54
7,
10
0 

77
8,
50
0 

43
 

36
8,
90
0 

43
6,
70
0 

49
0,
90
0 

54
8,
50
0 

78
2,
30
0 

44
 

37
0,
40
0 

43
8,
50
0 

49
2,
70
0 

54
9,
80
0 

78
6,
10
0 

45
 

37
1,
90
0 

44
0,
40
0 

49
4,
30
0 

55
1,
00
0 

78
9,
70
0 

46
 

37
3,
30
0 

44
2,
20
0 

49
6,
00
0 

55
2,
00
0 

79
3,
10
0 

47
 

37
4,
80
0 

44
4,
00
0 

49
7,
80
0 

55
3,
00
0 

79
6,
50
0 

48
 

37
6,
30
0 

44
5,
80
0 

49
9,
60
0 

55
4,
00
0 

79
9,
90
0 

49
 

37
7,
60
0 

44
7,
60
0 

50
1,
20
0 

55
5,
00
0 

80
3,
40
0 

50
 

37
8,
60
0 

44
9,
30
0 

50
2,
50
0 

55
5,
90
0 

80
6,
90
0 

51
 

37
9,
60
0 

45
1,
10
0 

50
3,
80
0 

55
6,
80
0 

81
0,
40
0 

52
 

38
0,
60
0 

45
2,
90
0 

50
5,
10
0 

55
7,
70
0 

81
3,
90
0 

53
 

38
1,
60
0 

45
4,
80
0 

50
6,
40
0 

55
8,
50
0 

81
7,
50
0 

54
 

38
2,
50
0 

45
6,
00
0 

50
7,
70
0 

55
9,
40
0 

82
0,
70
0 

55
 

38
3,
40
0 

45
7,
20
0 

50
9,
00
0 

56
0,
30
0 

82
3,
90
0 

56
 

38
4,
30
0 

45
8,
40
0 

51
0,
30
0 

56
1,
20
0 

82
7,
10
0 

57
 

38
5,
30
0 

45
9,
60
0 

51
1,
30
0 

56
2,
10
0 

83
0,
30
0 

58
 

38
6,
20
0 

46
0,
60
0 

51
2,
10
0 

56
3,
00
0 

83
3,
60
0 

59
 

38
7,
00
0 

46
1,
60
0 

51
2,
90
0 

56
3,
90
0 

83
6,
90
0 

60
 

38
7,
90
0 

46
2,
60
0 

51
3,
70
0 

56
4,
60
0 

84
0,
20
0 

61
 

38
8,
70
0 

46
3,
40
0 

51
4,
60
0 

56
5,
50
0 

84
3,
60
0 

62
 

38
9,
20
0 

46
4,
10
0 

51
5,
40
0 

56
6,
40
0 

84
6,
90
0 

63
 

38
9,
70
0 

46
4,
80
0 

51
6,
30
0 

56
7,
30
0 

85
0,
20
0 

64
 

39
0,
20
0 

46
5,
50
0 

51
7,
10
0 

56
8,
20
0 

85
3,
50
0 

 

- 39 - 



 
  

65
 

39
1,
80
0 

46
7,
50
0 

51
9,
30
0 

57
0,
40
0 

85
7,
90
0 

66
 

 
46
8,
20
0 

52
0,
20
0 

57
1,
30
0 

86
0,
70
0 

67
 

 
46
8,
90
0 

52
0,
90
0 

57
2,
20
0 

86
3,
50
0 

68
 

 
46
9,
60
0 

52
1,
80
0 

57
3,
10
0 

86
6,
30
0 

69
 

 
47
0,
10
0 

52
2,
70
0 

57
4,
00
0 

86
9,
00
0 

70
 

 
47
0,
80
0 

52
3,
50
0 

57
4,
90
0 

87
1,
70
0 

71
 

 
47
1,
50
0 

52
4,
40
0 

57
5,
80
0 

87
4,
40
0 

72
 

 
47
2,
20
0 

52
5,
30
0 

57
6,
70
0 

87
7,
10
0 

73
 

 
47
2,
60
0 

52
6,
10
0 

57
7,
60
0 

87
9,
60
0 

74
 

 
47
3,
20
0 

52
7,
00
0 

57
8,
50
0 

88
2,
00
0 

75
 

 
47
3,
90
0 

52
7,
90
0 

57
9,
40
0 

88
4,
40
0 

76
 

 
47
4,
60
0 

52
8,
60
0 

58
0,
30
0 

88
6,
80
0 

77
 

 
47
5,
00
0 

52
9,
40
0 

58
1,
20
0 

88
9,
00
0 

78
 

 
47
5,
60
0 

53
0,
30
0 

58
2,
10
0 

89
1,
20
0 

79
 

 
47
6,
20
0 

53
1,
20
0 

58
3,
00
0 

89
3,
40
0 

80
 

 
47
6,
70
0 

53
2,
10
0 

58
3,
90
0 

89
5,
60
0 

81
 

 
47
7,
30
0 

53
2,
90
0 

58
4,
80
0 

89
7,
70
0 

82
 

 
47
7,
80
0 

53
3,
80
0 

58
5,
70
0 

90
0,
10
0 

83
 

 
47
8,
30
0 

53
4,
70
0 

58
6,
60
0 

90
2,
50
0 

84
 

 
47
8,
80
0 

53
5,
60
0 

58
7,
50
0 

90
4,
90
0 

85
 

 
47
9,
20
0 

53
6,
40
0 

58
8,
40
0 

90
7,
10
0 

86
 

 
47
9,
80
0 

53
7,
30
0 

58
9,
30
0 

90
9,
50
0 

87
 

 
48
0,
20
0 

53
8,
20
0 

59
0,
20
0 

91
1,
90
0 

88
 

 
48
0,
70
0 

53
9,
10
0 

59
1,
10
0 

91
4,
30
0 

89
 

 
48
1,
20
0 

53
9,
90
0 

59
2,
00
0 

91
6,
50
0 

90
 

 
48
1,
80
0 

 
 

 

91
 

 
48
2,
40
0 

 
 

 

92
 

 
48
2,
80
0 

 
 

 

93
 

 
48
3,
30
0 

 
 

 
 

 
  

65
 

39
0,
50
0 

46
6,
20
0 

51
8,
00
0 

56
9,
10
0 

85
6,
60
0 

66
 

 
46
6,
90
0 

51
8,
90
0 

57
0,
00
0 

85
9,
40
0 

67
 

 
46
7,
60
0 

51
9,
60
0 

57
0,
90
0 

86
2,
20
0 

68
 

 
46
8,
30
0 

52
0,
50
0 

57
1,
80
0 

86
5,
00
0 

69
 

 
46
8,
80
0 

52
1,
40
0 

57
2,
70
0 

86
7,
70
0 

70
 

 
46
9,
50
0 

52
2,
20
0 

57
3,
60
0 

87
0,
40
0 

71
 

 
47
0,
20
0 

52
3,
10
0 

57
4,
50
0 

87
3,
10
0 

72
 

 
47
0,
90
0 

52
4,
00
0 

57
5,
40
0 

87
5,
80
0 

73
 

 
47
1,
30
0 

52
4,
80
0 

57
6,
30
0 

87
8,
30
0 

74
 

 
47
1,
90
0 

52
5,
70
0 

57
7,
20
0 

88
0,
70
0 

75
 

 
47
2,
60
0 

52
6,
60
0 

57
8,
10
0 

88
3,
10
0 

76
 

 
47
3,
30
0 

52
7,
30
0 

57
9,
00
0 

88
5,
50
0 

77
 

 
47
3,
70
0 

52
8,
10
0 

57
9,
90
0 

88
7,
70
0 

78
 

 
47
4,
30
0 

52
9,
00
0 

58
0,
80
0 

88
9,
90
0 

79
 

 
47
4,
90
0 

52
9,
90
0 

58
1,
70
0 

89
2,
10
0 

80
 

 
47
5,
40
0 

53
0,
80
0 

58
2,
60
0 

89
4,
30
0 

81
 

 
47
6,
00
0 

53
1,
60
0 

58
3,
50
0 

89
6,
40
0 

82
 

 
47
6,
50
0 

53
2,
50
0 

58
4,
40
0 

89
8,
80
0 

83
 

 
47
7,
00
0 

53
3,
40
0 

58
5,
30
0 

90
1,
20
0 

84
 

 
47
7,
50
0 

53
4,
30
0 

58
6,
20
0 

90
3,
60
0 

85
 

 
47
7,
90
0 

53
5,
10
0 

58
7,
10
0 

90
5,
80
0 

86
 

 
47
8,
50
0 

53
6,
00
0 

58
8,
00
0 

90
8,
20
0 

87
 

 
47
8,
90
0 

53
6,
90
0 

58
8,
90
0 

91
0,
60
0 

88
 

 
47
9,
40
0 

53
7,
80
0 

58
9,
80
0 

91
3,
00
0 

89
 

 
47
9,
90
0 

53
8,
60
0 

59
0,
70
0 

91
5,
20
0 

90
 

 
48
0,
50
0 

 
 

 

91
 

 
48
1,
10
0 

 
 

 

92
 

 
48
1,
50
0 

 
 

 

93
 

 
48
2,
00
0 
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94
 

 
48
3,
90
0 

 
 

 

95
 

 
48
4,
50
0 

 
 

 

96
 

 
48
5,
10
0 

 
 

 

97
 

 
48
5,
60
0 

 
 

 

再
任

用
職

員
 

 
29
5,
00
0 

33
7,
40
0 

39
1,
80
0 

46
4,
80
0 

56
4,
70
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
適
用
す
る
。

 

 
 

94
 

 
48
2,
60
0 

 
 

 

95
 

 
48
3,
20
0 

 
 

 

96
 

 
48
3,
80
0 

 
 

 

97
 

 
48
4,
30
0 

 
 

 

再
任

用
職

員
 

 
29
3,
80
0 

33
6,
20
0 

39
0,
60
0 

46
3,
70
0 

56
3,
60
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
適
用
す
る
。

 
イ
 
医
療
職
給
料
表
(3
) 

職
員

の
区

分
 

 
職
務

の
級

 
１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級

 
６
級

 

号
俸
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

１
 

15
8,
40
0 

18
5,
90
0 

23
4,
30
0 

25
7,
30
0 

28
3,
00
0 

32
8,
20
0 

２
 

15
9,
80
0 

18
8,
00
0 

23
6,
10
0 

25
8,
30
0 

28
4,
80
0 

33
0,
30
0 

３
 

16
1,
30
0 

19
0,
10
0 

23
7,
90
0 

25
9,
20
0 

28
6,
70
0 

33
2,
40
0 

４
 

16
2,
70
0 

19
2,
10
0 

23
9,
70
0 

26
0,
30
0 

28
8,
70
0 

33
4,
60
0 

５
 

16
4,
20
0 

19
4,
20
0 

24
1,
10
0 

26
1,
20
0 

29
0,
50
0 

33
6,
80
0 

６
 

16
5,
70
0 

19
6,
50
0 

24
2,
40
0 

26
2,
20
0 

29
2,
30
0 

33
8,
90
0 

７
 

16
7,
20
0 

19
8,
80
0 

24
3,
60
0 

26
3,
00
0 

29
4,
20
0 

34
1,
10
0 

８
 

16
8,
70
0 

20
1,
10
0 

24
4,
90
0 

26
4,
10
0 

29
6,
10
0 

34
3,
20
0 

９
 

17
0,
00
0 

20
3,
50
0 

24
6,
00
0 

26
5,
20
0 

29
8,
00
0 

34
4,
90
0 

10
 

17
1,
70
0 

20
4,
90
0 

24
7,
10
0 

26
6,
00
0 

29
9,
90
0 

34
6,
90
0 

11
 

17
3,
30
0 

20
6,
30
0 

24
8,
00
0 

26
7,
20
0 

30
1,
70
0 

34
8,
80
0 

12
 

17
4,
90
0 

20
7,
70
0 

24
9,
00
0 

26
8,
40
0 

30
3,
60
0 

35
0,
80
0 

13
 

17
6,
40
0 

20
9,
10
0 

25
0,
30
0 

26
9,
70
0 

30
5,
30
0 

35
2,
80
0 

14
 

17
8,
40
0 

21
0,
60
0 

25
1,
40
0 

27
1,
10
0 

30
7,
00
0 

35
4,
90
0 

 

イ
 
医
療
職
給
料
表
(3
) 

職
員

の
区

分
 

 職
務

の
級

 
１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級

 
６
級

 

号
俸
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

給
料
 

月
額
 

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

１
 

15
5,
60
0 
 

18
2,
90
0 
 

23
1,
40
0 
 

25
4,
80
0 
 

28
1,
50
0 
 

32
6,
90
0 
 

２
 

15
7,
00
0 
 

18
5,
00
0 
 

23
3,
20
0 
 

25
5,
80
0 
 

28
3,
40
0 
 

32
9,
10
0 
 

３
 

15
8,
50
0 
 

18
7,
10
0 
 

23
5,
00
0 
 

25
6,
80
0 
 

28
5,
40
0 
 

33
1,
20
0 
 

４
 

15
9,
90
0 
 

18
9,
20
0 
 

23
6,
80
0 
 

25
7,
90
0 
 

28
7,
40
0 
 

33
3,
40
0 
 

５
 

16
1,
30
0 
 

19
1,
30
0 
 

23
8,
20
0 
 

25
8,
90
0 
 

28
9,
20
0 
 

33
5,
60
0 
 

６
 

16
2,
80
0 
 

19
3,
60
0 
 

23
9,
60
0 
 

26
0,
00
0 
 

29
1,
00
0 
 

33
7,
70
0 
 

７
 

16
4,
30
0 
 

19
5,
90
0 
 

24
0,
80
0 
 

26
0,
90
0 
 

29
2,
90
0 
 

33
9,
90
0 
 

８
 

16
5,
80
0 
 

19
8,
20
0 
 

24
2,
10
0 
 

26
2,
00
0 
 

29
4,
80
0 
 

34
2,
00
0 
 

９
 

16
7,
10
0 
 

20
0,
60
0 
 

24
3,
30
0 
 

26
3,
30
0 
 

29
6,
70
0 
 

34
3,
70
0 
 

10
 

16
8,
80
0 
 

20
2,
00
0 
 

24
4,
40
0 
 

26
4,
10
0 
 

29
8,
60
0 
 

34
5,
70
0 
 

11
 

17
0,
40
0 
 

20
3,
40
0 
 

24
5,
40
0 
 

26
5,
40
0 
 

30
0,
40
0 
 

34
7,
60
0 
 

12
 

17
2,
00
0 
 

20
4,
80
0 
 

24
6,
50
0 
 

26
6,
70
0 
 

30
2,
30
0 
 

34
9,
60
0 
 

13
 

17
3,
50
0 
 

20
6,
20
0 
 

24
7,
80
0 
 

26
8,
00
0 
 

30
4,
00
0 
 

35
1,
70
0 
 

14
 

17
5,
50
0 
 

20
7,
70
0 
 

24
8,
90
0 
 

26
9,
50
0 
 

30
5,
70
0 
 

35
3,
80
0 
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15
 

18
0,
40
0 

21
2,
10
0 

25
2,
20
0 

27
2,
30
0 

30
8,
80
0 

35
7,
00
0 

16
 

18
2,
40
0 

21
3,
30
0 

25
3,
20
0 

27
3,
80
0 

31
0,
60
0 

35
9,
00
0 

17
 

18
4,
60
0 

21
4,
70
0 

25
4,
10
0 

27
5,
20
0 

31
2,
50
0 

36
1,
00
0 

18
 

18
6,
70
0 

21
6,
20
0 

25
5,
00
0 

27
6,
60
0 

31
4,
10
0 

36
3,
00
0 

19
 

18
8,
80
0 

21
7,
70
0 

25
6,
00
0 

27
7,
90
0 

31
5,
80
0 

36
5,
10
0 

20
 

19
0,
90
0 

21
9,
20
0 

25
7,
00
0 

27
9,
40
0 

31
7,
50
0 

36
7,
20
0 

21
 

19
3,
00
0 

22
0,
60
0 

25
7,
90
0 

28
1,
00
0 

31
9,
00
0 

36
8,
90
0 

22
 

19
5,
20
0 

22
2,
30
0 

25
8,
90
0 

28
2,
60
0 

32
0,
50
0 

37
1,
00
0 

23
 

19
7,
40
0 

22
4,
00
0 

25
9,
90
0 

28
4,
10
0 

32
2,
10
0 

37
3,
10
0 

24
 

19
9,
60
0 

22
5,
70
0 

26
0,
90
0 

28
5,
60
0 

32
3,
60
0 

37
5,
10
0 

25
 

20
1,
60
0 

22
7,
10
0 

26
2,
10
0 

28
6,
90
0 

32
5,
30
0 

37
7,
10
0 

26
 

20
2,
90
0 

22
8,
80
0 

26
3,
50
0 

28
8,
70
0 

32
6,
70
0 

37
8,
70
0 

27
 

20
4,
20
0 

23
0,
50
0 

26
4,
70
0 

29
0,
50
0 

32
8,
20
0 

38
0,
60
0 

28
 

20
5,
50
0 

23
2,
20
0 

26
6,
10
0 

29
2,
20
0 

32
9,
80
0 

38
2,
50
0 

29
 

20
6,
70
0 

23
3,
80
0 

26
7,
40
0 

29
3,
80
0 

33
1,
20
0 

38
4,
30
0 

30
 

20
7,
90
0 

23
5,
20
0 

26
8,
90
0 

29
5,
50
0 

33
2,
70
0 

38
6,
00
0 

31
 

20
9,
20
0 

23
6,
50
0 

27
0,
50
0 

29
7,
10
0 

33
4,
10
0 

38
7,
90
0 

32
 

21
0,
40
0 

23
7,
70
0 

27
2,
00
0 

29
8,
80
0 

33
5,
60
0 

38
9,
70
0 

33
 

21
1,
70
0 

23
9,
00
0 

27
3,
60
0 

30
0,
30
0 

33
7,
20
0 

39
1,
40
0 

34
 

21
3,
00
0 

24
0,
10
0 

27
5,
10
0 

30
1,
80
0 

33
8,
70
0 

39
3,
10
0 

35
 

21
4,
30
0 

24
1,
00
0 

27
6,
40
0 

30
3,
40
0 

34
0,
30
0 

39
4,
90
0 

36
 

21
5,
60
0 

24
2,
10
0 

27
7,
80
0 

30
5,
00
0 

34
1,
80
0 

39
6,
60
0 

37
 

21
7,
00
0 

24
3,
20
0 

27
9,
40
0 

30
6,
50
0 

34
3,
50
0 

39
8,
20
0 

38
 

21
8,
40
0 

24
4,
30
0 

28
0,
80
0 

30
7,
90
0 

34
5,
10
0 

39
9,
90
0 

39
 

21
9,
80
0 

24
5,
20
0 

28
2,
30
0 

30
9,
50
0 

34
6,
60
0 

40
1,
70
0 

40
 

22
1,
20
0 

24
6,
30
0 

28
3,
70
0 

31
1,
10
0 

34
8,
20
0 

40
3,
50
0 

41
 

22
2,
20
0 

24
7,
10
0 

28
5,
30
0 

31
2,
70
0 

34
9,
40
0 

40
5,
00
0 

42
 

22
3,
60
0 

24
8,
00
0 

28
6,
90
0 

31
4,
10
0 

35
0,
90
0 

40
6,
50
0 

43
 

22
5,
00
0 

24
8,
90
0 

28
8,
40
0 

31
5,
50
0 

35
2,
40
0 

40
8,
00
0 

 

 
 

15
 

17
7,
50
0 
 

20
9,
20
0 
 

24
9,
90
0 
 

27
0,
80
0 
 

30
7,
50
0 
 

35
5,
90
0 
 

16
 

17
9,
50
0 
 

21
0,
50
0 
 

25
0,
90
0 
 

27
2,
30
0 
 

30
9,
30
0 
 

35
7,
90
0 
 

17
 

18
1,
70
0 
 

21
1,
90
0 
 

25
1,
90
0 
 

27
3,
70
0 
 

31
1,
20
0 
 

35
9,
90
0 
 

18
 

18
3,
80
0 
 

21
3,
40
0 
 

25
2,
90
0 
 

27
5,
20
0 
 

31
2,
80
0 
 

36
1,
90
0 
 

19
 

18
5,
90
0 
 

21
4,
90
0 
 

25
4,
00
0 
 

27
6,
60
0 
 

31
4,
50
0 
 

36
4,
00
0 
 

20
 

18
8,
00
0 
 

21
6,
40
0 
 

25
5,
00
0 
 

27
8,
10
0 
 

31
6,
20
0 
 

36
6,
10
0 
 

21
 

19
0,
10
0 
 

21
7,
80
0 
 

25
6,
00
0 
 

27
9,
70
0 
 

31
7,
70
0 
 

36
7,
80
0 
 

22
 

19
2,
30
0 
 

21
9,
50
0 
 

25
7,
00
0 
 

28
1,
30
0 
 

31
9,
30
0 
 

36
9,
90
0 
 

23
 

19
4,
50
0 
 

22
1,
20
0 
 

25
8,
10
0 
 

28
2,
80
0 
 

32
0,
90
0 
 

37
2,
00
0 
 

24
 

19
6,
70
0 
 

22
2,
90
0 
 

25
9,
20
0 
 

28
4,
30
0 
 

32
2,
40
0 
 

37
4,
00
0 
 

25
 

19
8,
80
0 
 

22
4,
30
0 
 

26
0,
40
0 
 

28
5,
60
0 
 

32
4,
10
0 
 

37
6,
00
0 
 

26
 

20
0,
10
0 
 

22
6,
00
0 
 

26
1,
90
0 
 

28
7,
40
0 
 

32
5,
50
0 
 

37
7,
60
0 
 

27
 

20
1,
40
0 
 

22
7,
70
0 
 

26
3,
20
0 
 

28
9,
20
0 
 

32
7,
00
0 
 

37
9,
50
0 
 

28
 

20
2,
70
0 
 

22
9,
40
0 
 

26
4,
60
0 
 

29
0,
90
0 
 

32
8,
60
0 
 

38
1,
40
0 
 

29
 

20
3,
90
0 
 

23
1,
00
0 
 

26
6,
00
0 
 

29
2,
50
0 
 

33
0,
00
0 
 

38
3,
20
0 
 

30
 

20
5,
10
0 
 

23
2,
40
0 
 

26
7,
60
0 
 

29
4,
20
0 
 

33
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9,
60
0 

35
2,
00
0 

37
0,
00
0 

 
 

10
5 

28
9,
40
0 

32
0,
00
0 

35
2,
30
0 

37
0,
60
0 

 
 

10
6 

28
9,
90
0 

32
0,
50
0 

35
2,
80
0 

37
1,
10
0 

 
 

10
7 

29
0,
40
0 

32
1,
00
0 

35
3,
20
0 

37
1,
60
0 

 
 

10
8 

29
0,
90
0 

32
1,
50
0 

35
3,
50
0 

37
2,
10
0 

 
 

10
9 

29
1,
10
0 

32
1,
90
0 

35
4,
00
0 

37
2,
70
0 

 
 

11
0 

29
1,
40
0 

32
2,
30
0 

35
4,
50
0 

37
3,
10
0 

 
 
 

11
1 

29
1,
60
0 

32
2,
60
0 

35
5,
00
0 

37
3,
60
0 

 
 

11
2 

29
2,
00
0 

32
2,
90
0 

35
5,
50
0 

37
4,
10
0 

 
 

11
3 

29
2,
30
0 

32
3,
30
0 

35
6,
00
0 

37
4,
70
0 

 
 

11
4 

29
2,
50
0 

32
3,
70
0 

35
6,
50
0 

 
 

 

11
5 

29
2,
90
0 

32
4,
10
0 

35
7,
00
0 

 
 

 

11
6 

29
3,
20
0 

32
4,
40
0 

35
7,
40
0 

 
 

 

11
7 

29
3,
50
0 

32
4,
60
0 

35
7,
80
0 

 
 

 

11
8 

29
3,
80
0 

32
4,
90
0 

35
8,
20
0 

 
 

 

11
9 

29
4,
10
0 

32
5,
30
0 

35
8,
70
0 

 
 

 

12
0 

29
4,
50
0 

32
5,
50
0 

35
9,
20
0 

 
 

 

12
1 

29
4,
80
0 

32
5,
70
0 

35
9,
60
0 

 
 

 

12
2 

29
5,
20
0 

32
6,
00
0 

36
0,
10
0 

 
 

 

12
3 

29
5,
50
0 

32
6,
30
0 

36
0,
60
0 

 
 

 

12
4 

29
5,
90
0 

32
6,
60
0 

36
1,
10
0 

 
 

 

12
5 

29
6,
10
0 

32
6,
80
0 

36
1,
40
0 

 
 

 

12
6 

29
6,
30
0 

32
7,
10
0 

 
 

 
 

12
7 

29
6,
60
0 

32
7,
50
0 

 
 

 
 

12
8 

29
7,
00
0 

32
7,
70
0 

 
 

 
 

12
9 

29
7,
20
0 

32
7,
80
0 

 
 

 
 

13
0 

29
7,
50
0 

32
8,
10
0 

 
 

 
 

 

 
 

10
2 

28
6,
00
0 
 

31
7,
30
0 
 

35
0,
00
0 
 

36
8,
00
0 
 
 

 

10
3 

28
6,
80
0 
 

31
7,
90
0 
 

35
0,
50
0 
 

36
8,
50
0 
 
 

 

10
4 

28
7,
60
0 
 

31
8,
50
0 
 

35
0,
90
0 
 

36
8,
90
0 
 

 
 

10
5 

28
8,
30
0 
 

31
8,
90
0 
 

35
1,
20
0 
 

36
9,
50
0 
 

 
 

10
6 

28
8,
80
0 
 

31
9,
40
0 
 

35
1,
70
0 
 

37
0,
00
0 
 

 
 

10
7 

28
9,
30
0 
 

31
9,
90
0 
 

35
2,
10
0 
 

37
0,
50
0 
 

 
 

10
8 

28
9,
80
0 
 

32
0,
40
0 
 

35
2,
40
0 
 

37
1,
00
0 
 

 
 

10
9 

29
0,
00
0 
 

32
0,
80
0 
 

35
2,
90
0 
 

37
1,
60
0 
 

 
 

11
0 

29
0,
30
0 
 

32
1,
20
0 
 

35
3,
40
0 
 

37
2,
00
0 
 

 
 

11
1 

29
0,
50
0 
 

32
1,
50
0 
 

35
3,
90
0 
 

37
2,
50
0 
 

 
 

11
2 

29
0,
90
0 
 

32
1,
80
0 
 

35
4,
40
0 
 

37
3,
00
0 
 
 

 

11
3 

29
1,
20
0 
 

32
2,
20
0 
 

35
4,
90
0 
 

37
3,
60
0 
 
 

 

11
4 

29
1,
40
0 
 

32
2,
60
0 
 

35
5,
40
0 
 
 

 
 

11
5 

29
1,
80
0 
 

32
3,
00
0 
 

35
5,
90
0 
 
 

 
 

11
6 

29
2,
10
0 
 

32
3,
30
0 
 

35
6,
30
0 
 
 

 
 

11
7 

29
2,
40
0 
 

32
3,
50
0 
 

35
6,
70
0 
 
 

 
 

11
8 

29
2,
70
0 
 

32
3,
80
0 
 

35
7,
10
0 
 

 
 

 

11
9 

29
3,
00
0 
 

32
4,
20
0 
 

35
7,
60
0 
 

 
 

 

12
0 

29
3,
40
0 
 

32
4,
40
0 
 

35
8,
10
0 
 

 
 

 

12
1 

29
3,
70
0 
 

32
4,
60
0 
 

35
8,
50
0 
 

 
 

 

12
2 

29
4,
10
0 
 

32
4,
90
0 
 

35
9,
00
0 
 

 
 

 

12
3 

29
4,
40
0 
 

32
5,
20
0 
 

35
9,
50
0 
 

 
 

 

12
4 

29
4,
80
0 
 

32
5,
50
0 
 

36
0,
00
0 
 

 
 

 

12
5 

29
5,
00
0 
 

32
5,
70
0 
 

36
0,
30
0 
 

 
 

 

12
6 

29
5,
20
0 
 

32
6,
00
0 
 
 

 
 

 

12
7 

29
5,
50
0 
 

32
6,
40
0 
 
 

 
 

 

12
8 

29
5,
90
0 
 

32
6,
60
0 
 
 

 
 

 

12
9 

29
6,
10
0 
 

32
6,
70
0 
 

 
 

 
 

13
0 

29
6,
40
0 
 

32
7,
00
0 
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13
1 

29
7,
90
0 

32
8,
50
0 

 
 

 
 

13
2 

29
8,
30
0 

32
8,
70
0 

 
 

 
 

13
3 

29
8,
50
0 

32
9,
00
0 

 
 

 
 

13
4 

29
8,
80
0 

32
9,
40
0 

 
 

 
 

13
5 

29
9,
20
0 

32
9,
80
0 

 
 

 
 

13
6 

29
9,
50
0 

33
0,
20
0 

 
 

 
 

13
7 

29
9,
70
0 

33
0,
50
0 

 
 

 
 

13
8 

30
0,
00
0 

33
0,
90
0 

 
 

 
 

13
9 

30
0,
40
0 

33
1,
30
0 

 
 

 
 

14
0 

30
0,
70
0 

33
1,
70
0 

 
 

 
 

14
1 

30
0,
90
0 

33
2,
00
0 

 
 

 
 

 

14
2 

30
1,
30
0 

33
2,
40
0 

 
 

 
 

 

14
3 

30
1,
70
0 

33
2,
70
0 

 
 

 
 

 

14
4 

30
2,
00
0 

33
3,
10
0 

 
 

 
 

14
5 

30
2,
10
0 

33
3,
40
0 

 
 

 
 

14
6 

30
2,
40
0 

33
3,
80
0 

 
 

 
 

14
7 

30
2,
70
0 

33
4,
20
0 

 
 

 
 

14
8 

30
3,
10
0 

33
4,
60
0 

 
 

 
 

14
9 

30
3,
30
0 

33
4,
90
0 

 
 

 
 

15
0 

30
3,
50
0 

33
5,
30
0 

 
 

 
 

15
1 

30
3,
80
0 

33
5,
70
0 

 
 

 
 

15
2 

30
4,
10
0 

33
6,
10
0 

 
 

 
 

15
3 

30
4,
50
0 

33
6,
40
0 

 
 

 
 

15
4 

30
4,
70
0 

 
 

 
 

 

15
5 

30
4,
90
0 

 
 

 
 

 

15
6 

30
5,
20
0 

 
 

 
 

 

15
7 

30
5,
50
0 

 
 

 
 

 
 

15
8 

30
5,
80
0 

 
 

 
 

 
 

15
9 

30
6,
10
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
1 

29
6,
80
0 
 

32
7,
40
0 
 

 
 

 
 

13
2 

29
7,
20
0 
 

32
7,
60
0 
 

 
 

 
 

13
3 

29
7,
40
0 
 

32
7,
90
0 
 

 
 

 
 

13
4 

29
7,
70
0 
 

32
8,
30
0 
 

 
 

 
 

13
5 

29
8,
10
0 
 

32
8,
70
0 
 

 
 

 
 

13
6 

29
8,
40
0 
 

32
9,
10
0 
 

 
 

 
 

13
7 

29
8,
60
0 
 

32
9,
40
0 
 

 
 

 
 

13
8 

29
8,
90
0 
 

32
9,
80
0 
 

 
 

 
 

13
9 

29
9,
30
0 
 

33
0,
20
0 
 

 
 

 
 

14
0 

29
9,
60
0 
 

33
0,
60
0 
 

 
 
 

 
 

 

14
1 

29
9,
80
0 
 

33
0,
90
0 
 

 
 
 

 
 

 

14
2 

30
0,
20
0 
 

33
1,
30
0 
 

 
 

 
 

 

14
3 

30
0,
60
0 
 

33
1,
60
0 
 

 
 

 
 

 

14
4 

30
0,
90
0 
 

33
2,
00
0 
 
 

 
 

 

14
5 

30
1,
00
0 
 

33
2,
30
0 
 
 

 
 

 

14
6 

30
1,
30
0 
 

33
2,
70
0 
 
 

 
 

 

14
7 

30
1,
60
0 
 

33
3,
10
0 
 

 
 

 
 

14
8 

30
2,
00
0 
 

33
3,
50
0 
 

 
 

 
 

14
9 

30
2,
20
0 
 

33
3,
80
0 
 

 
 

 
 

15
0 

30
2,
40
0 
 

33
4,
20
0 
 

 
 

 
 

15
1 

30
2,
70
0 
 

33
4,
60
0 
 

 
 

 
 

15
2 

30
3,
00
0 
 

33
5,
00
0 
 

 
 

 
 

15
3 

30
3,
40
0 
 

33
5,
30
0 
 

 
 

 
 

15
4 

30
3,
60
0 
 

 
 

 
 

 

15
5 

30
3,
80
0 
 

 
 

 
 

 

15
6 

30
4,
10
0 
 

 
 

 
 

 

15
7 

30
4,
40
0 
 

 
 

 
 

 
 

15
8 

30
4,
70
0 
 

 
 

 
 

 
 

15
9 

30
5,
00
0 
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16
0 

30
6,
40
0 

 
 

 
 

 

16
1 

30
6,
80
0 

 
 

 
 

 

16
2 

30
7,
10
0 

 
 

 
 

 

16
3 

30
7,
40
0 

 
 

 
 

 

16
4 

30
7,
70
0 

 
 

 
 

 

16
5 

30
8,
10
0 

 
 

 
 

 

16
6 

30
8,
40
0 

 
 

 
 

 

16
7 

30
8,
70
0 

 
 

 
 

 

16
8 

30
9,
00
0 

 
 

 
 

 

16
9 

30
9,
40
0 

 
 

 
 

 

再
任

用
職

員
 

 
23
3,
90
0 

25
4,
20
0 

26
1,
40
0 

27
1,
60
0 

28
7,
90
0 

32
5,
00
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
看
護
師
等
に
適
用
す
る
。

 

 
 

16
0 

30
5,
30
0 
 

 
 

 
 

 

16
1 

30
5,
70
0 

 
 

 
 

 

16
2 

30
6,
00
0 
 

 
 

 
 

 

16
3 

30
6,
30
0 
 

 
 

 
 

 

16
4 

30
6,
60
0 
 

 
 

 
 

 

16
5 

30
7,
00
0 
 

 
 

 
 

 

16
6 

30
7,
30
0 
 

 
 

 
 

 

16
7 

30
7,
60
0 
 

 
 

 
 

 

16
8 

30
7,
90
0 
 

 
 

 
 

 

16
9 

30
8,
30
0 
 

 
 

 
 

 

再
任

用
職

員
 

 
23
2,
70
0 

25
3,
10
0 

26
0,
30
0 

27
0,
50
0 

28
6,
80
0 

32
3,
90
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
本
庁
等
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
に
適
用
す
る
。
 

別
表
第
４
 
（
略
）

 
別
表
第
４
 
（
略
）
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第
２
条
関
係
（
登
米
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
19
条
の
３
 
（
略
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

(1
)
 

前
項
の
職

員
の
う
ち
再
任

用
職
員
以

外
の
職
員

 
当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基

礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
16
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け

る
べ

き
扶

養
手

当
の

月
額

及
び

こ
れ

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算
し
た
額
に
10
0分

の
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(2
)
 
前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
 
当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額

に
10
0分

の
37
.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
（
略
）
 

第
20
条
の
２
～
第
24
条
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
18
 
（
略
）
 

19
 
附
則
第

16
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第

20
条
第
２
項
第
１
号
に
定
め
る
額

は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら
、
同
号

に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第

16
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る

も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に

10
0
分
の

1.
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最

低
号
俸
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
に

1
0
0
分

の
8
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
 

第
１
条
～
第
19
条
の
３
 
（
略
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

(1
)
 

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任

用
職
員
以

外
の
職
員

 
当
該

職
員
の
勤

勉
手
当
基

礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
16
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け

る
べ

き
扶

養
手

当
の

月
額

及
び

こ
れ

に
対

す
る

地
域
手

当
の

月
額

の
合

計
額

を

加
算
し
た
額
に
、
６

月
に
支
給

す
る
場
合

に
お
い

て
は

10
0
分
の
75
、
12
月
に
支

給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
85
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(2
)
 
前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
 
当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額

に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
35
、
12
月
に
支
給
す
る
場
合

に
お
い
て
は
10
0分

の
40
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
（
略
）
 

第
20
条
の
２
～
第
24
条
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
18
 
（
略
）
 

19
 

附
則

第
16

項
の

規
定
が
適

用
さ

れ
る

間
、
第

20
条

第
２

項
第

１
号

に
定
め

る
額

は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら
、
同
号

に
掲

げ
る

職
員

で
附

則
第

16
項

の
規

定
に
よ

り
給

与
が

減
ぜ

ら
れ

て
支
給

さ
れ

る

も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対

象
額
に

、
６
月
に

支
給
す
る

場
合
に

お
い
て
は

10
0
分
の

1.
12
5、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
1.
27
5を

乗
じ
て
得
た
額
（
最

低
号
俸
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給

す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
75
、
12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の

85
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
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20
～
22
 
（
略
）
 

別
表
第
１
～
別
表
第
４
 
（
略
）
 

20
～
22
 
（
略
）
 

別
表
第
１
～
別
表
第
４
 
（
略
）
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第
３
条
関
係
（
登
米
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
５
条
 
（
略
）
 

（
給
与
に
関
す
る
特
例
）
 

第
６
条
 
特

定
任
期

付
職
員
（

企
業
職
員

で
あ
る
特
定
任
期
付
職
員
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
８
条
に
お
い
て
同
じ
。）

に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。
 

号
俸
 

給
料
月
額
 

 
円
 

１
 

37
1,
00
0 

２
 

41
9,
00
0 

３
 

47
1,
00
0 

４
 

53
2,
00
0 

５
 

60
7,
00
0 

６
 

70
9,
00
0 

７
 

82
9,
00
0 

２
～
５
 
（
略
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
11
条
の
２
の
２
、
第
18
条
の
２
第
１
項

及
び
第
19
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
11
条
の
２
の
２
中

「
医
療
職
給
料
表
(1
)の

適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
職
給
料
表
(1
)

の
適

用
を

受
け

る
職

員
及

び
登

米
市

一
般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

（
平
成
21
年

登
米
市
条
例
第

37
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）

第
６
条
第
１
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と

い
う
。）
」
と
、
給
与
条
例
第
18
条
の
２
第
１
項
中
「
規
則
で
指
定
す
る
職
に
あ
る
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

規
則

で
指

定
す

る
職
に

あ
る

職
員

（
特

定
任

期
付

職
員

を
含

む
。）
」
と
、
給
与
条
例
第
19
条
第
２
項
中
「
10
0分

の
12
2.
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
条
～
第
５
条
 
（
略
）
 

（
給
与
に
関
す
る
特
例
）
 

第
６
条
 
特
定
任
期

付
職
員
（

企
業
職
員

で
あ
る

特
定
任
期

付
職
員
を

除
く
。

以
下

こ
の
条
及
び
第
８
条
に
お
い
て
同
じ
。）

に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。
 

号
俸
 

給
料
月
額
 

 
円
 

１
 

37
0,
00
0 

２
 

41
8,
00
0 

３
 

47
0,
00
0 

４
 

53
1,
00
0 

５
 

60
6,
00
0 

６
 

70
8,
00
0 

７
 

82
8,
00
0 

２
～
５
 
（
略
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
11
条
の
２
の
２
、
第
18
条
の
２
第
１
項

及
び
第
19
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
11
条
の
２
の
２
中

「
医
療
職
給
料
表
(1
)の

適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
職
給
料
表
(1
)

の
適

用
を

受
け

る
職

員
及

び
登

米
市

一
般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等
に

関
す

る

条
例
（
平
成

21
年
登
米
市
条
例
第

37
号
。
以
下

「
任
期
付
職
員

条
例
」
と
い

う
。
）

第
６
条
第
１
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と

い
う
。）
」
と
、
給
与
条
例
第
18
条
の
２
第
１
項
中
「
規
則
で
指
定
す
る
職
に
あ
る
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

規
則

で
指

定
す

る
職
に

あ
る

職
員

（
特

定
任

期
付
職

員
を

含

む
。）
」
と
、
給
与
条
例
第
19
条
第
２
項
中
「
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
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 」
と
あ
る
の

は
「
10
0
分
の

15
5」

と
、「

10
0
分
の

13
7.
5」

と
あ
る
の
は
「
10
0
分
の

16
0」

と

す
る
。
 

第
９
条
・
第

10
条
 
（
略
）
 

10
0分

の
12
2.
5、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
13
7.
5」

と
あ
る
の

は
「
10
0分

の
15
5」

と
 
 
  
  

 
  
  
  

 
 
 
 
 
  
  

 
  
  

 
 
 
 

す
る
。
 

第
９
条
・
第
10
条
 
（
略
）
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第
４
条
関
係
（
登
米
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
７
条
 
（
略
）
 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
11
条
の
２
の
２
、
第
18
条
の
２
第
１
項

及
び
第
19
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
11
条
の
２
の
２
中

「
医
療
職
給
料
表
(1
)の

適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
職
給
料
表
(1
)

の
適

用
を

受
け

る
職
員

及
び
登

米
市
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例
（
平
成
21
年
登
米
市
条
例
第
37
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）

第
６
条
第
１
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と

い
う
。
）
」
と
、
給
与
条
例
第
18
条
の
２
第
１
項
中
「
規
則
で
指
定
す
る
職
に
あ
る

職
員
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
で
指
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
を
含

む
。
）
」
と
、
給
与
条
例
第
19
条
第
２
項
中
「
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て

は
10
0分

の
12
2.
5、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
10
0分

の
13
7.
5」

と
あ
る

の
は
「
10
0分

の
15
7.
5」

と
す
る
。
 

第
９
条
・
第
10
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
７
条
 
（
略
）
 

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
11
条
の
２
の
２
、
第
18
条
の
２
第
１
項

及
び
第
19
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
11
条
の
２
の
２
中

「
医
療
職
給
料
表
(1
)の

適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
職
給
料
表
(1
)

の
適

用
を

受
け

る
職

員
及

び
登

米
市

一
般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
等
に

関
す

る

条
例
（
平
成
21
年
登
米
市
条
例
第
37
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）

第
６
条
第
１
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と

い
う
。
）
」
と
、
給
与
条
例
第
18
条
の
２
第
１
項
中
「
規
則
で
指
定
す
る
職
に
あ
る

職
員
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
で
指
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
を
含

む
。
）
」
と
、
給
与
条
例
第
19
条
第
２
項
中
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10
0分

の
12
2.
5」

と
あ
る
の
は
「
10
0分

の
15
5」

と
、
「
10
0分

の
13
7.
5」

と
あ
る

の
は
「
10
0分

の
16
0 
 」

と
す
る
。
 

第
９
条
・
第
10
条
 
（
略
）
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議
案
第

29
号
関
係
 

登
米
市
海
洋
セ
ン
タ
ー
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
24
4条

の
２
第
１
項
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和

3
1年

法
律
第
1
6
2号

）
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
米
市
海
洋
セ
ン
タ
ー
（
以
下

「
海
洋
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
設
置

及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

第
２
条
～
第
12
条
 
(略

) 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ）

第
24
4条

の
２
第
１
項
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和

3
1年

法
律
第

1
6
2号

）
の
規
定
に
基
づ

き
、
登
米
市
海
洋
セ
ン
タ
ー

（
以
下

「
海
洋
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
設
置

及
び
管
理
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

第
２
条
～
第
12
条
 
(略

) 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）
 

第
13
条
 
教
育
委
員
会
は
、
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

法
第
2
4
4条

の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い

う
。
）
に
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 

前
項

の
規
定
に

よ
り
海
洋

セ
ン
タ
ー

の
管
理

を
指

定
管

理
者

に
行

わ
せ

る
場

合

は
、
第
４
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
休
館
日
及
び
開
館
時
間
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
第
５
条
、
第
７
条
、
第
９
条
及
び
第
10
条
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
海

洋
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
(見

出
し
を
含
み
、
第
10
条
第
４
号
を
除
く
。
)中

「
教
育

委
員
会
」
と
あ
り
、
及
び
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、「

使
用
料
」

と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
指
定
管
理
者
の
業
務
）
 

第
14
条
 
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

海
洋
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
許
可
に
関
す
る
業
務
 

(2
) 

海
洋
セ
ン
タ
ー
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
 

(3
) 

前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
業
務
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（
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
）
 

第
15
条
 
指
定
管
理
者
は
、
法
令
、
条
例
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

い
、
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
利
用
料
金
）
 

第
1
6
条

 
第

1
3
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り

海
洋
セ

ン
タ

ー
の

管
理

を
指

定
管

理
者

に

行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
利
用
に
係
る

料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
利
用
料
金
は
、
法
第
2
44
条
の
２
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
の
収
入

と
す
る
。
 

３
 
利
用
料
金
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員

会
の
承
認
を
受
け
て
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 
（
委
任
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

 
（
委
任
）
 

第
13
条
 
（
略
）
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議
案
第

30
号
関
係
 

登
米
市
保
健
福
祉
施
設
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第

16
条
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

保
健
福
祉

施
設
区
分
 

目
的
 

保
健
福
祉
施
設

名
称
 

位
置
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

         

 
 

 

登
米
市
老

人
憩
の
家
 

地
域
の
老
人
に
対
し
、
教
養

の
向
上
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
等
の
場
を
与
え
、
も
っ
て

老
人

の
心

身
の

健
康

の
増

進
を

図
る

と
と

も
に

老
人

福
祉
の
増
進
に
資
す
る
。
 

   

 

米
山

善
王

寺
老

人
憩
の
家
 

登
米

市
米

山
町

字
善

王
寺

森
ノ

腰
21
3
番
地
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 

第
１
条
～
第

16
条
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

保
健
福
祉

施
設
区
分
 

目
的
 

保
健
福
祉
施
設

名
称
 

位
置
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

登
米
市
デ

イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ

ー
 

在
宅

の
虚

弱
老

人
等

に
対

し
て
、
通
所
又
は
訪
問
に
よ

り
各

種
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し
、
日
常
生
活
の
助
長
、

社
会
的
孤
立
感
の
解
消
、
身

体
機

能
の

保
持

向
上

等
を

図
る
と
と
も
に
、
そ
の
家
族

の
身
体
的
、
精
神
的
な
負
担

の
軽
減
を
図
る
。
 

迫
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
 

登
米

市
迫

町
北

方
字
大
洞

45
番

地
３
 

登
米
市
老

人
憩
の
家
 

地
域
の
老
人
に
対
し
、
教
養

の
向
上
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
等
の
場
を
与
え
、
も
っ
て

老
人

の
心

身
の

健
康

の
増

進
を

図
る

と
と

も
に

老
人

福
祉
の
増
進
に
資
す
る
。
 

迫
新

田
老

人
憩

の
家
白
寿
荘
 

登
米

市
迫

町
新

田
字
小
友

65
番

地
１
 

米
山

善
王

寺
老

人
憩
の
家
 

登
米

市
米

山
町

字
善

王
寺

森
ノ

腰
21
3
番
地
 

 
 

 
 

（
略
）
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 別
表
第
２
（
第
８
条
関
係
）
 

   
表
 
（
略
）

 

別
表
第
２
（
第
８
条
関
係
）

 
１
 
登
米
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
登
米
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
登
米
市
高
齢
者

創
造
館
・
登
米
市
高
齢
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
使
用
料
等
 

表
 
（
略
）
 

２
 
登
米
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
使
用
料
等
 

施
設
区
分
 

施
設
名
称
 

使
用
料
等
の
額
 

登
米
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
 

迫
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
 

介
護
保
険
法
等
関
係
費
用

の
額
 

備
考
 
使
用
料
等
に
区
分
さ
れ
る
介
護
保
険
法
等
関
係
費
用
の
額
と
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。
 

(1
)
 

介
護

保
険

法
（
平
成
９

年
法
律

第
12
3
号

。
以
下
「

法
」
と

い
う
。

）
第

41

条
第

４
項

に
規
定
す
る

居
宅
介

護
サ
ー
ビ

ス
費
の
額

の
10
パ

ー
セ
ン
ト

に
相
当

す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と

し
て
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
を
超
え
た
場
合
の
使
用
料
等
の
額
は
、
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
の
額
と
す
る
。
 

(2
)
 
法
第
53
条
第
２
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
の
10
パ
ー
セ
ン

ト
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
と
し
て
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
を
超
え
た
場
合
の
使
用
料
等
の
額
は
、
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
と
す
る
。
 

(3
)
 
身
体
が
虚
弱
等
の
た
め
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
で
、
市
長
が

特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
の
使
用
料
等
の
額
は
、
法
第
41
条
第
４
項
に
規
定
す
る

居
宅

介
護

サ
ー
ビ
ス
費

の
額
又

は
法
第

53
条
第
２
項

に
規
定

す
る
介
護

予
防
サ

ー
ビ
ス
費
の
額
と
す
る
。
 

(4
)
 
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業

の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

11
年
厚
生
省
令
第

37
号
）
に
規
定
す
る

費
用
の
う
ち
、
利
用
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
額
と

す
る
。
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議
案
第

31
号
関
係
 

登
米
市
子
ど
も
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

第
１
条
関
係
（
登
米
市
子
ど
も
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 
改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
の
登
録
）
 

第
５
条
 
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
護
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
規
則
で
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
市

長
に
申
請

し
、

受
給

資
格

の
登

録
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

２
 
前
項
の
登
録
に
係
る
有
効
期
限
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
日
以
後
に
お
い
て
最
初

に
到
来
す
る
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 

３
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
有
効
期
限
の
満
了
日
以
後
引
き
続
き
受
給

資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
保
護
者
に
対
し
て
は
、
当
該
満
了
日
の
翌
日
に
お
い

て
受
給
資
格
の
更
新
の
登
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

        ４
 
第
２
項
の
規
定
は
、
前
項
の
更
新
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

５
 
市
長
は
、
第
１
項
  
  
  
  
  
の
規
定
に
よ
り
保
護
者
か
ら
受
け
た
申
請
に
対
す

る
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 審

査
の
結
果
を
保
護
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
の
登
録
）
 

第
５
条
 
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
護
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
 
 
 
 
 
 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
受
給
資
格
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
受
給
資
格
の
登
録
を
受
け
た
保
護
者
が
当
該
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
、
引

き
続
き
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
受
給
資
格
の
更
新
の
登
録
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第

１
項

の
登

録
に
係
る
有
効
期
限
又

は
前
項
の
更
新
の
登
録
に
係

る
有
効
期
限

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

３
歳
未
満
の
者
 
３
歳
に
達
す
る
日
以
降
に
お
い
て
最
初
に
到
来
す
る
９
月

30
日
ま
で
 

(2
) 

３
歳
以
上
６
歳
未
満
の
者
 
６
歳
に
達
す
る
日
以
降
に
お
い
て
最
初
に
到
来

す
る
９
月
30
日
ま
で
 

(3
) 

６
歳
以
上
９
歳
未
満
の
者
 
９
歳
に
達
す
る
日
以
降
に
お
い
て
最
初
に
到
来

す
る
９
月
30
日
ま
で
 

(4
) 

９
歳
以
上
12
歳
未
満
の
者
 
12
歳
に
達
す
る
日
以
降
に
お
い
て
最
初
に
到
来

す
る
９
月
30
日
ま
で
 

(5
) 

12
歳
以
上
の
者
 
15
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
 

 ４
 
市
長
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
登
録
申

請
書
又
は
更
新
申
請
書
の
審
査
の
結
果
を
保
護
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
者
証
の
交
付
等
）
 

（
受
給
資
格
者
証
の
交
付
等
）
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 第
７
条
 
市
長
は
、
第
５
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
保
護
者

（
以
下
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
受
給
資
格
者
証
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

第
７
条
 
市
長
は
、
第
５
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
保
護
者

（
以
下
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
受
給
資
格
者
証
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

（
助
成
の
方
法
）
 

第
９
条
 
市
長
は
、
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
助
成
を
行
う
場
合
は
、
一
部
負
担
金

を
受
給
資
格
者
に
代
わ
り
、
医
療
機
関
等
の
請
求
に
基
づ
き
宮
城
県
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
を
通
じ
て
当
該
医
療
機
関
等
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

第
10
条
・
第
11
条
 
（
略
）
 

（
助
成
の
方
法
）
 

第
９
条
 
市
  
は
、
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
助
成
を
行
う
場
合
は
、
一
部
負
担
金

を
受
給
資
格
者
に
代
わ
り
、
医
療
機
関
等
の
請
求
に
基
づ
き
宮
城
県
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
を
通
じ
て
当
該
医
療
機
関
等
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

第
10
条
・
第
11
条
 
（
略
）
 

（
損
害
賠
償
と
の
調
整
）
 

第
12
条
 
市
長
は
、
療
養
の
給
付
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
が
、
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ

て
生

じ
た

も
の

で
あ

る
場
合
に

お
い

て
は

当
該

第
三

者
か

ら
賠

償
又

は
補

塡
が

行

わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
助
成
金
の
全
部
又
は
一
部
を
交
付
せ

ず
、
又
は
既
に
助
成
し
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

第
13
条
・
第
14
条
 
（
略
）
 

（
損
害
賠
償
と
の
調
整
）
 

第
12
条
 
市
  
は
、
療
養
の
給
付
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
が
、
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ

て
生

じ
た

も
の

で
あ

る
場
合
に

お
い

て
は

当
該
第

三
者
か
ら

賠
償

又
は

補
填
が
行

わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
助
成
金
の
全
部
又
は
一
部
を
交
付
せ

ず
、
又
は
既
に
助
成
し
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

第
13
条
・
第
14
条
 
（
略
）
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 第
２
条
関
係
（
登
米
市
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 
改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
の
登
録
）
 

第
５
条
 
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
母
子
・
父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及
び
児

童
は
、
あ
ら
か
じ
め
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
長
に
申
請
し
、
受
給
資
格
の

登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
登
録
に
係
る
有
効
期
限
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
日
以
後
に
お
い
て
最
初

に
到
来
す
る
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
 

３
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
有
効
期
限
の
満
了
日
以
後
引
き
続
き
受
給

資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
母
子
・
父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及
び
児
童
に
対
し
て

は
、
当
該
満
了
日
の
翌
日
に
お
い
て
受
給
資
格
の
更
新
の
登
録
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
 

４
 
第
２
項
の
規
定
は
、
前
項
の
更
新
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

  ５
 
市
長
は
、
第
１
項
  
  
  
  
 
 の

規
定
に
よ
り
母
子
・
父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及

び
児

童
か

ら
受

け
た
申
請
に
対
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
審

査
結

果
を

当
該

母

子
・
父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及
び
児
童
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
の
登
録
）
 

第
５
条
 
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
母
子
・
父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及
び
児

童
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
に
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
受
給
資
格
の

登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
登
録
に
係
る
有
効
期
限
は
、
平
成
17
年
９
月
30
日
を
基
準
と
し
て
３
年
毎

の
  
  
  
  
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
３
年
毎
の
９
月
30
日
の
属
す
る
年

度
の
末
日
ま
で
に
子
が
18
歳
に
達
す
る
場
合
は
、
そ
の
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の

末
日
ま
で
と
す
る
。
 

３
 
受
給
資
格
の
登
録
を
受
け
た
保
護
者
が
当
該
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
、
引

き
続
き
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
受
給
資
格
の
更
新
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ４
 
前
項
の
更
新
の
登
録
に
係
る
有
効
期
限
は
、
３
年
後
の
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
３
年
後
の
９
月
30
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
に
子
が
18
歳
に
達
す
る

場
合
は
、
そ
の
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
と
す
る
。
 

５
 
市
長
は
、
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
母
子
・
父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及

び
児

童
か

ら
提

出
さ

れ
た
登
録

申
請

書
又

は
更
新

申
請
書
の

審
査

結
果

を
当
該
母

子
・
父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及
び
児
童
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
者
証
の
交
付
等
）
 

第
７
条
 
市
長
は
、
第
５
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
母
子
・

父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及
び
児
童
（
以
下
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

受
給
資
格
者
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
受
給
者
証
の
交
付
  
  
  
）
 

第
７
条
 
市
長
は
、
第
５
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
母
子
・

父
子
家
庭
の
母
又
は
父
及
び
児
童
（
以
下
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

受
給
者
証
  
  
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
者
証
の
提
示
）
 

（
受
給
者
証
  
  
の
提
示
）
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 第
８
条
 
（
略
）
 

第
９
条
～
第
11
条
 
（
略
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

第
９
条
～
第
11
条
 
（
略
）
 

（
損
害
賠
償
と
の
調
整
）
 

第
12
条
 
市
長
は
、
療
養
  
の
給
付
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
が
、
第
三
者
の
行
為
に
よ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
第
三
者
か
ら
賠
償
又
は
補
塡
 
  

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
助
成
金
の
全
部
又
は
一
部
を
交

付
せ

ず
、

又
は

既
に

助
成
し
た

金
額

の
全

部
又

は
一

部
を

返
還

さ
せ

る
も

の
と

す

る
。
 

第
13
条
・
第
14
条
 
（
略
）
 

（
損
害
賠
償
と
の
調
整
）
 

第
12
条
 
市
  
は
、
療
養
費
の
給
付
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
が
、
第
三
者
の
行
為
に
よ

っ
て

生
じ

た
も

の
で
あ
る

場
合

に
お
い

て
は
当

該
第
三

者
か

ら
賠
償

又
は
補

て
ん

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
助
成
金
の
全
部
又
は
一
部
を
交

付
せ

ず
、

又
は

既
に
助
成

し
た

金
額
の

全
部
又

は
一
部

を
返

還
さ
せ

る
も
の

と
す

る
。
 

第
13
条
・
第
14
条
 
（
略
）
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 第
３
条
関
係
（
登
米
市
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 
改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
の
登
録
）
 

第
５
条
 
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
助
成
対
象
者
又
は
そ
の
保
護
者
は
、
あ

ら
か
じ
め
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
長
に
申
請
し
、
受
給
資
格
の
登
録
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
登
録
に
係
る
有
効
期
限
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
日
以
後
に
お
い
て
最
初

に
到
来
す
る
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

３
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
有
効
期
限
の
満
了
日
以
後
引
き
続
き
受
給

資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
助
成
対
象
者
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
は
、
当
該

満
了
日
の
翌
日
に
お
い
て
受
給
資
格
の
更
新
の
登
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
第
２
項
の
規
定
は
、
前
項
の
更
新
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

５
 
市
長
は
、
第
１
項
  
  
  
  
  
の
規
定
に
よ
り
助
成
対
象
者
又
は
そ
の
保
護
者
か

ら
受
け
た
申
請
に
対
す
る
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 審

査
の
結
果
を
、
当
該
助
成

対
象
者
又
は
そ
の
保
護
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
受
給
資
格
の
登
録
）
 

第
５
条
 
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
助
成
対
象
者
又
は
そ
の
保
護
者
は
、
あ

ら
か
じ
め
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
受
給
資
格
の
登
録
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
登
録
に
係
る
有
効
期
限
は
、
平
成
17
年
９
月
30
日
を
基
準
と
し
て
３
年
毎

の
  
  
  
  
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

３
 

受
給

資
格

の
登

録
を
受
け

た
助
成
対

象
者
又

は
そ
の
保

護
者
が
当

該
登
録

の
有

効
期
間
の
満
了
後
も
、
引
き
続
き
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
受

給
資
格
の
更
新
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
前
項
の
更
新
の
登
録
に
係
る
有
効
期
限
は
、
３
年
後
の
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

５
 
市
長
は
、
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
助
成
対
象
者
若
し
く
は
保
護
者
か

ら
提
出
さ
れ
た
登
録
申
請
書
若
し
く
は
更
新
申
請
書
の
審
査
の
結
果
を
、
当
該
助
成

対
象
者
又
は
そ
の
保
護
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
所
得
額
の
確
認
）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
第
３
条
第
２
項
に
定
め
る
所
得
の
額
並
び
に
第
４
条
第
１
項
に
定

め
る
一
部
負
担
金
の
額
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
助
成
対
象
者
に
係
る
医
療
保

険
上
に
お
け
る
被
保
険
者
、
被
扶
養
者
及
び
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
者
の
所

得
の
額
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
課
税
台
帳
及
び
そ
の
他
公
簿
等
に
よ
り

確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
７
条
 
（
略
）
 

（
所
得
額
の
確
認
）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
第
３
条
第
２
項
に
定
め
る
所
得
の
額
並
び
に
第
４
条
第
１
項
に
定

め
る
一
部
負
担
金
の
額
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
助
成
対
象
者
に
係
る
医
療
保

険
上
に
お
け
る
被
保
険
者
、
被
扶
養
者
及
び
そ
の
他
市
が
  
必
要
と
認
め
る
者
の
所

得
の
額
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
課
税
台
帳
及
び
そ
の
他
公
簿
等
に
よ
り

確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
７
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
者
証
の
提
示
）
 

第
８
条
 
受
給
資
格
者
は
、
医
療
機
関
等
に
お
い
て
助
成
対
象
と
な
る
療
養
の
給
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
関
等
に
対
し
、
被
保
険
者
証
又
は
組
合
員

証
と
と
も
に
受
給
資
格
者
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
９
条
～
第
11
条
 
（
略
）
 

（
受
給
資
格
者
証
の
提
示
）
 

第
８
条
 
受
給
資
格
者
は
、
医
療
機
関
等
に
お
い
て
助
成
対
象
と
な
る
療
養
の
給
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
関
等
に
対
し
、
被
保
険
者
証
又
は
組
合
員

証
と
と
も
に
受
給
者
証
  
  
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
９
条
～
第
11
条
 
（
略
）
 

- 61 - 



 

 
（
損
害
賠
償
と
の
調
整
）
 

第
12
条
 
市
長
は
、
療
養
  
の
給
付
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
が
、
第
三
者
の
行
為
に
よ

っ
て

生
じ

た
も

の
で

あ
る
場
合

に
お

い
て

は
当

該
第

三
者

か
ら

賠
償

又
は

補
塡

 

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
助
成
金
の
全
部
又
は
一
部
を
交

付
せ

ず
、

又
は

既
に

助
成
し
た

金
額

の
全

部
又

は
一

部
を

返
還

さ
せ

る
も

の
と

す

る
。
 

第
13
条
・
第
14
条
 
（
略
）
 

（
損
害
賠
償
と
の
調
整
）
 

第
12
条
 
市
  
は
、
療
養
費
の
給
付
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
が
、
第
三
者
の
行
為
に
よ

っ
て

生
じ

た
も

の
で

あ
る
場
合

に
お

い
て

は
当
該

第
三
者
か

ら
賠

償
又

は
補
て
ん

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
助
成
金
の
全
部
又
は
一
部
を
交

付
せ

ず
、

又
は

既
に

助
成
し
た

金
額

の
全

部
又
は

一
部
を
返

還
さ

せ
る

も
の
と
す

る
。
 

第
13
条
・
第
14
条
 
（
略
）
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議
案
第

32
号
関
係
 

登
米
市
都
市
公
園
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第

32
条
 
（
略
）
 

別
表
第
１
・
別
表
第
２
 
（
略
）
 

別
表
第
３
（
第

10
条
関
係
）
 

有
料
公
園
施
設
使
用
料
 

有
料
公
園
施
設
 

利
用
区
分
 

使
用
料
 

（
１
時
間
当
た
り
）
 

冷
暖
房
料
 

（
１
時
間
当
た
り
）
 

冷
房
 

暖
房
 

 
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 

登
米

市
梅

ノ
木

グ
リ

ー
ン

パ
ー

ク
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
 

一
面
 
30
0
円
 

―
 

―
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 

 
備
考
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第

32
条
 
（
略
）
 

別
表
第
１
・
別
表
第
２
 
（
略
）
 

別
表
第
３
（
第

10
条
関
係
）
 

有
料
公
園
施
設
使
用
料
 

有
料
公
園
施
設
 

利
用
区
分
 

使
用
料
 

（
１
時
間
当
た
り
）
 

冷
暖
房
料
 

（
１
時
間
当
た
り
）
 

冷
房
 

暖
房
 

 
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 

登
米

市
梅

ノ
木

グ
リ

ー
ン

パ
ー

ク
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
 

一
面
 
30
0
円
 

―
 

―
 

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
 

一
面
 
20
0
円
 

―
 

―
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

 

備
考
 
（
略
）
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議
案
第

33
号
関
係
 

登
米
市
農
業
集
落
排
水
事
業
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第
30
条
 
（
略
）
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

施
設
の
名
称
等
 

排
水
処
理
施
設
の
名
称
 

排
水
処
理
区
域
 

終
末
処
理
場
の
位
置
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 

長
谷

地
区

農
業

集
落

排
水

処
理
施
設
 

小
島
、
沼
畑
、
長
谷
及
び

舟
場
区
の
一
部
 

登
米

市
中

田
町

浅
水

字

新
大
明
神
16
番
地
１
 

大
泉

地
区

農
業

集
落

排
水

処
理
施
設
 

寺
山
、
上
沼
長
根
、
八
幡

山
、
本
宮
及
び
大
泉
区
の

一
部
 

登
米

市
中

田
町

上
沼

字

新
八
幡
前
23
番
地
１
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

第
１
条
～
第
30
条
 
（
略
）
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

施
設
の
名
称
等
 

排
水
処
理
施
設
の
名
称
 

排
水
処
理
区
域
 

終
末
処
理
場
の
位
置
 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 

長
谷

地
区

農
業

集
落

排
水

処
理
施
設
 

小
島
、
沼
畑
、
長
谷
及
び

舟
場
区
の
一
部
 

登
米

市
中

田
町

浅
水

字

新
大
明
神
16
番
地
１
 

   

 
 

 
 

 

（
略
）
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議
案
第

34
号
関
係
 

登
米
市
営
住
宅
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
67
条
 
（
略
）
 

別
表
（
第
３
条
、
第
57
条
関
係
）
 

１
 
市
営
住
宅
 

名
称
 

位
置
 

迫
西
大
網
住
宅
 

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網
19
9番

地
１

（
代
表
地
番
）
 

迫
西
大
網
第
二
住
宅
 

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網
40
7番

地
６

（
代
表
地
番
）
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 

第
１
条
～
第
67
条
 
（
略
）
 

別
表
（
第
３
条
、
第
57
条
関
係
）
 

１
 
市
営
住
宅
 

名
称
 

位
置
 

迫
西
大
網
住
宅
 

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網
19
9番

地
１

（
代
表
地
番
）
 

  

 

 
 

（
略
）
 

 
 

 

市
営
単
独
住
宅
 

表
 
（
略
）
 

２
 
共
同
施
設
 

表
 
（
略
）
 

表
 
（
略
）
 名

称
 

位
置
 

使
用
料
の
額
 

迫
西
大
網
住
宅
駐
車
場
 

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網

19
9番

地
１
（
代
表
地
番
）
 

月
額
2,
00
0円

 

迫
西
大
網
第
二
住
宅
駐
車
場
 

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網

40
7番

地
６
（
代
表
地
番
）
 

月
額
2,
00
0円

 

 
 

 

（
略
）
 

 
 

 
 

市
営
単
独
住
宅
 

表
 
（
略
）
 

２
 
共
同
施
設
 

表
 
（
略
）
 

表
 
（
略
）
 名

称
 

位
置
 

使
用
料
の
額
 

迫
西
大
網
住
宅
駐
車
場
 

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網

19
9番

地
１
（
代
表
地
番
）
 

月
額
2,
00
0円

 

  

 
 

 
 

 

（
略
）
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議
案
第

35
号
関
係

 

登
米
市
火
災
予
防
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第
50
条
 
（
略
）
 

別
表
第
３
（
第
３
条
、
第
18
条
関
係
）
 

種
類
 

 
離
隔
距
離
(セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
) 

入
力
 

上
方
 
側
方
 
前
方
 
後
方
 

備
考
 

炉
 

開
放
炉
 

使
用
温
度
が

80
0
度

以
上

の
も
の
 

―
 

25
0 

20
0 

30
0 

20
0 

 

使
用
温
度
が

30
0
度

以
上

80
0
度

未
満

の
も
の
 

―
 

15
0 

15
0 

20
0 

15
0 

使
用
温
度
が

30
0
度

未
満

の
も
の
 

―
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

開
放

炉

以
外
 

使
用
温
度
が

80
0
度

以
上

の
も
の
 

―
 

25
0 

20
0 

30
0 

20
0 

使
用
温
度
が

30
0
度

以
上

80
0
度

未
満

の
も
の
 

―
 

15
0 

10
0 

20
0 

10
0 

使
用
温
度
が

30
0
度

未
満

の
も
の
 

―
 

10
0 

50
 

10
0 

50
 

 

第
１
条
～
第
50
条
 
（
略
）
 

別
表
（
第
３
条
、
第
18
条
関
係
）
 

種
類
 

 
離
隔
距
離
(c
m)
 

入
力
 

上
方
 

側
方
 

前
方
 

後
方
 

備
考
 

炉
 

開
放
炉
 

使
用

温
度
が

80
0
℃

以
上

の
も
の
 

―
 

25
0 

20
0 

30
0 

20
0 

 

使
用

温
度
が

30
0
℃

以
上

80
0
℃

未
満

の
も
の
 

―
 

15
0 

15
0 

20
0 

15
0 

使
用

温
度
が

30
0
℃

未
満

の
も
の
 

―
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

開
放

炉

以
外
 

使
用

温
度
が

80
0
℃

以
上

の
も
の
 

―
 

25
0 

20
0 

30
0 

20
0 

使
用

温
度
が

30
0
℃

以
上

80
0
℃

未
満

の
も
の
 

―
 

15
0 

10
0 

20
0 

10
0 

使
用

温
度
が

30
0
℃

未
満

の
も
の
 

―
 

10
0 

50
 

10
0 

50
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 ふ ろ が ま 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

半 密 閉 式 

浴 室 内 設 置 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
出
口
の

な
い
も
の
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は

42
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

15
 

注
 

15
 

15
 
注
：
浴

槽
と
の

離
隔
距

離
は
０

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と
す

る
が
、

合
成
樹

脂
浴
槽

（
ポ
リ

プ
ロ
ピ

レ
ン
浴

槽
等
）

の
場
合

は
２
セ

ン
チ
メ

ー
ト
ル

と
す
る
。 

内
が
ま
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は

42
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

―
 

60
 

―
 

浴 室 外 設 置 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
出
口
の

な
い
も
の
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

15
 

15
 

15
 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
出
口
の

あ
る
も
の
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

15
 

60
 

15
 

 

 ふ ろ が ま 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

半 密 閉 式 

浴 室 内 設 置 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
り
出
し

口
の
な
い
も
の
 21

kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
42
kW
以
下
）
 

―
 

15
 

注
１
 

15
 

15
 
注
１
：

浴
槽
と

の
離
隔

距
離
は

０
cm
と

す
る
が
、

合
成
樹

脂
浴
槽

（
ポ
リ

プ
ロ
ピ

レ
ン
浴

槽
等
）

の
場
合

は
２
cm

と
す
る
。 

内
が
ま
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
42
kW
以
下
）
 

―
 

―
 

60
 

―
 

浴 室 外 設 置 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
り
出
し

口
の
な
い
も
の
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

―
 

15
 

15
 

15
 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
り
出
し

口
の
あ
る
も
の
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

―
 

15
 

60
 

15
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内
が
ま
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

15
 

60
 

―
 
 

密
閉
式
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

２
 

注
 

２
 

２
 

屋
外
用
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

60
 

15
 

15
 

15
 

 

  

 

 

 

 

 

内
が
ま
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

―
 

15
 

60
 

―
 
 

密
閉
式
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

―
 

２
 

注
１
 

２
 

２
 

屋
外
用
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

60
 

15
 

15
 

15
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不 燃 

半 密 閉 式 

浴 室 内 設 置 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
出
口
の

な
い
も
の
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は

42
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

4.
5 

注
 

―
 

4.
5 

 

内
が
ま
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は

42
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

浴 室 外 設 置 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
出
口
の

な
い
も
の
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
出
口
の

あ
る
も
の
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

  

 

不 燃 

半 密 閉 式 

浴 室 内 設 置 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
り
出
し

口
の
な
い
も
の
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
42
kW
以
下
）
 

―
 

4.
5 

注
１
 

―
 

4.
5 

 

内
が
ま
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
42
kW
以
下
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 

浴 室 外 設 置 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
り
出
し

口
の
な
い
も
の
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

外
が
ま
で
バ
ー

ナ
ー
取
り
出
し

口
の
あ
る
も
の
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 
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内
が
ま
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 
 

密
閉
式
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

―
 

２
 

注
 

―
 

２
 

屋
外
用
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
ふ
ろ
用
以
外
の
バ

ー
ナ
ー
を
も
つ
も
の

に
あ
っ
て
は
当
該
バ

ー
ナ
ー
が

70
キ
ロ
ワ

ッ
ト

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
）
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

  

 

 

 

 

 

内
が
ま
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW
で
あ
っ
て
、
か

つ
、
ふ
ろ
用
バ
ー
ナ

ー
が
21
kW
以
下
）
 

―
 

―
 

―
 

―
 
 

密
閉
式
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

―
 

２
 

注
１
 

―
 

２
 

屋
外
用
 

21
kW
以
下
（
ふ
ろ
用

以
外
の
バ
ー
ナ
ー
を

も
つ
も
の
に
あ
っ
て

は
当
該
バ
ー
ナ
ー
が

70
kW

以
下

で
あ

っ

て
、
か
つ
、
ふ
ろ
用

バ
ー
ナ
ー
が

21
kW
以

下
）
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 
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液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

39
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

60
 

15
 

15
 

15
 
 

不
燃
 

39
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

―
 

60
 

15
 

60
 

15
 

温 風 暖 房 機 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 ・ 不 燃 

半 密 閉 式 ・ 密 閉 式 

バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

強
制

対
流

型
 

19
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

60
 

4.
5 

注
１
：

風
道
を

使
用
す

る
も
の

に
あ
っ

て
は
15

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と
す

る
。
 

注
２
：

ダ
ク
ト

接
続
型

以
外
の

場
合
に

あ
っ
て

は
1
0
0

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と
す

る
。
 

液 体 燃 料 

不 燃 以 外 

半
密
閉
式
 
強 制 対 流 型 

温
風
を

前
方
向

に
吹
き

出
す
も

の
 

26
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
 

15
0 

15
 

26
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

10
0 

15
 

10
0 

注
１
 

15
 

温
風
を

全
周
方

向
に
吹

き
出
す

も
の
 

26
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
0 

15
0 

15
0 

強
制
排

気
型
 

26
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

60
 

10
 

10
0 

10
 

密
閉
式
 

強
制
給

排
気
型
 

26
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

60
 

10
 

10
0 

10
 

不 燃 

半
密
閉
式
 
強 制 対 流 型 

温
風
を

前
方
向

に
吹
き

出
す
も

の
 

70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

５
 

―
 

５
 

 

  

液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

39
kW
以
下
 

60
 

15
 

15
 

15
 
 

不
燃
 

39
kW
以
下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

―
 

60
 

15
 

60
 

15
 

温 風 暖 房 機 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 ・ 不 燃 

半 密 閉 式 ・ 密 閉 式 

バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

強
制

対
流

型
 

19
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

60
 

4.
5 

      注
２
：

風
道
を

使
用
す

る
も
の

に
あ
っ

て
は
15
 

cm
と
す

る
。
 

  

液 体 燃 料 

不 燃 以 外 

半
密
閉
式
 
強 制 対 流 型 

温
風
を

前
方
向

に
吹
き

出
す
も

の
 

26
kW
以
下
 

10
0 

15
 

15
0 

15
 

26
kW
を
超
え

70
kW
以

下
 

10
0 

15
 

10
0 

注
２
 

15
 

温
風
を

全
周
方

向
に
吹

き
出
す

も
の
 

26
kW
以
下
 

10
0 

15
0 

15
0 

15
0 

強
制
排

気
型
 

26
kW
以
下
 

60
 

10
 

10
0 

10
 

密
閉
式
 

強
制
給

排
気
型
 26

kW
以
下
 

60
 

10
 

10
0 

10
 

不 燃 

半
密
閉
式
 
強 制 対 流 型 

温
風
を

前
方
向

に
吹
き

出
す
も

の
 

70
kW
以
下
 

80
 

５
 

―
 

５
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温
風
を

全
周
方

向
に
吹

き
出
す

も
の
 

26
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

15
0 

―
 

15
0 

 

強
制
排

気
型
 

26
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

密
閉
式
 

強
制
給

排
気
型
 26

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

―
 

10
0 

60
 

60
 

注
２
 

60
 

厨 房 設 備 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開
放
式
 

組
込
型
こ
ん

ろ
・
グ
リ
ル

付
こ
ん
ろ
・

グ
リ
ド
ル
付

こ
ん
ろ
及
び

キ
ャ
ビ
ネ
ッ

ト
型

こ
ん

ろ
・
グ
リ
ル

付
こ

ん
ろ
 

・
グ
リ
ド
ル

付
こ
ん
ろ
 

14
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
 

注
 

15
 

15
 

注
 

注
：
機

器
本
体

上
方
の

側
方
又

は
後
方

の
離
隔

距
離
を

示
す
。
 

据
置
型
レ
ン

ジ
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
 

注
 

15
 

15
 

注
 

 

 

不 燃 

開
放
式
 

組
込
型
こ
ん

ろ
・
グ
リ
ル

付
こ
ん
ろ
・

グ
リ
ド
ル
付

こ
ん
ろ
及
び
 

14
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

 

  

 

 
 

 
温
風
を

全
周
方

向
に
吹

き
出
す

も
の
 

26
kW
以
下
 

80
 

15
0 

―
 

15
0 

  注
３
：

ダ
ク
ト

接
続
型

以
外
の

場
合
に

あ
っ
て

は
1
0
0
 

c
m
と
す

る
。
 

強
制
排

気
型
 

26
kW
以
下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

 

密
閉
式
 

強
制
給

排
気
型
 26

kW
以
下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

―
 

10
0 

60
 

60
 

注
３
 

60
 

厨 房 設 備 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開
放
式
 

ド
ロ
ッ
プ
イ

ン
式

こ
ん

ろ
、
キ
ャ
ビ

ネ
ッ
ト
型
グ

リ
ル
付
こ
ん

ろ
 

14
kW
以
下
 

10
0 

15
 

注
４
 

15
 

15
 

注
４
 

注
４
：

機
器
本

体
上
方

の
側
方

又
は
後

方
の
離

隔
距
離

を
示

す
。
 

据
置
型
レ
ン

ジ
 

21
kW
以
下
 

10
0 

15
 

注
４
 

15
 

15
 

注
４
 

 

 

不 燃 

開
放
式
 

ド
ロ
ッ
プ
イ

ン
式

こ
ん

ろ
、
キ
ャ
ビ

ネ
ッ
ト
型
グ

リ
ル
付
こ
ん
 

14
kW
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
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キ
ャ
ビ
ネ
ッ

ト
型

こ
ん

ろ
・
グ
リ
ル

付
こ

ん
ろ
 

・
グ
リ
ド
ル

付
こ
ん
ろ
 

 
 

 
 

 
 

据
置
型
レ
ン

ジ
 

21
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

上
記
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の
 

使
用
温
度
が

80
0
度

以
上

の
も
の
 

―
 

25
0 

20
0 

30
0 

20
0 

使
用
温
度
が

30
0
度

以
上

80
0
度

未
満

の
も
の
 

―
 

15
0 

10
0 

20
0 

10
0 

使
用
温
度
が

30
0
度

未
満

の
も
の
 

―
 

10
0 

50
 

10
0 

50
 

ボ イ ラ ー 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開
放
式
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

40
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

半
密
閉
式
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

―
 

15
 

15
 

15
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

―
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

密
閉
式
 

42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

  

 

 
 

ろ
 

 

 
 

 
 

 
 

据
置
型
レ
ン

ジ
 

21
kW
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

上
記
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の
 

使
用
温
度
が

80
0
℃

以
上

の
も
の
 

―
 

25
0 

20
0 

30
0 

20
0 

使
用
温
度
が

30
0
℃

以
上

80
0
℃

未
満

の
も
の
 

―
 

15
0 

10
0 

20
0 

10
0 

使
用
温
度
が

30
0
℃

未
満

の
も
の
 

―
 

10
0 

50
 

10
0 

50
 

ボ イ ラ ー 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 
開
放
式
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 ７

kW
以
下
 

40
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

７
kW
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

半
密
閉
式
 

12
 k
Wを

超
え
42
 k
W

以
下
 

―
 

15
 

15
 

15
 

12
kW
以
下
 

―
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

密
閉
式
 

42
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 
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 屋
外
用
 

フ
ー

ド
を

付

け
な
い
場
合
 

42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

60
 

15
 

15
 

15
 
 

フ
ー

ド
を

付

け
る
場
合
 

42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

15
 

15
 

15
 

不 燃 

開
放
式
 

フ
ー

ド
を

付

け
な
い
場
合
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー

ド
を

付

け
る
場
合
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

半
密
閉
式
 

42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

密
閉
式
 

42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

屋
外
用
 

フ
ー

ド
を

付

け
な
い
場
合
 

42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー

ド
を

付

け
る
場
合
 

42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

40
 

4.
5 

1.
5 

4.
5 

不
燃
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

20
 

1.
5 

―
 

1.
5 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

23
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
る
 

12
0 

45
 

15
0 

45
 

23
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

12
0 

30
 

10
0 

30
 

ス ト ー ブ 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開 放 式 

バ
ー
ナ

ー
が
露

出
 

壁
掛

け
型

及

び
つ

り
下

げ

型
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

30
 

60
 

10
0 

4.
5 

注
：

熱

対
流

方

向
が

一

方
向
に
 

 

  

 

 屋
外
用
 

フ
ー

ド
を

付

け
な
い
場
合
 

42
kW
以
下
 

60
 

15
 

15
 

15
 
 

フ
ー

ド
を

付

け
る
場
合
 

42
kW
以
下
 

15
 

15
 

15
 

15
 

不 燃 

開
放
式
 

フ
ー

ド
を

付

け
な
い
場
合
 

７
kW
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー

ド
を

付

け
る
場
合
 

７
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

半
密
閉
式
 

42
kW
以
下
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

密
閉
式
 

42
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

屋
外
用
 

フ
ー

ド
を

付

け
な
い
場
合
 

42
kW
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー

ド
を

付

け
る
場
合
 

42
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

12
kW
を
超
え
70
kW
以

下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

12
kW
以
下
 

40
 

4.
5 

1.
5 

4.
5 

不
燃
 

12
kW
を
超
え
70
kW
以

下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

12
kW
以
下
 

20
 

1.
5 

―
 

1.
5 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

23
kW
を
超
え
る
 

12
0 

45
 

15
0 

45
 

23
kW
以
下
 

12
0 

30
 

10
0 

30
 

ス ト ー ブ 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開 放 式 

バ
ー
ナ

ー
が
露

出
 

壁
掛
け
型
、

つ
り
下
げ
型
 

７
kW
以
下
 

30
 

60
 

10
0 

4.
5 
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半 密 閉 式 ・ 密 閉 式 

バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

自
然
対
流
型
 
19
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

60
 

4.
5 

4.
5 

注
 

4.
5 

集
中
す

る
場
合

に
あ
っ

て
は
60

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と
す

る
。
 

不 燃 

開 放 式 

バ
ー
ナ

ー
が
露

出
 

壁
掛
け
型
及

び
つ
り
下
げ

型
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

15
 

80
 

4.
5 

半 密 閉 式 ・ 密 閉 式 

バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

自
然
対
流
型
 
19
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

60
 

4.
5 

4.
5 

注
 

4.
5 

液 体 燃 料 

不 燃 以 外 

半
密
閉
式
 
自 然 対 流 型 

機
器

の

全
周

か

ら
熱

を

放
散

す

る
も
の
 

39
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
0 

10
0 

10
0 

10
0 

機
器

の

上
方

又

は
前

方

に
熱

を

放
散

す

る
も

の
 39

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
0 

15
 

10
0 

15
 

不 燃 

半
密
閉
式
 
自 然 対 流 型 

機
器

の

全
周

か

ら
熱

を

放
散

す

る
も

の
 39

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

12
0 

10
0 

―
 

10
0 

 

  

 
 

半 密 閉 式 ・ 密 閉 式 

バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

自
然
対
流
型
 
19
kW
以
下
 

60
 

4.
5 

4.
5 

注
５
 

4.
5 

注
５
：

熱
対
流

方
向
が

一
方
向

に
集
中

す
る
場

合
に
あ

っ
て
は

60
㎝
と

す
る
。
 

不 燃 

開 放 式 

バ
ー
ナ

ー
が
露

出
 

壁
掛
け
型
、

つ
り
下
げ
型
 

７
kW
以
下
 

15
 

15
 

80
 

4.
5 

半 密 閉 式 ・ 密 閉 式 

バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

自
然
対
流
型
 
19
kW
以
下
 

60
 

4.
5 

4.
5 

注
５
 

4.
5 

液 体 燃 料 

不 燃 以 外 

半
密
閉
式
 
自 然 対 流 型 

機
器

の

全
周

か

ら
熱

を

放
散

す

る
も
の
 

39
kW
以
下
 

15
0 

10
0 

10
0 

10
0 

機
器

の

上
方

又

は
前

方

に
熱

を

放
散

す

る
も

の
 39

kW
以
下
 

15
0 

15
 

10
0 

15
 

不 燃 

半
密
閉
式
 
自 然 対 流 型 

機
器

の

全
周

か

ら
熱

を

放
散

す

る
も

の
 39

kW
以
下
 

12
0 

10
0 

―
 

10
0 
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機

器
の

上
方

又

は
前

方

に
熱

を

放
散

す

る
も
の
 

39
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

12
0 

５
 

―
 

５
  

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

―
 

15
0 

10
0 

15
0 

10
0 

乾 燥 設 備 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開
放
式
 

衣
類

乾

燥
機
 

5.
8キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

 

不 燃 

開
放
式
 

衣
類

乾

燥
機
 

5.
8キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

4.
5 

―
 

4.
5 

上
記
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の
 

内
部
容
積

が

１
立
方
メ

ー

ト
ル
以
上

の

も
の
 

―
 

10
0 

50
 

10
0 

50
 

 

内
部

容
積

が

１
立

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の

も
の
 

―
 

50
 

30
 

50
 

30
 

簡 易 湯 沸 設 備 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開 放 式 

常
圧

貯

蔵
型
 

フ
ー

ド
を

付

け
な
い
場
合
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

40
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

フ
ー

ド
を

付

け
る
場
合
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

 

 

 

瞬
間
型
 
フ

ー
ド

を
付

け
な
い
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

40
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

 

 

 

 
フ

ー
ド

を
付

け
る
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

  
 

 
 

 
機

器
の

上
方

又

は
前

方

に
熱

を

放
散

す

る
も
の
 

39
kW
以
下
 

12
0 

５
 

―
 

５
  

 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

―
 

15
0 

10
0 

15
0 

10
0 

 

乾 燥 設 備 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開
放
式
 

衣
類

乾

燥
機
 

5.
8k
W以

下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

 

 

不 燃 

開
放
式
 

衣
類

乾

燥
機
 

5.
8k
W以

下
 

15
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

 

上
記
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の
 

内
部

容
積

が

１
立

方
メ

ー

ト
ル

以
上

の

も
の
 

―
 

10
0 

50
 

10
0 

50
  

 

 
内

部
容

積
が

１
立

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の

も
の
 

―
 

50
 

30
 

50
 

30
 
 

簡 易 湯 沸 設 備 
気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開 放 式 

常
圧
貯

蔵
型
 

フ
ー

ド
を

付

け
な
い
場
合
 

７
kW
以
下
 

40
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

フ
ー

ド
を

付

け
る
場
合
 

７
kW
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

 

 

 

瞬
間
型
 フ

ー
ド

を
付

け
な
い
場
合
 

12
kW
以
下
 

40
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

 

 

 

 
フ

ー
ド

を
付

け
る
場
合
 

12
kW
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 
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半
密
閉
式
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

―
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

瞬
間
型
 調

理
台
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

―
 

０
 

―
 

０
 

壁
掛
け
型
及

び
据
置
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

屋
外
用
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

15
 

15
 

15
 

不 燃 

開 放 式 

常
圧
貯

蔵
型
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

瞬
間
型
 フ

ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

半
密
閉
式
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

瞬
間
型
 調

理
台
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

―
 

０
 

―
 

０
 

壁
掛
け
型
及

び
据
置
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

屋
外
用
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

40
 

4.
5 

15
 

4.
5 

不
燃
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

20
 

1.
5 

―
 

1.
5 

 

  

 

 

半
密
閉
式
 

12
kW
以
下
 

―
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

瞬
間
型
 調

理
台
型
 

12
kW
以
下
 

―
 

０
 

―
 

０
 

壁
掛
け
型
、

据
置
型
 

12
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

屋
外
用
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
kW
以
下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
kW
以
下
 

15
 

15
 

15
 

15
 

不 燃 

開 放 式 

常
圧
貯

蔵
型
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

７
kW
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

７
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

瞬
間
型
 フ

ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
kW
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

半
密
閉
式
 

12
kW
以
下
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

密 閉 式 
常
圧
貯
蔵
型
 

12
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

瞬
間
型
 調

理
台
型
 

12
kW
以
下
 

―
 

０
 

―
 

０
 

壁
掛
け
型
、

据
置
型
 

12
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

屋
外
用
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
kW
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

12
kW
以
下
 

40
 

4.
5 

15
 

4.
5 

不
燃
 

12
kW
以
下
 

20
 

1.
5 

―
 

1.
5 
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 給 湯 湯 沸 設 備 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

半 密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

―
 

15
 

15
 

15
 

 

瞬
間
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

―
 

15
 

15
 

15
 

 

密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

瞬
間
型
 
調
理
台
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

―
 

０
 

―
 

０
 

壁
掛
け
型
及

び
据
置
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

屋 外 用 

常
圧
貯

蔵
型
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

 
 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

15
 

15
 

15
 

15
 

瞬
間
型
 フ

ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

15
 

15
 

15
 

15
 

 

 給 湯 湯 沸 設 備 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

半 密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
kW
を
超
え

42
kW
以

下
 

―
 

15
 

15
 

15
 

 

瞬
間
型
 

12
kW
を
超
え

70
kW
以

下
 

―
 

15
 

15
 

15
 

 

密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
kW
を
超
え

42
kW
以

下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

瞬
間
型
 
調
理
台
型
 

12
kW
を
超
え

70
kW
以

下
 

―
 

０
 

―
 

０
 

壁
掛
け
型
、

据
置
型
 

12
kW
を
超
え

70
kW
以

下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

屋 外 用 

常
圧
貯

蔵
型
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
kW
を
超
え

42
kW
以

下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

 
 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
kW
を
超
え

42
kW
以

下
 

15
 

15
 

15
 

15
 

瞬
間
型
 フ

ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
kW
を
超
え

70
kW
以

下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
kW
を
超
え

70
kW
以

下
 

15
 

15
 

15
 

15
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不 燃 

半 密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

瞬
間
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

瞬
間
型
 
調
理
台
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

―
 

０
 

―
 

０
 

壁
掛
け
型
及

び
据
置
型
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

屋 外 用 

常
圧
貯

蔵
型
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 
 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
42
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

瞬
間
型
 フ

ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

  

 

不 燃 

半 密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
 
kW
を
超
え

42
 
kW

以
下
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

瞬
間
型
 

12
 
kW
を
超
え

70
 
kW

以
下
 

―
 

4.
5 

―
 

4.
5 

密 閉 式 

常
圧
貯
蔵
型
 

12
 
kW
を
超
え

42
 
kW

以
下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

瞬
間
型
 
調
理
台
型
 

12
 
kW
を
超
え

70
 
kW

以
下
 

―
 

０
 

―
 

０
 

壁
掛
け
型
、

据
置
型
 

12
 
kW
を
超
え

70
 
kW

以
下
 

4.
5 

4.
5 

―
 

4.
5 

屋 外 用 

常
圧
貯

蔵
型
 

フ
ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
 
kW
を
超
え

42
 
kW

以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 
 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
 
kW
を
超
え

42
 
kW

以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

瞬
間
型
 フ

ー
ド
を
付

け
な
い
場
合
 

12
 
kW
を
超
え

70
 
kW

以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

フ
ー
ド
を
付

け
る
場
合
 

12
 
kW
を
超
え

70
 
kW

以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 
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液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

 

不
燃
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
70
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

―
 

60
 

15
 

60
 

15
 

移 動 式 ス ト ー ブ 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開 放 式 

バ
ー
ナ

ー
が
露

出
 

前
方
放
射
型
 
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

30
 

10
0 

4.
5 

注
１
：

熱
対
流

方
向
が

一
方
向

に
集
中

す
る
場

合
に
あ

っ
て
は

60
セ
ン

チ
メ
ー

ト
ル
と

す
る
。
 

注
２
：

方
向
性

を
有
す

る
も
の

に
あ
っ

て
は
10
0

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と
す

る
。
 

全
周
放
射
型
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

自
然
対
流
型
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

4.
5 

4.
5 

注
１
 

4.
5 

強
制
対
流
型
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

60
 

4.
5 

不 燃 

開 放 式 

バ
ー
ナ

ー
が
露

出
 

前
方
放
射
型
 
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

15
 

80
 

4.
5 

全
周
放
射
型
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

80
 

80
 

80
 

 
バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

自
然
対
流
型
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

4.
5 

4.
5 

注
１
 

4.
5 

強
制
対
流
型
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

60
 

4.
5 

液 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開
放
式
 

放
射
型
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

50
 

10
0 

20
 

 
自
然
対
流
型
 
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

15
0 

10
0 

10
0 

10
0 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

50
 

50
 

50
 

強 制 対 流 型 

温
風

を

前
方

向

に
吹

き

出
す

も

の
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
 

10
0 

15
 

 

  

液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

12
 
kW
を
超
え

70
 
kW

以
下
 

60
 

15
 

15
 

15
 

 

不
燃
 

12
 
kW
を
超
え

70
 
kW

以
下
 

50
 

５
 

―
 

５
 

上
記
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
 

―
 

60
 

15
 

60
 

15
 

移 動 式 ス ト ー ブ 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開 放 式 

バ
ー
ナ

ー
が
露

出
 

前
方
放
射
型
 
７
kW
以
下
 

10
0 

30
 

10
0 

4.
5 

  
全
周
放
射
型
 ７

kW
以
下
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

自
然
対
流
型
 ７

kW
以
下
 

10
0 

4.
5 

4.
5 

注
５
 

4.
5 

強
制
対
流
型
 ７

kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

60
 

4.
5 

不 燃 

開 放 式 

バ
ー
ナ

ー
が
露

出
 

前
方
放
射
型
 
７
kW
以
下
 

80
 

15
 

80
 

4.
5 

全
周
放
射
型
 ７

kW
以
下
 

80
 

80
 

80
 

80
 

 
バ
ー
ナ

ー
が
隠

ぺ
い
 

自
然
対
流
型
 ７

kW
以
下
 

80
 

4.
5 

4.
5 

注
５
 

4.
5 

強
制
対
流
型
 ７

kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

60
 

4.
5 

液 体 燃 料 
不 燃 以 外 

開
放
式
 

放
射
型
 

７
kW
以
下
 

10
0 

50
 

10
0 

20
 

 
自
然
対
流
型
 
７
kW
を
超
え
12
 k
W以

下
 

15
0 

10
0 

10
0 

10
0 

７
kW
以
下
 

10
0 

50
 

50
 

50
 

強 制 対 流 型 

温
風

を

前
方

向

に
吹

き

出
す

も

の
 

12
 k
W以

下
 

10
0 

15
 

10
0 

15
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温
風

を

全
周

方

向
に

吹

き
出

す

も
の
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

10
0 

15
0 

15
0 

15
0 

 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

 

 

不 燃 

開
放
式
 

放
射
型
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

30
 

―
 

５
 

自
然
対
流
型
 
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

12
0 

10
0 

―
 

10
0 

 

 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

30
 

―
 

30
 

強 制 対 流 型 

温
風

を

前
方

向

に
吹

き

出
す

も

の
 

12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

５
 

―
 

５
 

温
風

を

全
周

方

向
に

吹

き
出

す

も
の
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超

え
12
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
 

80
 

15
0 

―
 

15
0 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

10
0 

―
 

10
0 

固
体
燃
料
 

―
 

10
0 

50
 

注
２
 

50
 

注
２
 

50
 

注
２
 

調 理 用 器 具 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開 放 式 

バ
ー

ナ
ー

が
露
出
 

卓
上

型

こ
ん

ろ

（
１
口
）
 5.

8キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
 

15
 

15
 
注
：
機

器
本
体

上
方
の

側
方
又

は
後
方

の
離
隔

距
離
を

示
す
。
 

卓
上

型

こ
ん

ろ

（
２

口

以
上
）
・

グ
リ
ル
 

14
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
 

注
 

15
 

15
 

注
 

 

 

  

 

 

 

 

温
風

を

全
周

方

向
に

吹

き
出

す

も
の
 

７
kW
を
超
え
12
 k
W以

下
 

10
0 

15
0 

15
0 

15
0 

                   注
６
：

方
向
性

を
有
す

る
も
の

に
あ
っ

て
は
10
0 

cm
と
す

る
。
 

７
kW
以
下
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

 

 

不 燃 

開
放
式
 

放
射
型
 

７
kW
以
下
 

80
 

30
 

―
 

５
 

自
然
対
流
型
 
７
kW
を
超
え
12
 k
W以

下
 

12
0 

10
0 

―
 

10
0 

 

 

７
kW
以
下
 

80
 

30
 

―
 

30
 

強 制 対 流 型 

温
風

を

前
方

向

に
吹

き

出
す

も

の
 

12
 k
W以

下
 

80
 

５
 

―
 

５
 

温
風

を

全
周

方

向
に

吹

き
出

す

も
の
 

７
kW
を
超
え
12
 k
W以

下
 

80
 

15
0 

―
 

15
0 

７
kW
以
下
 

80
 

10
0 

―
 

10
0 

固
体
燃
料
 

―
 

10
0 

50
 

注
６
 

50
 

注
６
 

50
 

注
６
 

調 理 用 器 具 

気 体 燃 料 

不 燃 以 外 

開 放 式 

バ
ー

ナ
ー

が
露
出
 

卓
上

型

こ
ん

ろ

（
１
口
）
 5.

8 
kW
以
下
 

10
0 

15
 

15
 

15
 

卓
上

型

こ
ん

ろ

（
２

口

以
上
）
、

卓
上
型
 

14
 k
W以

下
 

10
0 

15
 

注
４
 

15
 

15
 

注
４
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付
こ

ん

ろ
・
グ
リ

ド
ル

付

こ
ん
ろ
 

    

 
 

 
 

 

バ ー ナ ー が 隠 ぺ い 

加
熱

部

が
開

放
 卓

上
型

グ
リ

ル
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
 

15
 

15
 

加
熱

部

が
隠

ぺ

い
 

卓
上

型

オ
ー

ブ

ン
・
グ
リ

ル
（
フ
ー

ド
を

付

け
な

い

場
合
）
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

50
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

卓
上

型

オ
ー

ブ

ン
・
グ
リ

ル
（
フ
ー

ド
を

付

け
る

場

合
）
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

炊
飯

器

（
炊

飯

容
量

４

リ
ッ

ト

ル
以
下
）
 4.

7キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

30
 

10
 

10
 

10
 

 

 

 

 
 

 
圧

力
調

理
器
（
内

容
積

10

リ
ッ

ト

ル
以
下
）
 ―

 
30
 

10
 

10
 

10
 

 

  

 

 

 
 

グ
リ

ル

付
こ

ん

ろ
 

    

 
 

 
 

 

バ ー ナ ー が 隠 ぺ い 

加
熱

部

が
開

放
 卓

上
型

グ
リ

ル
 ７

kW
以
下
 

10
0 

15
 

15
 

15
 

加
熱

部

が
隠

ぺ

い
 

卓
上

型

オ
ー

ブ

ン
・
グ
リ

ル
（
フ
ー

ド
を

付

け
な

い

場
合
）
 

７
kW
以
下
 

50
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

卓
上

型

オ
ー

ブ

ン
・
グ
リ

ル
（
フ
ー

ド
を

付

け
る

場

合
）
 

７
kW
以
下
 

15
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

炊
飯

器

（
炊

飯

容
量

４

リ
ッ

ト

ル
以
下
）
 4.

7k
W以

下
 

30
 

10
 

10
 

10
 

 

 

 

 
 

 
圧

力
調

理
器
（
内

容
積

10

リ
ッ

ト

ル
以
下
）
 ―

 
30
 

10
 

10
 

10
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不 燃 

開 放 式 

バ
ー

ナ
ー

が
露
出
 

卓
上

型

こ
ん

ろ

（
１
口
）
 5.

8キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

 

卓
上

型

こ
ん

ろ

（
２

口

以
上
）
・

グ
リ

ル

付
こ

ん

ろ
・
グ
リ

ド
ル

付

こ
ん
ろ
 

14
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

バ ー ナ ー が 隠 ぺ い 

加
熱

部

が
開

放
 卓

上
型

グ
リ

ル
 ７

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

加
熱

部

が
隠

ぺ

い
 

卓
上

型

オ
ー

ブ

ン
・
グ
リ

ル
（
フ
ー

ド
を

付

け
な

い

場
合
）
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

卓
上

型

オ
ー

ブ

ン
・
グ
リ

ル
（
フ
ー

ド
を

付

け
る

場

合
）
 

７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

炊
飯

器

（
炊

飯

容
量

４
 4.

7キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

15
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

  

 

不 燃 

開 放 式 

バ
ー

ナ
ー

が
露
出
 

卓
上

型

こ
ん

ろ

（
１
口
）
 5.

8k
W以

下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

 

卓
上

型

こ
ん

ろ

（
２

口

以
上
）
、

卓
上

型

グ
リ

ル

付
こ

ん

ろ
 

14
kW
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

バ ー ナ ー が 隠 ぺ い 

加
熱

部

が
開

放
 卓

上
型

グ
リ

ル
 ７

kW
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

加
熱

部

が
隠

ぺ

い
 

卓
上

型

オ
ー

ブ

ン
・
グ
リ

ル
（
フ
ー

ド
を

付

け
な

い

場
合
）
 

７
kW
以
下
 

30
 

4.
5 

―
 

4.
5 

卓
上

型

オ
ー

ブ

ン
・
グ
リ

ル
（
フ
ー

ド
を

付

け
る

場

合
）
 

７
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

―
 

4.
5 

炊
飯

器

（
炊

飯

容
量

４
 4.

7k
W以

下
 

15
 

4.
5 

―
 

4.
5 
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リ

ッ
ト

ル
以
下
）
  

 
 

 
 

 

圧
力

調

理
器
（
内

容
積

10

リ
ッ

ト

ル
以
下
）
 ―

 
15
 

4.
5 

―
 

4.
5 

移 動 式 こ ん ろ 

液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

15
 

15
 

15
 

 

不
燃
 

６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

固
体
燃
料
 

―
 

10
0 

30
 

30
 

30
 

電 気 温 風 機 

電 気 

不
燃
以
外
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

注
 

4.
5 

注
 

4.
5 

注
 

4.
5 

注
 

注
：
温

風
の
吹

き
出
し

方
向
に

あ
っ
て

は
60
セ

ン
チ
メ

ー
ト
ル

と
す
る
。
 

不
燃
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

０
 

注
 

０
 

注
 

―
 

注
 

０
 

注
 

電 気 調 理 用 機 器 

電 気 

不
燃

以
外
 電

気
こ

ん
ろ
、

電
気
レ

ン
ジ
及

び
電
磁

誘
導
加

熱
式
調

理
器
（
 

こ
ん
ろ

形
態
の
 こ

ん
ろ

部
分

の
全

部
又

は

一
部

が
電

磁

誘
導

加
熱

式

調
理

器
で

な

い
も
の
 

4.
8キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
１
口
当
た
り
２
キ

ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
３

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 
注
１
：

機
器
本

体
上
方

の
側
方

又
は
後

方
の
離

隔
距
離

（
こ
ん

ろ
部
分

が
電
磁
 

―
 

20
 

注
１
 

―
 

20
 

注
１
 

―
 

10
 

注
２
 

―
 

10
 

注
２
 

4.
8キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
１
口
当
た
り
１
キ

ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
２

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 

―
 

15
 

注
１
 

―
 

15
 

注
１
 

―
 

10
 

注
２
 

―
 

10
 

注
２
 

 

  

 

 

 

 
リ

ッ
ト

ル
以
下
）
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
圧

力
調

理
器
（
内

容
積

10

リ
ッ

ト

ル
以
下
）
 ―

 
15
 

4.
5 

―
 

4.
5 

 

移 動 式 こ ん ろ 

液 体 燃 料 

不
燃
以
外
 

６
kW
以
下
 

10
0 

15
 

15
 

15
 

 

不
燃
 

６
kW
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

固
体
燃
料
 

―
 

10
0 

30
 

30
 

30
 

電 気 温 風 機 

電 気 

不
燃
以
外
 

２
kW
以
下
 

4.
5 

注
７
 

4.
5 

注
７
 

4.
5 

注
７
 

4.
5 

注
７
 

注
７
：

温
風
の

吹
き
出

し
方
向

に
あ
っ

て
は
60
 

cm
と
す

る
。
 

注
８
：

機
器
本

体
上
方

の
側
方

又
は
後

方
の
離

隔
距
離

（
発
熱

体
の
外

周
か
ら

の
距
離
 

不
燃
 

２
kW
以
下
 

０
 

注
７
 

０
 

注
７
 

―
 

注
７
 

０
 

注
７
 

電 気 こ ん ろ 

電 気 

不
燃
以
外
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
２
kW
を
超
え
３

kW
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 

―
 

20
 

注
８
 

―
 

20
 

注
８
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
１
kW
を
超
え
２

kW
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 

―
 

15
 

注
８
 

―
 

15
 

注
８
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
１
kW
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 

―
 

10
 

注
８
 

―
 

10
 

注
８
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も
の
に

限
る
。
 

 
4.
8キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
１
口
当
た
り
１
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 
誘
導
加

熱
式
で

な
い
場

合
に
お

け
る
発

熱
体
の

外
周
か

ら
の
距

離
）
を

示
す
。
 

注
２
：

機
器
本

体
上
方

の
側
面

又
は
後

方
の
離

隔
距
離

（
こ
ん

ろ
部
分

が
電
磁

誘
導
加

熱
式
調

理
器
の

場
合
に

お
け
る

発
熱
体

の
外
周

か
ら
の

距
離
）

を
示
す
。 

―
 

10
 

注
１
 

注
２
 

―
 

10
 

注
１
 

注
２
 

こ
ん

ろ
部

分

の
全

部
が

電

磁
誘

導
加

熱

式
調

理
器

の

も
の
 

5.
8キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
１
口
当
た
り
3.
3キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 

―
 

10
 

注
２
 

―
 

10
 

注
２
 

不
燃
 
電
気
こ

ん
ろ
、

電
気
レ

ン
ジ
及

び
電
磁

誘
導
加

熱
式
調

理
器
（
 

こ
ん
ろ

形
態
の

も
の
に

限
る
。
 

こ
ん

ろ
部
分

の
全

部
又
は

一
部

が
電
磁

誘
導

加
熱
式

調
理

器
で
な

い
も
の
 

4.
8キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
１
口
当
た
り
３
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
 

80
 

０
 

―
 

０
 

―
 

０
 

注
１
 

注
２
 

―
 

０
 

注
１
 

注
２
 

こ
ん

ろ
部

分

の
全

部
が

電

磁
誘

導
加

熱

式
調

理
器

の

も
の
 

5.
8キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（
１
口
当
た
り
3.
3キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
 

80
 

０
 

―
 

０
 

―
 

０
 

注
２
 

―
 

０
 

注
２
 

 

  

 

不
燃
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
３
kW
以
下
）
 

80
 

０
 

―
 

０
 
）
を
示

す
。
 

―
 

０
 

注
８
 

―
 

０
 

注
８
 

電 気 レ ン ジ 

電 気 

不
燃
以
外
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
２
kW
を
超
え
３

kW
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 
   注
９
：

電
気
レ

ン
ジ
で

こ
ん
ろ

部
分
が

電
磁
誘

導
加
熱

式
調
理

器
の
場

合
の
本

体
上
方

の
側
方

又
は
後

方
の
距

離
（
発

熱
体
の

外
周
か

ら
の
距

離
）
を

示
す
。
 

―
 

20
 

注
８
 

―
 

20
 

注
８
 

―
 

10
 

注
９
 

―
 

10
 

注
９
 

 
4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
１
kW
を
超
え
２

kW
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 

―
 

15
 

注
８
 

―
 

15
 

注
８
 

―
 

10
 

注
９
 

―
 

10
 

注
９
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
１
kW
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 

―
 

10
 

注
８
 

―
 

10
 

注
８
 

不
燃
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
３
kW
以
下
）
 

80
 

０
 

―
 

０
 

―
 

０
 

注
８
 

―
 

０
 

注
８
 

電 磁 誘 導 加 熱 式 調 理 器 

電 気 
不
燃
以
外
 

こ
ん

ろ
形
態

の
も
の
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
３
kW
以
下
）
 

10
0 

２
 

２
 

２
 

―
 

10
 

注
８
 

―
 

10
 

注
８
 

不
燃
 

こ
ん

ろ
形
態

の
も
の
 

4.
8k
W以

下
（
１
口
当

た
り
３
kW
以
下
）
 

80
 

０
 

―
 

０
 

―
 

０
 

注
８
 

―
 

０
 

注
８
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 電 気 天 火 

電 気 

不
燃
以
外
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

注
 

4.
5 

注
 

4.
5 

注
 

注
：
排

気
口
面

に
あ
っ

て
は
10

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と
す

る
。
 

不
燃
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

注
 

―
 

4.
5 

注
 

電 子 レ ン ジ 

電 気 

不
燃

以
外
 

電
熱

装
置

を
有

す
る

も
の
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

注
 

4.
5 

注
 

4.
5 

注
 

注
：
排

気
口
面

に
あ
っ

て
は
10

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と
す

る
。
 

不
燃
 
電

熱
装

置
を

有
す

る

も
の
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
 

4.
5 

注
 

―
 

4.
5 

注
 

電 気 ス ト ー ブ 

電 気 

不
燃

以
外
 

前
方
放
射
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

30
 

10
0 

4.
5 

 

全
周
放
射
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

自
然
対
流
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

10
0 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

不
燃
 
前
方
放
射
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

15
 

―
 

4.
5 

 

 電 気 天 火 

電 気 

不
燃
以
外
 

２
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

注
10
 

4.
5 

注
10
 

4.
5 

注
10
 

注
10
：

排
気
口

面
に
あ

っ
て
は

10
cm
と

す
る
。
 

不
燃
 

２
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

注
10
 

―
 

4.
5 

注
10
 

電 子 レ ン ジ 

電 気 

不
燃

以
外
 

電
熱

装
置

を
有

す
る

も
の
 

２
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

注
10
 

4.
5 

注
10
 

4.
5 

注
10
 

 

不
燃
 
電

熱
装

置
を

有
す

る

も
の
 

２
kW
以
下
 

10
 

4.
5 

注
10
 

―
 

4.
5 

注
10
 

電 気 ス ト ー ブ 

電 気 

不
燃

以
外
 

前
方
放
射
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
kW
以
下
 

10
0 

30
 

10
0 

4.
5 

 

全
周
放
射
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
kW
以
下
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

自
然
対
流
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
kW
以
下
 

10
0 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

不
燃
 
前
方
放
射
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
kW
以
下
 

80
 

15
 

―
 

4.
5 
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全
周
放
射
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

80
 

―
 

80
 
 

自
然
対
流
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

電 気 乾 燥 器 

電 気 

不
燃

以
外
 

食
器
乾
燥
器
 

１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

不
燃
 
食
器
乾
燥
器
 

１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

０
 

０
 

―
 

０
 

電 気 乾 燥 機 

電 気 

不
燃

以
外
 

衣
類
乾
燥
機
、
食
器
乾

燥
機

及
び

食
器

洗
い

乾
燥
機
 

３
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

注
１
：

前
面
に

排
気
口

を
有
す

る
機
器

に
あ
っ

て
は
０

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と
す

る
。
 

注
２
：

排
気
口

面
に
あ

っ
て
は

4
.
5
セ

ン
チ
メ

ー
ト
ル

と
す
る
。 

不
燃
 
衣
類
乾
燥
機
、
食
器
乾

燥
機

及
び

食
器

洗
い

乾
燥
機
 

３
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

注
１
 

０
 

注
２
 

―
 

注
２
 

０
 

注
２
 

 

  

 

 
全
周
放
射
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
kW
以
下
 

80
 

80
 

―
 

80
 
 

自
然
対
流
型
（
壁
取
付

式
及

び
天

井
取

付
式

の
も
の
を
除
く
。
）
 

２
kW
以
下
 

80
 

０
 

―
 

０
 

電 気 乾 燥 器 

電 気 

不
燃

以
外
 

食
器
乾
燥
器
 

１
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

 

不
燃
 
食
器
乾
燥
器
 

１
kW
以
下
 

０
 

０
 

―
 

０
 

 

 

不
燃

以
外
 

衣
類
乾
燥
機
、
食
器
乾

燥
機
、
食
器
洗
い
乾
燥

機
 

３
kW
以
下
 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

4.
5 

   注
11
：

前
面
に

排
気
口

を
有
す

る
機
器

に
あ
っ

て
は
０

cm
と
す

る
。
 

注
12
：

排
気
口

面
に
あ

っ
て
は

4
.
5
c
m

と
す
る
。 

不
燃
 
衣
類
乾
燥
機
、
食
器
乾

燥
機
、
食
器
洗
い
乾
燥

機
 

３
kW
以
下
 

4.
5 

注
11
 

０
 

注
12
 

―
 

注
12
 

０
 

注
12
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電 気 温 水 器 

電 気 

不
燃

以
外

 

温
度
過
昇
防
止
装
置

を
有
す
る
も
の

 

10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

4.
5 

０
 

０
 

０
 

 

不
燃

 
温
度
過
昇
防
止
装
置

を
有
す
る
も
の

 

10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
 

０
 

０
 

―
 

０
 

 
備
考

 

１
 
「
気
体
燃
料
」
、
「
液
体
燃
料
」
、
「
固
体
燃
料
」
及
び
「
電
気
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
気
体
燃
料
を
使
用
す
る
も
の
、
液
体
燃
料
を
使
用
す
る
も
の
、
固
体

燃
料
を
使
用
す
る
も
の
及
び
電
気
を
熱
源
と
す
る
も
の
を
い
う
。
 

２
 
「
不
燃
以
外
」
欄
は
、
対
象
火
気
設
備
等
又
は
対
象
火
気
器
具
等
か
ら
不
燃

材
料
以
外
の
材
料
に
よ
る
仕
上
げ
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
仕
上
げ
を
し

た
建
築
物
等
の
部
分
又
は
可
燃
性
の
物
品
ま
で
の
距
離
を
い
う
。
 

３
 
「
不
燃
」
欄
は
、
対
象
火
気
設
備
等
又
は
対
象
火
気
器
具
等
か
ら
不
燃
材
料

で
有
効
に
仕
上
げ
を
し
た
建
築
物
等
の
部
分
又
は
防
熱
板
ま
で
の
距
離
を
い

う
。

 

 

電 気 温 水 器 

電 気 

不
燃

以
外

 

温
度
過
昇
防
止
装
置

を
有
す
る
も
の

 

10
kW
以
下
 

4.
5 

０
 

０
 

０
 

 

不
燃

 
温
度
過
昇
防
止
装
置

を
有
す
る
も
の

 

10
kW
以
下
 

０
 

０
 

―
 

０
 

 
備
考

 

１
 
「
気
体
燃
料
」
、
「
液
体
燃
料
」
、
「
固
体
燃
料
」
及
び
「
電
気
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
気
体
燃
料
を
使
用
す
る
も
の
、
液
体
燃
料
を
使
用
す
る
も
の
、
固
体

燃
料
を
使
用
す
る
も
の
及
び
電
気
を
熱
源
と
す
る
も
の
を
い
う
。
 

２
 
「
不
燃
以
外
」
欄
は
、
対
象
火
気
設
備
等
又
は
対
象
火
気
器
具
等
か
ら
不
燃

材
料
以
外
の
材
料
に
よ
る
仕
上
げ
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
仕
上
げ
を
し

た
建
築
物
等
の
部
分
又
は
可
燃
性
の
物
品
ま
で
の
距
離
を
い
う
。
 

３
 
「
不
燃
」
欄
は
、
対
象
火
気
設
備
等
又
は
対
象
火
気
器
具
等
か
ら
不
燃
材
料

で
有
効
に
仕
上
げ
を
し
た
建
築
物
等
の
部
分
又
は
防
熱
板
ま
で
の
距
離
を
い

う
。
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議
案
第

36
号
関
係

登
米
市
体
育
施
設
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
 
（
略
）
 

第
１
条
 
（
略
）
 

（
名
称
及
び
位
置
）
 

第
２
条
 
体
育
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

 
 

（
略
）
 

 
 

登
米
市
民
プ
ー
ル
 

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
江
合
一
丁
目
６
番
地
１
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 

（
名
称
及
び
位
置
）
 

第
２
条
 
体
育
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

 
 

（
略
）
 

 
 

登
米
市
民
プ
ー
ル
 

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
江
合
一
丁
目
６
番
地
１
 

登
米
市
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
 

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
荒
神
堂

13
9
番
地
１
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 

第
３
条
～
第

20
条
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

名
称
 

開
館
時
間
 

 
 

（
略
）
 

 
 

登
米
市
民
プ
ー
ル
 

午
前

10
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
 

 
 

 

第
３
条
～
第

20
条
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

名
称
 

開
館
時
間
 

 
 

（
略
）
 

 
 

登
米
市
民
プ
ー
ル
 

午
前

10
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
 

登
米
市
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
 

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
 

 

別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）
 

名
称
 

休
館
日
 

 
 

（
略
）
 

 

別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）
 

名
称
 

休
館
日
 

 
 

（
略
）
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登
米
市
民
プ
ー
ル
 

 
月
曜
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
23
年
法
律

第
17
8
号

）
に

規
定

す
る

祝
日

に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）
及
び
12
月
29
日

か
ら
翌
年
の
１
月
４
日
ま
で
 

 
    

 

 
 

 
 

登
米
市
民
プ
ー
ル
 

 
月
曜
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
23
年
法
律

第
17
8
号
）
に
規
定
す
る
祝

日
に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）
及
び
12
月
29
日

か
ら
翌
年
の
１
月
４
日
ま
で
 

登
米
市
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
 

 
12

月
29

日
か

ら
翌

年
の

１
月

３
日

ま
で

及

び
12
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
の
土
曜
日
、

日
曜

日
及

び
国

民
の

祝
日

に
関

す
る

法
律

に

規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
 

 

別
表
第
３
（
第
11
条
関
係
）
 

 
１
 
施
設
等
使
用
料

 
施
設
名
称

 
使
用
料

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

中
田
体

育
セ
ン
タ
ー

 
施
設
使
用
料

 利
用
区
分
 

使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）
 

ア
リ
ー
ナ
 

90
0円

 

柔
道
場
 

30
0円

 

会
議
室
 

20
0円

 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

米
山
体

育
館

 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分
 

使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）
 

ア
リ
ー
ナ

 
1,
10
0円

 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

 
20
0円

 

小
運
動
場

 
20
0円

 
 

 

別
表
第
３
（
第
11
条
関
係
）
 

 
１
 
施
設
等
使
用
料

 
施
設
名
称

 
使
用
料

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

中
田
体

育
セ
ン
タ
ー

 
施
設
使
用
料

 利
用
区
分
 

使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）
 

ア
リ
ー
ナ
 

90
0円

 

柔
道
場
 

30
0円

 

 
 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

米
山
体

育
館

 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分
 

使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）
 

ア
リ
ー
ナ

 
1,
10
0円

 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

 
20
0円

 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
 

20
0円
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備
考
 

 
 
１
～
３
 
（
略
）
 

 
 

（
略
）

 
 

 
登

米
市

南
方

武
道

伝
承

館
 

施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時

間
当
た
り
）

 
暖
房
料
（
１
時

間
当
た
り
）

 
剣
道
場

 
1,
00
0
円
 

70
0
円
 

柔
道
場

 
1,
00
0
円
 

70
0
円
 

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム
 

20
0
円
 

10
0
円
 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

東
和

総
合

運
動

公

園
 

１
 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１

時
間

当
た

り
）

 

冷
暖

房
料

（
１

時
間
当
た
り
）

 
冷
房
 

暖
房
 

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド

全
面

 
70
0
円
 

 
 

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド

１
／
２
 

40
0
円
 
 

 

第
２

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド
 

70
0円

 
 

 

野
球
場
 

1,
00
0
円
 

 
 

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

（
１

面
）
 

30
0
円
 

 
 

 

 

 
 

備
考
 

 
 
１
～
３
 
（
略
）
 

 
 

（
略
）

 
 

 
登

米
市

南
方

武
道

伝
承

館
 

施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時

間
当
た
り
）

 
暖
房
料
（
１
時

間
当
た
り
）

 
剣
道
場

 
1,
00
0
円
 

70
0
円
 

柔
道
場

 
1,
00
0
円
 

70
0
円
 

  
 

 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

東
和

総
合

運
動

公

園
 

１
 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
70
0
円
 

第
２
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
70
0
円
 

野
球
場

 
1,
00
0
円
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
１
面
）
 

30
0
円
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テ
ニ

ス
コ

ー
ト

多
目

的
室
 

20
0円

 
10
0円

 
10
0円

 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

中
津

山
運
動
場
 

施
設
使
用
料

 利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
70
0
円
 

備
考

 
１
～
３
 
（
略
）

 
登

米
市

石
越

総
合

運
動

公

園
 

１
 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
 

60
0
円
 

野
球
場
 

1,
00
0
円
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
１
面
）
 

30
0
円
 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
 

20
0
円
 

備
考

 
１
～
３
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）

 
登

米
市

南
方

総
合

運
動

場
 

１
 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
ア
リ
ー
ナ

 
1,
30
0
円
 

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
 

70
0
円
 

野
球
場
 

1,
00
0
円
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
１
面
）
 

30
0
円
 

会
議
室
 

20
0
円
 

 
備
考

 
 

 
 

  
備
考

 
１
～
３
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

中
津

山
運
動
場
 

施
設
使
用
料

 利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
運
動
場

 
70
0
円
 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
登

米
市

石
越

総
合

運
動

公

園
 

１
 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
 

60
0
円
 

野
球
場
 

1,
00
0
円
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
１
面
）
 

30
0
円
 

 
 

備
考

 
１
～
３
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）

 
登

米
市

南
方

総
合

運
動

場
 

１
 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
ア
リ
ー
ナ

 
1,
30
0
円
 

陸
上
運
動
場
 

70
0
円
 

野
球
場
 

1,
00
0
円
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
１
面
）
 

30
0
円
 

 
 

 
備
考
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１
～
３
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）
 

登
米

市
南

方

東
郷

運
動

広

場
 

施
設
使
用
料

 利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
70
0
円
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
１
面
）

 
30
0
円
 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
登

米
市

津
山

運
動
広
場
 

施
設
使
用
料

 利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
60
0円

 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
登

米
市

豊
里

運
動
公
園
 

１
 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
野
球
場

 
1,
00
0
円
 

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
 

40
0
円
 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
２
 
ナ
イ
タ
ー
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
野
球
場
（
全
灯
）
 

5,
70
0
円
 

野
球
場
（
一
部
）
 

5,
40
0
円
 

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
 

4,
80
0
円

 

 
備
考
 
（
略
）

 
登

米
市

南
方

中
央

運
動

広
 

施
設
使
用
料

 利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
 

 

 
  

 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）
 

登
米

市
南

方

東
郷

運
動

広

場
 

施
設
使
用
料

 利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
多
目
的
広
場

 
70
0
円
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
１
面
）

 
30
0
円
 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
登

米
市

津
山

運
動
広
場
 

施
設
使
用
料

 利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
多
目
的
広
場

 
60
0円

 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
登

米
市

豊
里

運
動
公
園
 

１
 
施
設
使
用
料

 
利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）

 
野
球
場

 
1,
00
0
円
 

ソ
フ

ト
ボ
ー
ル

場
・
多
目

的
運
動
場

 
40
0
円
 

備
考

 
 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
２
 
ナ
イ
タ
ー
使
用
料

 
利
用
区
分
 

使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）
 

野
球
場
（
全
灯
）
 

5,
70
0
円
 

野
球
場
（
一
部
）
 

5,
40
0
円
 

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
・
多
目

的
運
動
場
 

4,
80
0
円
 

 
備
考
 
（
略
）

 
登

米
市

南
方

中
央

運
動

広
 

施
設
使
用
料

 利
用
区
分

 
使
用
料
（
１
時
間
当
た
り
）
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場

 
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
40
0
円
 

備
考

 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

民
プ

ー
ル

 
１
 
施
設
使
用
料
 

 
表
 
（
略
）

 
２
 
会
議
室
等
使
用
料

 
利
用
区
分
 

使
用
料
（
１
時
間

当
た
り
）
 

冷
暖
房
料
（
１
時

間
当
た
り
）
 

冷
房
 

暖
房
 

会
議
室
１
 

20
0
円
 
10
0
円
 
10
0
円
 

会
議
室
２
 

20
0
円
 
10
0
円
 
10
0
円
 

フ
ィ

ッ
ト

ネ
ス

ス
タ
ジ
オ
 

20
0
円
 
10
0
円
 
10
0
円
 

備
考
 
プ
ー
ル
利
用
時
に
会
議
室
等
を
利
用
す
る
場
合
は
、

会
議
室
等
の
使
用
料
及
び
冷
暖
房
料
は
免
除
と
す
る
。
 

 
 

 

 

 
場
 

多
目
的
広
場

 
40
0
円
 

備
考

 
 
１
～
３
 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
登

米
市

民
プ

ー
ル
 

          

施
設
使
用
料

 
表
 
（
略
）

 

登
米

市
サ

イ

ク
ル

セ
ン

タ

ー
 

自
転
車
使
用
料

 
利
用
区
分

 
１
人
乗
り

 
２
人
乗
り

 
小
学
生
以
下

 
10
0
円
 

 

中
・
高
校
生

 
15
0
円
 

31
0
円
 

一
般

 
21
0
円
 

42
0
円
 

備
考

 
 
 
 
使
用
料
は
、
１
回
１
台
あ
た
り
を
単
位
と
す
る
。

 
 

２
 
個
人
使
用
料
 

 
(1
) 

（
略
）
 

 
(2
) 

卓
球
台
個
人
使
用
料
 

施
設
名
称
 

利
用
区
分
 

使
用
料
 

 

２
 
個
人
使
用
料
 

 
(1
) 

（
略
）
 

 
(2
) 

卓
球
台
等
個
人
使
用
料
 

施
設
名
称
 

利
用
区
分
 

使
用
料
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登
米
市
迫
体
育
館
 

卓
球
台
１
台
 

20
0
円
 

備
考
 

 
 
１
 
使
用
料
は
、
午
前
（
午
前
９
時

か
ら
正
午
ま
で
）
、
午
後
（
正
午
か
ら
午
後

５
時

ま
で
）
、
夜
間

（
午
後
５
時

か
ら
午
後

10
時
ま
で
）
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
と

す
る
。
 
 
 

 
 
２
 
市
外
の
者
が
利
用
す
る
場
合
は
、
使
用
料
を
1.
5倍

し
た
額
と
す
る
。
 

 登
米
市
迫
体
育
館
 

卓
球
台
１
台
 

20
0
円
 

登
米
市
南
方
総
合
運
動
場
 

プ
ー
ル
（
小
・
中
学
生
）
 

10
0
円
 

登
米
市
南
方
総
合
運
動
場
 

プ
ー
ル
（
高
校
生
・
一
般
）
 

20
0
円
 

備
考
 

１
 

迫
体

育
館

の
卓

球
台

の
個

人
使

用
の

場
合
は

卓
球

室
の

使
用

料
は

免
除

と

す
る
。
 

２
 

使
用
料
は
、

午
前
（
午
前
９

時
か
ら
正
午

ま
で
）
、
午
後

（
正
午
か
ら

午
後

５
時
ま
で
）
、

夜
間
（
午

後
５
時

か
ら
午
後

10
時
ま
で

）
そ
れ

ぞ
れ
の
金

額
と

す
る
。
 

３
 
市
外
の
者
が
利
用
す
る
場
合
は
、
使
用
料
を
1.
5倍

し
た
額
と
す
る
。
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